
1 

 

 
福岡県環境総合ビジョン（答申案）要約 

 
第１章 計画の基本的事項 
 
１ 計画策定等  

《策定の趣旨》 

平成 24（2012）年度に、「福岡県環境総合ビジョン（第三次福岡県環境総

合基本計画）」（計画期間：平成 25（2013）～平成 29（2017）年度）を策

定し、環境に関する様々な施策を推進している。 

この間、国内外では、下記のような様々な状況の変化が生じていることから、

これまでの取組みの成果を踏まえつつ、このような状況の変化に的確に対応す

るため、新たな福岡県環境総合ビジョン（第四次福岡県環境総合基本計画）を

策定するものである。 

 

〇 持続可能な社会への国際的な取組み 

平成 27（2015）年 9 月に開催された国連サミットにおいて、SDGs（Sustainable 

Development Goals：持続可能な開発目標）が採択された。 

SDGs は先進国を含む国際社会全体の開発目標として、「誰一人取り残さない」

社会の実現を目指し、経済・社会・環境をめぐる広範な課題について、「気候変動

への具体的な対策」など 17 の目標と 169 のターゲットが示されている。  

 

〇 地球温暖化対策の進展 

  平成 27（2015）年に、平均気温上昇を産業革命以前に比べ 2℃未満に抑える努

力をすることを世界共通の長期目標としたパリ協定が採択された。我が国では、平

成 27（2015）年に「気候変動の影響への適応計画」を、また、平成 28（2016）年

に「地球温暖化対策計画」を策定。さらに、平成 29（2017）年 3 月に、中央環境

審議会により、「長期低炭素ビジョン」が取りまとめられ、カーボンバジェット※

の考え方や、2050 年に温室効果ガス排出量 80％削減を実現する社会の絵姿などが

示されている。 

 

 ※カーボンバジェット（炭素予算） 

 IPCC（気候変動に関する政府間パネル）第 5 次評価報告書において、二酸化炭素の累積総

排出量と世界平均気温の変化量は、ほぼ比例関係にあることが明らかになっていることを踏ま

え、平均気温上昇を抑えるためには、世界全体での累積排出量を一定量以下に抑える必要があ

るという考え方。 

 

〇 循環型社会への国際的な取組みの進展 

  平成 28（2016）年 5 月に開催された G7 環境大臣会合において、富山物質循環

フレームワークが合意され、国際的に協調して資源効率性や 3R に取り組み、自然

と調和した持続的な低炭素社会を目指すというビジョンが示された。 

 

〇 各分野における生物多様性主流化への取組み 

  平成 22（2010）年に名古屋市で開催された第 10 回生物多様性条約締約国会議

（COP10）では、「人々が生物多様性の価値と行動を認識する」という生物多様性

の主流化※を含む生態系保全に関する 20 の個別目標（愛知目標）が設定された。
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平成 28（2016）年にメキシコのカンクンで行われた COP13 においても、引き続

き愛知目標達成に向けた努力が締約国に求められている。 

 

  ※生物多様性の主流化 

   生物多様性の保全と持続可能な利用を地球規模から身近な市民レベルまで様々な社会経済

活動の中に組み込むこと。 

 

〇 大規模災害の発生と支援 

  本県や近隣県では、平成 24(2012)年 7 月及び平成 29(2017)年 7 月の二度にわた

り九州北部において豪雨災害が、また、平成 28(2016)年 4 月には、熊本地震が発

生している。このような災害の発生に伴い、大きな課題となるのは一度に大量に発

生する災害廃棄物の処理である。 

  被災地の速やかな復旧・復興を図るため、災害廃棄物の迅速かつ適切な処理が求

められている。このため、本県では、福岡県災害廃棄物処理計画を策定し、体制整

備を進めている。 

   

〇 福岡県総合計画の策定 

平成 29(2017)年３月、県の行政運営の指針として策定。 

（計画期間：平成 29(2017)年度～平成 33(2021)年度） 

 

２ 計画の位置付け 

福岡県総合計画を踏まえるとともに、先行して策定されている福岡県生物多

様性戦略や福岡県廃棄物処理計画、福岡県地球温暖化対策実行計画とも整合さ

せて福岡県の環境の将来像を具体化するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の役割 

○ 県における環境に関する施策の基本的な方向性を示し、環境の面から総合的・

計画的に県行政を推進するための施策大綱 

○ 県民・事業者・行政など、すべての主体が環境について考え行動する際の指針 
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４ 計画期間 

平成 30（2018）年度～平成 34（2022）年度の 5 年間 

ただし、環境の状況変化、国内外の環境政策の動向及び次期総合計画策定の議論

などを踏まえ、必要に応じて計画期間中であっても見直しを行う。 

 

５  計画の構成 

環境の視点から、７つの柱を設定し、柱ごとに目指す姿と、現状と課題、施策の

方向、目標・指標を示している。 

 

第２章 福岡県の環境の将来像 
  

『豊かな環境が支える県民幸福度日本一の福岡県』 

～経済成長と環境保全が両立した持続可能な社会へ～ 

 

経済、社会、環境の３つの側面を調和させつつ、世界を持続的な発展に導くための

開発目標である SDGs の考えを活用し、分野横断的に課題に取り組むことにより、経

済成長と環境保全が両立した持続可能な社会の構築を目指します。 

 

 このような社会を実現し、県民一人ひとりが物質的にも精神的にも幸福を実感でき

る福岡県を次世代に引き継いでいくことを目指して、環境の視点から、７つの柱を設

定し、柱ごとに目指す姿を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

・・・横断的施策 ・・・分野ごとの施策 
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第３章 施策の展開方向 
（１） 低炭素社会の推進 
 

◆目指す姿 

○ 省エネルギー型のライフスタイル・ビジネススタイルが浸透し、地域の特性を

活かした太陽光や風力、太陽熱などの活用、森林の適正管理が進むなど、温室効

果ガスの排出削減と吸収源に関する対策（緩和策）が進んだ社会 

○ 集中豪雨などの自然災害に備えたインフラ整備や高温に強い農作物の品種開

発・普及などの対策（適応策）が進み、気候変動の影響による被害を最小化ある

いは回避し、迅速に回復できる社会 

 

◆現状・課題  

  地球温暖化による気候変動は、社会・経済活動に大きな影響を及ぼすことから、

温室効果ガスの排出削減などの緩和策と併せて、気候変動の影響への適応策も必

要となっている。 

  平成 29(2017)年 3 月に策定した「福岡県地球温暖化対策実行計画」において、

削減目標「平成 42(2030)年度の温室効果ガス排出量を平成 25(2013)年度比 26％

削減」を設定している。 

 

◆施策の方向  

【温室効果ガスの排出削減に関する対策（緩和策）】 

〇 家庭における省エネ活動への支援や、事業所への省エネルギー設備の情報提供

などを行い、省エネルギー型のライフスタイルやビジネススタイルへの転換を推

進。 

〇 環境負荷低減に寄与する県産農林水産物の地産地消などの取組みを推進。 

〇 FCV（燃料電池自動車）などの普及促進、公共交通の利用促進、自転車利用環

境の整備などを推進。 

〇 再生可能エネルギーやコジェネレーションなど、災害に強い自立・分散型エ 

ネルギーシステムの普及促進 

○ 水素エネルギー利活用の推進。 

 

【温室効果ガスの吸収源に関する対策（緩和策）】 

〇 間伐などの森林整備、林業の担い手育成などによる森林の適正管理や、都市公

園の整備などまちの緑の創造を推進。 

〇 公共建築物等において、二酸化炭素固定化のための県産材の長期的利用を推    

進。 

 

【気候変動の影響への適応（適応策）】 

〇 温暖化に対応した品種の開発や栽培技術等の情報提供など農林水産業に関す

る対策を推進。 

〇 土砂災害の防止・軽減のための砂防施設等の整備や市町村が行う洪水ハザード

マップ・高潮ハザードマップ等の作成支援などの自然災害に関する対策を推進。 

〇 熱中症予防の普及啓発など、地球温暖化との関連性が指摘されている健康対策 

を推進。 
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《重点プロジェクト》 

 未来の地球を守るバイ！ 

   省エネに取り組む家庭を「エコファミリー」として応援する「エコファ 

ミリー応援事業」を紹介。 

 エネルギーの地産地消を目指して 

   地域の特性に応じた再生可能エネルギーの利活用について、県や市町村 

の取組みを紹介。 

 もっと使おう！福岡の木 

   「植える」「育てる」「使う」といった森林の世代サイクルの回復や木 

材の需要拡大に向けた取組みを紹介。   

 地球温暖化に適応していこう！ 

  地球温暖化による気候変動への適応策として、農業における取組みなど 

を紹介。 

  

  



6 

 

（２） 循環型社会の推進 
 

◆目指す姿 

〇 県民、事業者等の活動において、製品のライフサイクル全体を通した適正な管

理により、資源の消費が抑制され、循環利用が確保されている社会 

〇 廃棄物の不法投棄がなく、適正に処理され、県民が快適に暮らせる社会 

 

◆現状・課題 

・ 平成 27（2015）年度の県民１人１日当たりのごみの排出量は、依然として全国

平均を上回っている。 

・ 平成 26（2014）年度の福岡県の産業廃棄物の総排出量は、平成 21（2009）年

度と比較して 22.2％増加。 

・ 産業廃棄物の不法投棄や排出事業者・処理業者による不適正処理は、大規模な

事案は減少傾向にあるものの、依然として発生。 

・ 平成 28(2016)年３月に福岡県災害廃棄物処理計画を策定。これに基づく、災害

廃棄物の処理に関する体制整備が必要。 

 

◆施策の方向 

【資源の消費抑制、資源循環利用の推進】 

○ 食品ロスを削減するため、県民の意識啓発やフードチェーン全体での食品ロス

削減を推進。 

○ 建設資材を対象とした福岡県リサイクル製品認定制度や県内で製造された生

活関連用品を対象とした福岡県県産リサイクル製品認定制度の運用によりリサ

イクル製品の利用促進を図る。 

〇 木質バイオマスのエネルギーとしての活用や下水汚泥の固形燃料化など各種

バイオマスの利用促進。 

 

【資源循環利用に関する産業の育成】 

○ 福岡県リサイクル総合研究事業化センターにおいて、廃棄物の特性に応じて、

リサイクル技術や分別回収等の社会システムの研究開発を推進。 

 

【廃棄物の適正処理による環境負荷の低減】 

〇 市町村への指導や排出事業者及び産業廃棄物処理業者への働きかけの強化な

どによる一般廃棄物及び産業廃棄物の適正処理の推進。 

○ ＰＣＢ廃棄物・使用製品については、事業者への働きかけ等により、法律で定

められた期限までの処理に取り組む。  

〇 休日・夜間パトロールの実施や、「福岡県不法投棄マッピングシステム」を活

用し、廃棄物の不適正処理の防止に取り組む。 

〇 災害廃棄物の迅速かつ適切な広域処理を確保するため、福岡県災害廃棄物処理

計画に基づき、関係者間の連携の強化や人材育成に努める。 
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《重点プロジェクト》 

 食品ロスを減らして笑顔を増やそう！ 

  食べられるのに捨てられる食べ物である食品ロス削減について、県や市 

町村の取組みを紹介。 

 ゴミの不法投棄の根絶を目指して 

  不法投棄情報を電子地図上にマッピングし、関係機関で共有することに 

より、不法投棄の早期対応や不法投棄事案の未然防止を図る取組みを紹 

介。 
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（３） 自然共生社会の推進 
 

◆目指す姿 

○ 県民一人ひとりが生物多様性の重要性を認識し、生物多様性に配慮した行動をと

ることにより、生物多様性の保全が常に意識されている社会 

○ 自然とのバランスを考慮した社会経済活動が行われ、また、人と自然が調和・

共存してきた地域が保全されるなど、生態系サービスが持続的に利用できる社会 

 

◆現状・課題  

・ 生物多様性は、暮らしに不可欠な水や食料をはじめ、様々な恵みをもたらすと

ともに、生態系を活用した防災・減災の機能や森林の CO2 吸収源としての機能等

も有しており、自然環境や生物多様性を保全することは、持続可能な社会を実現

する上で極めて重要。 

・ 野生鳥獣は、生物多様性を維持していく中で重要な役割を果たしている一方で、

農林水産物や生態系へ深刻な被害を及ぼしており、総合的な鳥獣の保護及び管理

を図る必要がある。 

・ 外来種による被害は生物多様性に対してだけでなく、人の生命・身体や農林水

産業に係る被害も懸念されている。  

 

◆施策の方向 

【生物多様性の保全と自然再生の推進】 

〇 絶滅危惧種の生息・生育地等重要地域における自然環境及び生物多様性の保全

に関する取組みを推進。 

〇 希少野生生物の保護や外来種対策の推進。 

○ 鳥獣の適切な保護制度の運用、啓発の推進と野生鳥獣による被害防止策の実

施。 

〇 「福岡県公共工事生物多様性配慮指針」に基づき、生物多様性に配慮した公共

工事を推進。 

   

【生物多様性の持続可能な利用】 

〇 農林業における農薬や肥料の適切な使用やバイオマスの活用等は、生物多様性

保全への効果も期待されており、今後もこれらの技術の開発・普及に努める。 

 ○ 農山漁村地域は、日々の食料が生産される場であるだけなく、美しい景観や豊

かな生態系の保全、郷土料理に代表される文化の伝承など様々な役割を果たし

ているため、農林漁業体験、まち（都市部）とむら（農山漁村）の交流を促進。 

○ 将来にわたり、里地里山里海の自然資本から得られる生態系サービスを享受す

るため、適切な利用及び管理を推進。 
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《重点プロジェクト》 

 英彦山及び犬ヶ岳における生態系の回復と絶滅危惧植物の保護 

  増加したシカの食害により、絶滅危惧植物が絶滅の危機に瀕しているた

め、シカの捕獲や防護柵の設置、絶滅危惧植物の種子の冷凍保存などに

より絶滅危惧植物を保護する取組みを紹介。 

 野生鳥獣の保護と管理の推進 

  狩猟の禁止や開発行為の規制による鳥獣の保護や、野生鳥獣による被害 

防止対策など野生鳥獣の適切な保護と管理について紹介。 

 森林の有する公益的機能の持続的な発揮を目指して 

  水源かん養や土砂災害の防止など、県民に多くの恵みを与えてくれる森 

林を守り育てる機運の向上に向けた取組みを紹介。 
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（４） 健康で快適に暮らせる生活環境の形成 

◆目指す姿 

○ きれいな空気・水・安全な土壌・静かな環境などが守られた、県民が健康で心

地よく暮らせる社会 

○ 個性豊かで誇りを持って次の世代に継承することができる美しいまち並みと景

観の保全が進んだ社会 

 

◆現状・課題 

・ 平成 28（2016）年度の大気環境の測定結果は、二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸

化炭素、浮遊粒子状物質については、全測定局で環境基準を達成。 

・ 光化学オキシダントと微小粒子状物質（PM2.5）は全国的に環境基準達成率が

非常に低く、本県においてもこれまで全測定局で環境基準を達成できていなかっ

たが、PM2.5 については、平成 28（2016）年度は県内 9 市町 14 測定局で環境基準

を達成。 

・ 福岡県内の公共用水域全体でみると、水質は徐々に改善してきているものの、

一部の水域では環境基準を未達成。 

 

◆施策の方向  

【統合的な対策】 

○ 統合的な環境保全・公害防止対策を講じる。 

〇 環境と調和しながら、活力のある社会経済活動の場として機能し、県民が快適

で幸せを感じながら、安心して暮らしていくことができる都市計画を進める。 

 

【大気環境の保全】 

〇 大気環境の常時監視体制を整備。 

○ 光化学オキシダント及び PM2.5 については、国と連携して発生メカニズムの解

明等に取り組み、最新の知見に基づく正確な情報の普及を推進。 

○ 大気汚染防止法に基づく解体現場への立入検査等により、石綿の飛散防止に取

り組む。 

 

【水環境の保全】 

〇 水環境の監視体制の整備。 

○ 地域の特性に応じた下水道や浄化槽など汚水処理施設の整備を促進するなど、

水質保全対策に取り組む。 

 

【土壌環境の保全】 

○ 土壌汚染対策法などの制度に基づき、土壌汚染の状況を的確に把握するととも

に、人の健康被害の防止を目指し、土壌汚染による環境リスクを適切に管理。 

 

【化学物質等による環境・健康影響対策】 

○ PRTR 法を適切に運用し、化学物質に関する情報の提供、排出量等の把握、公

表を行う。 

 

【その他の生活環境の保全】 

○ 放射線については、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の規定により、国によ
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るモニタリングが実施されている。また、県では、原子力規制委員会原子力規制

庁の委託事業や交付金事業により、県内 9 か所で放射線モニタリングを実施して

いる。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《重点プロジェクト》 

  安全で快適な生活環境を目指して 

    大気や水環境の保全に対する取組みを紹介。 

  快適な生活環境の実現！きれいな水環境の保全！ 

   福岡県汚水処理施設を効率的で適正に整備するための汚水処理構想を紹

介。 
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(５）国際環境協力の推進 

 

◆目指す姿 

○ アジア諸地域との人的ネットワークや、県内に蓄積された環境技術・ノウハウ

等を活用し、アジアの環境問題の改善、持続可能な社会の構築を促進する社会 

○ NPO や事業者等の民間における国際環境協力が活性化している社会 

 

◆現状・課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
・ アジアの諸地域からは、これまでの本県の環境協力の実績を評価した上で、新

たな課題を解決するためのより高度な環境改善技術、地域住民の意識啓発に関す

る支援が求められている。 

 

◆施策の方向 

○ 本県と環境協力協定を締結した地域などの中核行政官を対象に、ニーズに応じた

研修を本県で実施することにより、人的ネットワークを充実強化する。この人的ネ

ットワークや環境協力事業を通じて蓄積した知見を活用し、人材育成、環境技術の

交流、環境教育の普及支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

国際環境協力事業の相手先とその状況 

《重点プロジェクト》 

 アジア諸地域との国際環境協力  

アジア諸地域の環境問題解決に貢献するための県や市町村、民間団体の取組み 

を紹介。 

  

 

GgGV GX GnG‰ G]G\G G‰ �¹�B20 �º2

�vF¸�m�ò� ��)~)�
 G‰ �¹�B22 �º10 �vF¸#”�C� �Š� ��  )~)� G‰ �¹�B25 �º8�vF¸&Ÿ�¸�‰�'�ë� "@  ���(���Z�Fû �€G� 0l�i)~)� G‰ �¹�B27 �º6

�vF¸GG G/G• GKG• ���(�� 
 'y�d �p�\G‰ �ä.=%, G‰ �¹�B4�º11 �vF¸�m�ò� ��)~)� G‰ �¹�B23 �º3�vF¸#”�C� �Š� ��  )~)� G‰ �¹�B26 �º�Ø HZF¸�±�¼#”�C�5�•  Fû�¥FáFï� �Š G2G• GWG‰ GUGxGŠ =� ̂G‰ �¹�B19 �º3�vF¸�m�ò� ��G" )~)� GMG2G‰ G^G• GA G=4” G‰ �¹�B18 �º2�vF¸�m�ò� ��)~)� G‰ �¹�B24 �º2�vF¸#”�C� �Š� ��  )~)� G‰ �¹�B25 �º�Ø HZF¸#”�C�M*ñFû 6õFéG�� �Š GMG2G‰ �p�¸�;�Ó H� �³!›2( ;#”�C%,¶���P'Ç �•H� G‰ �¹�B24 �º�Ø HZF¸&Ÿ�¸�‰�'�ë� "@  ���(���Z�Fû �€G� �-�| G‰ �¹�B27 �º9�vF¸GE GŠG;G4�w���(�� 'y�d G‰ �¹�B28 �º8�vF¸#”�C� �Š� ��)~)� 
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（６） 経済・社会のグリーン化とグリーンイノベーションの推進   

 

◆目指す姿 

○ 事業者が、環境㌂ꂺ⦡ױƽࠀ
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《重点プロジェクト》 

 環境配慮型製品の開発・生産拠点の構築を目指して 

環境を軸とした産業の集積・拠点化を目指す「グリーンアジア国際戦略総合

特区」の取組みを紹介。 

 水素エネルギー社会の実現に向けた福岡県の取組み 

燃料電池自動車（FCV）の普及や人材育成など福岡県の取組みを紹介。 

 リサイクルシステムの普及を目指して 

福岡県リサイクル総合研究事業化センターの取組みを紹介。 
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（７） 持続可能な社会を実現するための地域づくり・人づくり 

 

◆目指す姿 

○ 県民誰もが環境負荷の少ない行動を実践することで、持続可能な社会を実現して

いる暮らしやすい地域 

○ 個々に行われていた環境教育、環境学習等が広がり、地域に根差した環境保全の

取組みのネットワークが拡大した社会     

 

◆現状・課題 

・ 環境は県民共通の財産であり、地域の課題について考え、解決に向けて行動す

る力を育むような人づくりと、それらの行動を地域に根差したものにしていく地

域づくりが不可欠。 

・ 本県では、事業者、県民、NPO 等が主体的に地域の課題解決に参加する機運を

高めていくため、NPO 等の活動基盤強化、NPO 等と事業者・行政との協働の推

進に取り組んでいる。 

・ 環境問題は社会や経済と密接なつながりを持っており、持続可能な社会を構築

するためには、環境教育・環境学習や環境保全活動に社会や経済との関わりを盛

り込み、持続可能な社会づくりへの取組みに発展させていくことが重要。 

 

◆施策の方向 

【地域資源を活かした魅力ある地域づくりの推進】 

○ 県及び市町村は、地域における取組みが継続したものとなるよう、様々な地

域団体との連携に努め、新たな担い手の育成、地域の魅力向上等に向けた地域

の活力の強化を図る。 

 

【環境を考えて行動する人づくりの推進】 

〇 地域の学校や NPO 等と連携して、持続可能な未来や社会づくりのために行

動できる人づくりの推進。 

○ こどもエコクラブ事業や青少年アンビシャス運動を通じて、子どもたちが地

域の中で自主的に取り組む環境学習・保全活動や自然体験活動を広げる。 

○ ３Ｒの達人の派遣など人材派遣や「食べ残しを無くそう 30・10 運動」など

人づくりを支える人材や機会等の提供。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《重点プロジェクト》 

 農村民泊で“ほどよい田舎”体験 

朝倉における農村民泊体験による都市と農村の交流の取組みについて紹

介。 

 子どものころから体験活動を！ 

県や市町村、民間団体による取組みを紹介。 
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第４章 推進体制・進行管理 

（ １ ） 推 進 体 制  

・福岡県における総合的な計画推進 

PDCAサイクルによる継続的な改善を図るため、庁内協議機関において、全庁的な

進捗状況・問題点等の共有を行い計画の推進を図る。 

 

・県民、事業者、行政など各主体との連携による計画推進 

県民団体、事業者団体、行政が参加する福岡県環境県民会議を活用し、各主体の活

動テーマに反映させ、一体となって計画の推進を図る。 

 

・地域連携による計画推進 

各保健福祉環境事務所に設置されている地域環境協議会を活用、また、市町村等と

連携した取組み等を実施し、地域における計画の推進を図る。 

 

・広域連携による計画推進 

大気汚染物質の移流や海岸漂着物対策など、県域や国境を越えた環境問題に対処す

るため、必要に応じ、関係自治体や他国自治体との連携、国への働きかけ等を行い計

画の推進を図る。 

 

（２）進 行 管 理  

・進捗状況の点検及び公表 

指標の動向やその要因、施策の実施状況などについて点検を行い、福岡県環境対策

協議会及び福岡県環境審議会に報告するとともに、計画の進捗状況についてとりまと

めを行い、環境白書により公表。 
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環境総合ビジョン指標一覧 

 

柱 指標項目 
目標 

（平成 34 年度） 
現状 備考 

低 炭 素 社 会

の 推 進 

家庭（世帯当たり）にお

けるエネルギー消費量 

27GJ／世帯 

（34 年度） 

29GJ／世帯 

（26 年度） 

現状値の 7%減を目指

す。 

事業所（床面積当たり）

におけるエネルギー消

費量 

0.83GJ／m2 

（34 年度） 

0.88GJ／m2 

（26 年度） 
現状値の 6%減を目指

す。 

再生可能エネルギー導

入容量 

230 万 kW 

（33 年度）※ 

192 万 kW 

（28 年度） 

27 年度（173 万 kW）の

30％増を目指す。 

公共建築物等における

木材利用量 

10,000m3 

（33 年度）※ 

7,603m3 

（28 年度） 

27 年度（8,737 m3）の

約 15%増を目指す。 

循 環 型 社 会

の 推 進 

リサイクル技術の実用

化件数 

累計 41 件 

（34 年度） 

累計 29 件 

（28 年度） 
年間 2 件増を目指す。 

一般廃棄物最終処分量  191 千トン以下 

（32 年度）※ 

188 千トン 

（27 年度） 

26 年度（196 千トン）

の 2%減を目指す。 

産業廃棄物最終処分量  648 千トン以下 

（32 年度）※ 

584 千トン 

（26 年度） 

25 年度（629 千トン）

+3%以内への抑制を目

指す。 

自 然 共 生 社

会 の 推 進 

生物多様性地域戦略策

定市町村数 

6 市町村 

（34 年度） 

4 市町村 

（28 年度） 

5 年間で 2 市町村の増加

を目指す。 

希少野生生物ホームペ

ージへのアクセス件数 

132,000 件 

（34 年度） 

120,020 件 

（28 年度） 
10％増を目指す。 

農地等の保全に取り組

む面積 

40,000ha 

（33 年度）※ 

39,056ha 

（27 年度） 

国の「新たな土地改良長

期計画」における目標

（32 年度：5 割）に基づ

き、55%を目指す。 

健 康 で 快 適

に 暮 ら せ る

生 活 環 境 の

形 成 

景観計画による規制・誘

導が行われている市町

村数 

30 市町村 

（34 年度） 

23 市町村 

（28 年度） 

国が策定した「明日の日

本を支える観光ﾋﾞｼﾞｮﾝ」

における目標(H32 年度

に全国の半数の市町村

で策定)に基づき、県内

市町村の半数の策定を

目指す。 

環境基準の達成率〔大

気、水、ダイオキシン

（DXN）類、騒音〕 

環境基準の達成率向

上・維持を図る 

（34 年度） 

大気(SPM,NO2：100

％) 

水質(BOD、COD：

85.6％) 

DXN 類（大気、公共

用水域水質、公共用

水域底質、地下水、

環境基準の達成率向上

・維持を図る。 
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土壌：100％） 

 

騒音（航空機 80.0%、

新幹線 68.9%、自動

車 96.6%） 

（28 年度） 

国 際 環 境 協

力 の 推 進 

国際環境協力の案件数  累計 19 件 

（34 年度） 

累計 7 件 

（28 年度） 

年平均 2 件の増加を目

指す。 

国際環境協力に係る研

修参加者数  

累計 263 人 

（34 年度） 

累計 179 人 

（28 年度） 

年 14 人の増加を目指

す。 

経 済 社 会 の

グ リ ー ン 化

と グ リ ー ン

イ ノ ベ ー シ

ョ ン の 推 進 

特区制度を活用して設

備投資を行った企業数 

累計 200 社 

（33 年度） 

累計 105 社 

（28 年度） 

H27 実績（累計 77 社）

から年間 20 社増を目指

す。 

エコタウン（北九州市及

び大牟田市）事業に関わ

る事業数 

42 事業 

（34 年度） 

42 事業 

（28 年度） 維持を図る。 

福岡県の試験研究機関

における環境関連技術

の開発件数 

累計 97 件 

（34 年度） 

累計 54 件 

（28 年度） 年間 7 件増を目指す。  

持 続 可 能 な 

社 会 を 実 現 

す る た め の 

地 域 づ く り

・ 人 づ く り 

福岡県環境ウェブサイ

トアクセス数 

900,000 件 

（34 年度） 

816,093 件 

（28 年度） 
約 10%の増加を目指す。 

こどもエコクラブ市町

村事務局登録数 

30 市町村 

（34 年度） 

13 市 

（28 年度） 

市町村数の 50%の登録

を目指す。 

環境講座・環境イベント

等の開催数 

2,013 件以上 

（34 年度） 

2,013 件 

（28 年度） 
増加を目指す。 

※ 当該年度までに目標を見直す。 

 

上記の客観的指標に加え、環境に関する満足度等に関するアンケート調査を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

参考資料 

１ 環境総合ビジョンと福岡県総合計画、SDGsとの関連 

 

 別紙 

 

 

あらゆる場所で、

あらゆる形態の貧

困に終止符を打つ 

 

飢餓に終止符を打

ち、食料の安定確

保と栄養状態の改

善を達成するとと

もに、持続可能な

農業を推進する 

 

あらゆる年齢のす

べての人々の健康

的な生活を確保

し、福祉を推進す

る 

 

すべての人々に包

摂的かつ公平で質

の高い教育を提供

し、 生涯学習の

機会を促進する 

 

ジェンダーの平等

を達成し、すべて

の女性と女児のエ

ンパワーメントを

図る 

 

すべての人々に水

と衛生へのアクセ

スと持続可能な管

理を確保する 

 

 

すべての人々に手

ごろで信頼でき、

持続可能かつ近代

的なエネルギーへ

のアクセスを確保

する 

 

すべての人々のた

めの持続的、包摂

的かつ持続可能な

経済成長、生産的

な完全雇用および

ディーセント・ワ

ークを推進する 



 

 

レジリエントなイ

ンフラを整備し、

包摂的で持続可能

な産業化を推進す

るとともに、イノ

ベーションの拡大

を図る 

 

国内および国家間

の不平等を是正す

る 

 

都市と人間の居住

地を包摂的、安

全、レジリエント

かつ持続可能にす

る 

 

持続可能な消費と

生産のパターンを

確保する 

 

気候変動とその影

響に立ち向かうた

め、緊急対策を取

る 

 

海洋と海洋資源を

持続可能な開発に

向けて保全し、持

続可能な形で利用

する 

 

陸上生態系の保

護、回復および持

続可能な利用の推

進、森林の持続可

能な管理、砂漠化

への対処、土地劣

化の阻止および逆

転、ならびに生物

多様性損失の阻止

を図る 

 

持続可能な開発に

向けて平和で包摂

的な社会を推進

し、すべての人々

に司法へのアクセ

スを提供するとと

もに、あらゆるレ

ベルにおいて効果

的で責任ある包摂

的な制度を構築す

る 

持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・

パートナーシップを活性化する 



環境総合ビジョンと福岡県総合計画、SDGsとの関連　（※環境総合ビジョンの施策の面から、ＳＤＧｓ及び総合計画を分析）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

貧困をなく
そう

飢餓をなく
そうゼロに

すべての
人に健康
と福祉を

質の高い
教育をみ
んなへ

ジェンダー
平等を実
現しよう

安全な水
とトイレを
世界中に

エネル
ギーをみ
んなに　そ
して安全ク
リーンに

働きがいも
経済成長

も

産業と技
術革新の
基礎をつく
ろう

人や国の
不平等を
なくそう

住み続け
られるまち
づくりを

つくる責任
つかう責
任

気候変動
に具体的
な対策を

海の豊か
さを守ろう

陸の豊か
さも守ろう

平和と公
正をすべ
ての人に

パートナー
シップで目
標を達成し
よう

柱 テーマ 中項目 大項目

（１）発展力のある中小企業をつくる

（２）アジアの産業拠点をつくる

（４）足腰の強い農林水産業をつくる

（６）魅力にあふれた暮らしやすい地域をつくる

（７）アジアとともに繁栄し、九州・山口の一体的発展を支えるための社会
資本を整備する

（１）「学力、体力、豊かな心」を育成する ３　子ども・若者が夢を抱き、将来に向かってはばたけること

（３）アジアに開かれた交流拠点をつくる ８　豊かな文化・スポーツを楽しみ、幅広い分野の国際交流を実感できること

（２）犯罪や事故のない社会をつくる ９　災害や犯罪、事故がなく、安全で安心して暮らせること

（１）資源を有効利用し、環境負荷の少ない社会をつくる

（２）環境に優しく安価で安定的なエネルギー需給構造を実現する

（３）自然と共生し、快適な環境をつくる

（４）足腰の強い農林水産業をつくる

（６）魅力にあふれた暮らしやすい地域をつくる

（１）資源を有効利用し、環境負荷の少ない社会をつくる

（３）自然と共生し、快適な環境をつくる

（４）足腰の強い農林水産業をつくる １　活力にあふれ成長力に富んだ経済と魅力ある雇用の創出

（１）生涯を通して健康で過ごせる社会をつくる ６　誰もが元気で健康に暮らせること

（１）災害に強いまちをつくる ９　災害や犯罪、事故がなく、安全で安心して暮らせること

（１）資源を有効利用し、環境負荷の少ない社会をつくる

（３）自然と共生し、快適な環境をつくる

（６）魅力にあふれた暮らしやすい地域をつくる １　活力にあふれ成長力に富んだ経済と魅力ある雇用の創出

（２）きめ細かな対応が必要な子どもを支える ２　安心して子育てができること

（１）「学力、体力、豊かな心」を育成する ３　子ども・若者が夢を抱き、将来に向かってはばたけること

（３）社会的に厳しい状況にある生活困窮者等を支える ６　誰もが元気で健康に暮らせること

（１）災害に強いまちをつくる

（３）暮らしの安全・食品の安全を守る

（１）資源を有効利用し、環境負荷の少ない社会をつくる

（２）環境に優しく安価で安定的なエネルギー需給構造を実現する

（１）発展力のある中小企業をつくる

（２）アジアの産業拠点をつくる

（１）資源を有効利用し、環境負荷の少ない社会をつくる 10　環境と調和し、快適に暮らせること

（１）災害に強いまちをつくる ９　災害や犯罪、事故がなく、安全で安心して暮らせること

（１）資源を有効利用し、環境負荷の少ない社会をつくる 10　環境と調和し、快適に暮らせること

（３）国内外の観光客を呼び込む

（６）魅力にあふれた暮らしやすい地域をつくる

（７）アジアとともに繁栄し、九州・山口の一体的発展を支えるための社会
資本を整備する

（１）「学力、体力、豊かな心」を育成する ３　子ども・若者が夢を抱き、将来に向かってはばたけること

（１）県民の文化活動を盛んにする ８　豊かな文化・スポーツを楽しみ、幅広い分野の国際交流を実感できること

（１）災害に強いまちをつくる ９　災害や犯罪、事故がなく、安全で安心して暮らせること

（１）資源を有効利用し、環境負荷の少ない社会をつくる

（３）自然と共生し、快適な環境をつくる

（３）国内外の観光客を呼び込む

（４）足腰の強い農林水産業をつくる

（６）魅力にあふれた暮らしやすい地域をつくる

（３）「郷土と日本、そして世界を知る力」を育成する ３　子ども・若者が夢を抱き、将来に向かってはばたけること

（１）県民の文化活動を盛んにする ８　豊かな文化・スポーツを楽しみ、幅広い分野の国際交流を実感できること

（１）災害に強いまちをつくる

（３）暮らしの安全・食品の安全を守る

（３）自然と共生し、快適な環境をつくる 10　環境と調和し、快適に暮らせること

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）１7のゴール 環境総合ビジョン 総合計画

１　活力にあふれ成長力に富んだ経済と魅力ある雇用の創出

10　環境と調和し、快適に暮らせること

１
　
低
炭
素
社
会
の
推
進

温室効果ガスの排出削減（緩和
策）

吸収源対策（緩和策）

１　活力にあふれ成長力に富んだ経済と魅力ある雇用の創出

10　環境と調和し、快適に暮らせること

気候変動の影響への適応（適応
策）

10　環境と調和し、快適に暮らせること

９　災害や犯罪、事故がなく、安全で安心して暮らせること

10　環境と調和し、快適に暮らせること

１　活力にあふれ成長力に富んだ経済と魅力ある雇用の創出資源循環利用に関する産業の育
成

２
　
循
環
型
社
会
の
推
進

資源消費抑制、資源循環利用の
推進

廃棄物の適正処理による環境負
荷の低減

１　活力にあふれ成長力に富んだ経済と魅力ある雇用の創出

10　環境と調和し、快適に暮らせること

３
　
自
然
共
生
社
会
の
推
進

生物多様性の保全と再生の推進

生態系サービスの持続可能な利
用

１　活力にあふれ成長力に富んだ経済と魅力ある雇用の創出

９　災害や犯罪、事故がなく、安全で安心して暮らせること

1
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貧困をなく
そう

飢餓をなく
そうゼロに

すべての
人に健康
と福祉を

質の高い
教育をみ
んなへ

ジェンダー
平等を実
現しよう

安全な水
とトイレを
世界中に

エネル
ギーをみ
んなに　そ
して安全ク
リーンに

働きがいも
経済成長

も

産業と技
術革新の
基礎をつく
ろう

人や国の
不平等を
なくそう

住み続け
られるまち
づくりを

つくる責任
つかう責
任

気候変動
に具体的
な対策を

海の豊か
さを守ろう

陸の豊か
さも守ろう

平和と公
正をすべ
ての人に

パートナー
シップで目
標を達成し
よう

柱 テーマ 中項目 大項目

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）１7のゴール 環境総合ビジョン 総合計画

（１）発展力のある中小企業をつくる

（３）国内外の観光客を呼び込む

（１）生涯健康社会づくり ６　誰もが元気で健康に暮らせること

（３）自然と共生し、快適な環境をつくる 10　環境と調和し、快適に暮らせること

（３）国内外の観光客を呼び込む

（６）魅力にあふれた暮らしやすい地域をつくる

（７）アジアとともに繁栄し、九州・山口の一体的発展を支えるための社会
資本を整備する

（１）生涯健康社会づくり ６　誰もが元気で健康に暮らせること

（３）アジアに開かれた交流拠点をつくる ８　豊かな文化・スポーツを楽しみ、幅広い分野の国際交流を実感できること

（２）犯罪や事故のない社会をつくる ９　災害や犯罪、事故がなく、安全で安心して暮らせること

（３）自然と共生し、快適な環境をつくる 10　環境と調和し、快適に暮らせること

（３）国内外の観光客を呼び込む

（４）足腰の強い農林水産業をつくる

（６）魅力にあふれた暮らしやすい地域をつくる

（１）生涯を通して健康で過ごせる社会をつくる ６　誰もが元気で健康に暮らせること

（１）災害に強いまちをつくる ９　災害や犯罪、事故がなく、安全で安心して暮らせること

（３）自然と共生し、快適な環境をつくる 10　環境と調和し、快適に暮らせること

（３）国内外の観光客を呼び込む

（４）足腰の強い農林水産業をつくる

（１）生涯を通して健康で過ごせる社会をつくる ６　誰もが元気で健康に暮らせること

（３）自然と共生し、快適な環境をつくる 10　環境と調和し、快適に暮らせること

（３）国内外の観光客を呼び込む

（４）足腰の強い農林水産業をつくる

（１）生涯を通して健康で過ごせる社会をつくる ６　誰もが元気で健康に暮らせること

（３）暮らしの安全・食品の安全を守る ９　災害や犯罪、事故がなく、安全で安心して暮らせること

（１）資源を有効利用し、環境負荷の少ない社会をつくる

（３）自然と共生し、快適な環境をつくる

（３）国内外の観光客を呼び込む

（６）魅力にあふれた暮らしやすい地域をつくる

（１）生涯を通して健康で過ごせる社会をつくる ６　誰もが元気で健康に暮らせること

（１）災害に強いまちをつくる ９　災害や犯罪、事故がなく、安全で安心して暮らせること

（３）自然と共生し、快適な環境をつくる 10　環境と調和し、快適に暮らせること

環境技術・ノウハウを活用した国
際協力の推進

（３）アジアに開かれた交流拠点をつくる ８　豊かな文化・スポーツを楽しみ、幅広い分野の国際交流を実感できること

（１）発展力のある中小企業をつくる

（２）アジアの産業拠点をつくる

（３）アジアに開かれた交流拠点をつくる ８　豊かな文化・スポーツを楽しみ、幅広い分野の国際交流を実感できること

（３）国内外の観光客を呼び込む

（６）魅力にあふれた暮らしやすい地域をつくる

（１）「学力、体力、豊かな心」を育成する ３　子ども・若者が夢を抱き、将来に向かってはばたけること

（１）女性が活躍する社会をつくる ４　女性がいきいきと働き活躍できること

（１）高齢者が元気で活躍する社会をつくる ５　高齢者や障がいのある人が安心してはつらつと生活できること

（１）ＮＰＯ・ボランティアの活躍や地域コミュニティの活性化を通じて、とも
に支え合う社会をつくる

（３）生涯学習社会をつくる

（１）資源有効利用・環境負荷低減社会づくり

（３）自然と共生し、快適な環境をつくる

（４）足腰の強い農林水産業をつくる

（６）魅力にあふれた暮らしやすい地域をつくる

（１）「学力、体力、豊かな心」を育成する

（２）「社会にはばたく力」を育成する

（３）「郷土と日本、そして世界を知る力」を育成する

（１）高齢者が元気で活躍する社会をつくる ５　高齢者や障がいのある人が安心してはつらつと生活できること

（１）ＮＰＯ・ボランティアの活躍や地域コミュニティの活性化を通じて、とも
に支え合う社会をつくる

（３）生涯学習社会をつくる

（３）自然と共生し、快適な環境をつくる 10　環境と調和し、快適に暮らせること

（１）発展力のある中小企業をつくる

（２）アジアの産業拠点をつくる

（４）足腰の強い農林水産業をつくる

（３）アジアに開かれた交流拠点をつくる ８　豊かな文化・スポーツを楽しみ、幅広い分野の国際交流を実感できること

（３）暮らしの安全・食品の安全を守る ９　災害や犯罪、事故がなく、安全で安心して暮らせること

（１）資源を有効利用し、環境負荷の少ない社会をつくる

（２）環境に優しく安価で安定的なエネルギー需給構造を実現する

（３）自然と共生し、快適な環境をつくる

（１）発展力のある中小企業をつくる

（２）アジアの産業拠点をつくる

（４）足腰の強い農林水産業をつくる

（１）資源を有効利用し、環境負荷の少ない社会をつくる

（３）自然と共生し、快適な環境をつくる

４
　
健
康
で
快
適
に
暮
ら
せ
る
生
活
環
境
の
形
成

総合的な対策

１　活力にあふれ成長力に富んだ経済と魅力ある雇用の創出

１　活力にあふれ成長力に富んだ経済と魅力ある雇用の創出

１　活力にあふれ成長力に富んだ経済と魅力ある雇用の創出

１　活力にあふれ成長力に富んだ経済と魅力ある雇用の創出

１　活力にあふれ成長力に富んだ経済と魅力ある雇用の創出

大気環境の保全

土壌環境の保全

10　環境と調和し、快適に暮らせること

化学物質等による環境・健康影響
対策

水環境の保全

その他の生活環境の保全

１　活力にあふれ成長力に富んだ経済と魅力ある雇用の創出

５
　
国
際
環
境
協

力
の
推
進 民間国際環境協力の促進

１　活力にあふれ成長力に富んだ経済と魅力ある雇用の創出

１　活力にあふれ成長力に富んだ経済と魅力ある雇用の創出

７　心のぬくもりと絆を実感できる社会であること

10　環境と調和し、快適に暮らせること

１　活力にあふれ成長力に富んだ経済と魅力ある雇用の創出

３　子ども・若者が夢を抱き、将来に向かってはばたけること

６
　
持
続
可
能
な
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
地
域
づ
く
り
・
人
づ
く

り

地域資源を活かした魅力ある地
域づくりの推進

７　心のぬくもりと絆を実感できる社会であること

環境を考えて行動する人づくりの
推進

経済・社会のグリーン化の推進

１　活力にあふれ成長力に富んだ経済と魅力ある雇用の創出

10　環境と調和し、快適に暮らせること

１　活力にあふれ成長力に富んだ経済と魅力ある雇用の創出

10　環境と調和し、快適に暮らせること

グリーンイノベーションの推進

７
　
経
済
社
会
の
グ
リ
ー

ン
化
・
グ
リ
ー

ン

イ
ノ
ベ
ー

シ

ョ
ン
の
推
進
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第１章 計画の基本的事項 

１ 計画策定の趣旨等（策定の趣旨・位置づけ・役割） 

 ２ 計画の期間 

 ３ 計画の構成 

第２章 福岡県の環境の将来像 

第３章 施策の展開方向 

（１）低炭素社会の推進 

◆目指す姿 

◆現状・課題 

◆施策の方向 

   ◆重点的に推進するプロジェクト 

（２）循環型社会の推進 

◆目指す姿 

◆現状・課題 

◆施策の方向 

   ◆重点的に推進するプロジェクト 

（３）自然共生社会の推進 

◆目指す姿 

◆現状・課題 

◆施策の方向 

   ◆重点的に推進するプロジェクト 

（４）健康で快適に暮らせる生活環境の形成 

◆目指す姿 

◆現状・課題 

◆施策の方向 

   ◆重点的に推進するプロジェクト 

（５）国際環境協力の推進 

◆目指す姿 

◆現状・課題 

◆施策の方向 

   ◆重点的に推進するプロジェクト 

（６）経済・社会のグリーン化とグリーンイノベーションの推進 

◆目指す姿 

◆現状・課題 

◆施策の方向 

   ◆重点的に推進するプロジェクト 

（７）持続可能な社会を実現するための地域づくり・人づくり 

◆目指す姿 

◆現状・課題 

◆施策の方向 

   ◆重点的に推進するプロジェクト 

 

第４章 推進体制・進行管理 



 

参考資料 

 １ 環境総合ビジョンと福岡県総合計画、SDGsとの関連 

 ２ 計画の策定経過 

 ３ 福岡県環境審議会委員等名簿 

 ４ 福岡県環境総合基本計画（第三次）の総括 
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第１章 計画の基本的事項 
 

１ 計画策定等 

  

《策定の趣旨》 

本県では、『豊かな環境が支える県民幸福度日本一の福岡県』を目指す「福

岡県環境総合ビジョン（第三次福岡県環境総合基本計画）」を平成 24（2012）

年度に策定（計画期間：平成 25（2013）年度～平成 29（2917）年度）し、

これまで各種施策を推進してきました。 

その結果、平成 28 年度末時点で、当該計画で設定した 18 の指標は、約 7

割で目標を達成し、その余も改善しつつあり、総体として概ね良好な成果が得

られています（詳細は「福岡県環境総合基本計画（第三次）の総括」（91 頁）

参照）。 

一方で、国内外では、下記のような様々な状況の変化が生じていることから、

これまでの成果を踏まえつつ、このような状況の変化に的確に対応するため、

新たな福岡県環境総合ビジョン（第四次福岡県環境総合基本計画）を策定する

ものです。 

 

〇持続可能な社会への国際的な取組み 

  平成 27（2015）年 9 月に開催された国連サミットにおいて、SDGs（Sustainable 

Development Goals：持続可能な開発目標）が採択されました。 

SDGs は先進国を含む国際社会全体の開発目標として、「誰一人取り残さない」

社会の実現を目指し、経済・社会・環境をめぐる広範な課題について、「気候変動

への具体的な対策」など 17 のゴールと 169 のターゲットが示されています。 

   

 

 

 

 

 

 

   

〇地球温暖化対策の進展 

  平成 27（2015）年 11 月からフランスのパリで「気候変動枠組条約第 21 回締約

国会議（COP21）」が開催され、2020 年以降の国際的な枠組みとして、平均気温

上昇を産業革命以前に比べ 2℃未満に抑え、1.5℃以下に抑える努力をすることを世

界共通の長期目標としたパリ協定が採択されました（翌年 11 月発効）。 

  また、同協定では、適応能力を拡充し、強靭性を強化し、脆弱性を低減させる世

界全体の目標が設定されています。 

我が国では、平成 27（2015）年 11 月に「気候変動の影響への適応計画」を、ま

た、平成 28 年（2016）年 5 月に「地球温暖化対策計画」を策定しました。さらに、

平成 29（2017）年 3 月に、中央環境審議会によって、「長期低炭素ビジョン」が取

りまとめられ、気候変動問題は累積の二酸化炭素排出量によって決定づけられると

 本計画では、環境総合ビジョンに盛り込まれた施策と SDGs との関連を整理し

た一覧表（参考資料１ 環境総合ビジョンと福岡県総合計画、SDGs との関連（○

頁））を作成するとともに、各柱で紹介している「重点的に推進するプロジェク

ト」には SDGs との関連図を記載しています。 

 この関連図は個々の「重点的に推進するプロジェクト」がひとつの事業目的で

はなく、複数の社会的課題と関連することを示しています。 
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いうカーボンバジェット※の考え方や、2050 年に温室効果ガス排出量 80％削減を

実現する社会の絵姿などが示されています。 

  本県においても、平成 29（2017）年 3 月に、地球温暖化対策をさらに推進し、

県民・事業者・行政の各主体が積極的な取組みを行うための指針となる「福岡県地

球温暖化対策実行計画」を策定しました。 

 

 ※カーボンバジェット（炭素予算） 

 IPCC（気候変動に関する政府間パネル）第 5 次評価報告書において、二酸化炭素の累積総

排出量と世界平均気温の変化量は、ほぼ比例関係にあることが明らかになっていることを踏ま

え、平均気温上昇を抑えるためには、世界全体での累積排出量を一定量以下に抑える必要があ

るという考え方。 

 

〇循環型社会への国際的な取組みの進展 

  平成 28（2016）年 5 月に富山で開催された G7 環境大臣会合において、「富山物

質循環フレームワーク」が合意されました。国際的に協調して資源効率性や 3R に

取り組み、廃棄物や資源の問題を解決するだけではなく、雇用を産み、競争力を高

め、グリーン成長を実現し得る、自然と調和した持続的な低炭素社会を目指すとい

うビジョンが示されました。 

 

〇各分野における生物多様性主流化への取組み 

  平成 22（2010）年に名古屋市で開催された「第 10 回生物多様性条約締約国会議

（COP10）」では、「人々が生物多様性の価値と行動を認識する」という生物多様性

の主流化※を含む生態系保全に関する 20 の個別目標（愛知目標）が設定されまし

た。平成 28（2016）年にメキシコのカンクンで行われた「第 13 回生物多様性条約

締約国会議（COP13）」においても、引き続き愛知目標達成に向けた努力が締約国

に求められています。 

 

  ※生物多様性の主流化 

   生物多様性の保全と持続可能な利用を、地球規模から身近な市民レベルまで様々な社会経

済活動の中に組み込むこと。 

 

〇大規模災害の発生と支援 

  本県や近隣県では、平成 24(2012)年 7 月及び平成 29(2017)年 7 月の二度にわた

り九州北部において豪雨災害が、また、平成 28(2016)年 4 月には、熊本地震が発

生しています。このような災害の発生に伴い、大きな課題となるのは一度に大量に

発生する災害廃棄物の処理です。 

  被災地の速やかな復旧・復興を図るため、災害廃棄物の迅速かつ適切な処理が求

められています。このため、本県では、福岡県災害廃棄物処理計画を策定し、体制

整備を進めています。 

   

〇福岡県総合計画の策定 

平成 29(2017)年３月、県が目指すべき姿を示すとともに、県政の各分野における施

策の方向を示す、県の行政運営の指針として策定しました。（計画期間：平成 29(2017)

年度～平成 33(2021)年度） 
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総合計画では、県民一人ひとりが幸福を実感できる福岡県、「県民幸福度日本一」

の福岡県を目指しています。 

 

 

２ 計画の位置付け 

福岡県総合計画を踏まえるとともに、先行して策定されている福岡県生物多

様性戦略や福岡県廃棄物処理計画、福岡県地球温暖化対策実行計画とも整合さ

せて福岡県の環境の将来像を具体化するもの  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の役割 

○ 県における環境に関する施策の基本的な方向性を示し、環境の面から総合的・

計画的に県行政を推進するための施策大綱 

○ 県民・事業者・行政など、すべての主体が環境について考え行動する際の指針 

 

４ 計画期間 

平成 30（2018）年度～平成 34（2022）年度の 5 年間 

・昨今の環境行政へのニーズや課題の変化を速やかに反映させて実効性を確保する 

ため 5 年間の計画とする。 

・ただし、環境の状況変化、国内外の環境政策の動向及び次期総合計画策定の議論

などを踏まえ、必要に応じて計画期間中であっても見直しを行う。 

 

５  計画の構成 

「県民幸福度日本一」の福岡県を目指す福岡県総合計画を踏まえて、環境の

視点から、７つの柱を設定し、柱ごとに目指す姿と、現状と課題、施策の方向、目

標・指標を示します。 
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《７つの柱》 

（１）低炭素社会の推進 

 ①温室効果ガスの排出削減と吸収源対策（緩和策） 

②気候変動の影響への適応（適応策） 

 

（２）循環型社会の推進 

①資源の消費抑制、資源循環利用の推進 

②資源循環利用に関する産業の育成 

③廃棄物の適正処理による環境負荷の低減 

 

（３）自然共生社会の推進 

①生物多様性保全と自然再生の推進 

②生態系サービスの持続可能な利用 

 

（４）健康で快適に暮らせる生活環境の形成 

①統合的な対策 

②大気環境の保全 

③水環境の保全 

④土壌環境の保全 

⑤化学物質等による環境・健康影響対策 

⑥その他の生活環境の保全 

 

（５）国際環境協力の推進 

①環境技術・ノウハウを活用した国際協力の推進 

  ②民間国際環境協力の促進 

 

（６）経済・社会のグリーン化とグリーンイノベーション 

  ①経済・社会のグリーン化の推進 

②グリーンイノベーションの推進 

 

（７）持続可能な社会を実現するための地域づくり・人づくり 

  ①地域資源を活かした魅力ある地域づくりの推進 

②環境を考えて行動する人づくりの推進 
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第２章 福岡県の環境の将来像 

  

『豊かな環境が支える県民幸福度日本一の福岡県』 

～経済成長と環境保全が両立した持続可能な社会へ～ 

 

経済、社会、環境の３つの側面を調和させつつ、世界を持続的な発展に導くための

開発目標である SDGs の考えを活用し、分野横断的に課題に取り組むことにより、

経済成長と環境保全が両立した持続可能な社会の構築を目指します。 

 

 このような社会を実現し、県民一人ひとりが物質的にも精神的にも幸福を実感でき

る福岡県を次世代に引き継いでいくことを目指して、環境の視点から、７つの柱を設

定し、柱ごとに目指す姿を示します。 

なお、７つの柱は相互に関連しており、全体として持続可能な社会を目指すもので

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《７つの柱の目指す姿》 

（１） 低炭素社会の推進 

① 省エネルギー型のライフスタイル・ビジネススタイルの浸透、地域の特性を

活かした太陽光、太陽熱や風力などの再生可能エネルギーの活用、森林の適正

管理など、着実に温室効果ガスの排出削減と吸収源に関する対策（緩和策）が

進んだ社会。  

・・・横断的施策 ・・・分野ごとの施策 

７つの柱のイメージ（案）

国
際
環
境
協
力
の
推
進

低
炭
素
社
会
の
推
進

循
環
型
社
会
の
推
進

自
然
共
生
社
会
の
推
進

健
康
で
快
適
に
暮
ら
せ

る
生
活
環
境
の
形
成

経済・社会のグリーン化と
グリーンイノベーションの推進

持続可能な社会を実現する
ための地域づくり・人づくり

(1) (2) (3) (4) (5)

(6)

(7)



6 

 

② 集中豪雨などの自然災害に備えたインフラ整備や、高温に強い農作物の品種

開発・普及などの対策（適応策）が進み、気候変動の影響による被害を最小化

あるいは回避し、迅速に回復できる社会。 

 

（２） 循環型社会の推進 

①   県民、事業者等の活動において、製品のライフサイクル全体を通した適正

な管理により、資源の消費が抑制され、資源の性質に応じた循環利用が確保さ

れている社会。 

②   廃棄物の不法投棄がなく、適正に処理され、県民が快適に暮らせる社会。 

 

（３） 自然共生社会の推進 

①  県民一人ひとりが生物多様性の重要性を認識し、日常生活や事業活動におい

て生物多様性に配慮した行動をとることにより、生物多様性の保全が常に意識

されている社会。  

② 自然とのバランスを考慮した社会経済活動が行われ、里地里山や里海などの

人と自然が調和・共存してきた地域が保全されるなど、生態系サービスが持続

的に利用できる社会。 

   

（４） 健康で快適に暮らせる生活環境の形成 

① きれいな空気・清らかな水・安全な土壌・静かな居住環境などが守られた、

県民が健康で心地よく暮らせる社会。 

② 個性豊かで、誇りを持って次の世代に継承することができる美しいまち並み 

と景観の保全が進んだ社会。 

 

（５） 国際環境協力の推進 

① アジア諸地域との人的ネットワークや、県内に蓄積された環境技術・ノウハ 

ウ等を活用し、アジアの環境問題の改善、持続可能な社会の構築を促進する社 

会。 

  ② NPO や事業者等の民間における国際環境協力が活性化している社会。 

 

（６） 経済・社会のグリーン化・グリーンイノベーションの推進 

  ① 事業者が環境配慮型商品・サービスの開発・普及に努め、県民一人ひとりが、

環境に配慮した商品を日常的に使用している経済・社会のグリーン化が進ん

だ社会。 

②   環境負荷の低減に寄与する産業が発展し、新たな価値の創出や社会システ

ムの変革などグリーンイノベーションが進んだ社会。 

 

（７） 持続可能な社会を実現するための地域づくり・人づくり  

  ① 県民誰もが環境負荷の少ない行動を実践することで、持続可能な社会を実現 

   している暮らしやすい地域。  

  ② 個々に行われていた環境教育、環境学習等が広がり、地域に根差した環境保 

   全の取組みのネットワークが拡大した社会。 
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第３章 施策の展開方向 

（１） 低炭素社会の推進 

 

◆目指す姿  

〇 省エネルギー型のライフスタイル・ビジネススタイルが浸透し、地域の

特性を活かした太陽光、太陽熱や風力などの再生可能エネルギーの活用、

森林の適正管理が進むなど、温室効果ガスの排出削減と吸収源に関する対

策（緩和策）が進んだ社会。 

〇 集中豪雨などの自然災害に備えたインフラ整備や、高温に強い農作物の品

種開発・普及などの対策（適応策）が進み、気候変動の影響による被害を最

小化あるいは回避し、迅速に回復できる社会。 

 

◆現状・課題  

・ 私たち人間の活動によって排出される温室効果ガスの増加により、地球温

暖化が引き起こされ、世界の平均地上気温は 1880～2012 年の間に 0.85℃

上昇しています。 

・ IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の第 5 次評価報告書では、今後、

21 世紀末までに地上気温は 2.6～4.8℃上昇し、現在よりも厳しい地球温暖

化対策がなされた場合でも 0.3～1.7℃の上昇は避けられないとされていま

す。  

・ 地球温暖化による気候変動は、真夏日・熱帯夜の増加、集中豪雨・ゲリラ

豪雨の多発、農作物の不作や感染症の増加など、私たちの社会・経済活動に

大きな影響を与えます。 

・ 平成 27（2015）年にパリで開催された「第 21 回気候変動枠組条約締約国

会議（COP21）」において、2020 年以降の新たな国際的な枠組みであるパリ

協定が採択され（翌年 11 月発効）、平均気温上昇を産業革命以前に比べ、

２℃未満に抑え、1.5℃以下に抑える努力をする世界共通の長期目標が設定

されました。 

・ 我が国は、平成 27（2015）年 7 月に COP21 へ向けた約束草案において、

平成 42（2030）年度に温室効果ガスを 26％削減（平成 25（2013）年度比）

することを定めました。 

・ さらに、平成 27（2015）年 11 月には、すでに現れている気候変動の影響

や中長期的に避けられない影響に対して適応を進めるため、「気候変動の影

響への適応計画」が策定され、平成 28（2016）年 5 月には、我が国の地球
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温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、「地球温暖化対策計画」が

策定されました。 

・ このような動きを受け、県では、平成 29(2017)年 3 月に、県民・事業者・

行政の各主体が積極的に地球温暖化対策に取り組むための指針となる「福岡

県地球温暖化対策実行計画」を新たに策定しました。本計画では、「平成

42(2030)年度における福岡県の温室効果ガス排出量を平成 25(2013)年度比

26％削減する」という削減目標を設定するとともに、家庭、事業者の削減努

力を正しく把握するための指標として、平成 42（2030）年度のエネルギー

消費量を、家庭にあっては世帯当たり 20％、事業所にあっては床面積当た

り 22％削減（いずれも平成 25（2013）年度比）という目安を示しています。

また、目標の達成に向けて、温室効果ガスの排出削減と吸収源に関する対策

（緩和策）として、家庭や事業所における省エネ対策、再生可能エネルギー

など多様なエネルギーの確保、森林の適正管理などを推進するとともに、気

候変動による被害を最小化あるいは回避するための適応策に取り組むこと

としています。 

・ 本県の平成 26（2014）年度の CO２排出量は、平成 2（1990）年度と比べ

1.8％増加しています。特に、家庭部門、業務部門は、世帯数の増加や空調・

照明設備の増加等に加え、平成 23（2011）年に発生した東日本大震災に伴

う原子力発電所の稼働停止による火力発電所の発電量増加の影響により、そ

れぞれ 57.2％、47.3％と大幅に増加しています。 

・ 平成 26（2014）年度における温室効果ガス排出量は、6,251 万トンにな

っています。京都議定書の基準年である平成 2（1990）年度（ただし、HFCs・

PFCs・SF6 については平成 5（1995）年度）からは 2.1％増加していますが、

前年度（平成 25（2013）年度）からは 2.2％減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

基
準

19
90

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

（万トン-CO2）

NF3

SF6

PFC

HFC

N2O

CH4

CO2

福岡県の温室効果ガス排出量の推移 



9 

 

 ・ 県内の温室効果ガス排出量の 96％を占める二酸化炭素の排出量は、大企

業を中心に産業部門、工業プロセス部門では施設・設備の省エネルギー化が

進められており、平成 2（1990）年度と比較して減少傾向となっています。 

   一方、家庭部門や業務部門では、平成 2（1990）年度と比較して大幅に増

加しています。 

   この原因は、世帯数の増加や、業務部門における空調・照明設備の増加及

び営業時間の延長が考えられます。 

   また、近年の排出量の増加については、原子力発電所の稼働停止による火

力発電所における発電量の増加が大きな原因となっています。電気を発電す

る際の二酸化炭素発生量を示す「排出係数」が悪化していることによるもの

です。 

 
 （単位 万トン-CO2） 

排出部門 1990 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

エネルギー転換部門 60 36 39 41 36 36 48 56 66 66 70 

家庭部門 483 636 601 621 591 575 613 750 830 825 760 

業務部門 480 601 592 614 568 546 588 720 791 791 708 

産業部門 2,909 2,636 2,668 2,865 2,659 2,437 2,708 2,708 2,720 2,643 2,617 

運輸部門 906 1,183 1,147 1,190 1,135 1,127 1,096 1,092 1,089 1,103 1,093 

工業プロセス部門 1,018 766 757 772 726 689 681 676 678 686 700 

廃棄物部門 61 77 78 77 70 70 73 73 71 71 78 

合計 5,917 5,935 5,881 6,180 5,785 5,480 5,807 6,076 6,245 6,185 6,026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再生可能エネルギー発電の種類 平成 28 年度末の累積導入量（kW） 

太陽光発電 
（住宅用） 444,698       

（非住宅用） 1,327,585       
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福岡県の二酸化炭素排出量の部門別推移 

福岡県の二酸化炭素排出量の部門別推移 
（％（1990 年度比）) 

家庭 
＜157＞ 

エネルギー転換 

＜117＞ 

業務 
＜147＞ 

廃棄物 
＜129＞ 

運輸 
＜121＞ 

合計 
＜102＞ 

工業プロセス 

＜69＞ 

産業 
＜90＞ 
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風力発電 24,126       

水力発電 21,910       

地熱発電 0       

バイオマス発電（※１） 101,328       

合計（※２） 1,919,646       

※１ バイオマス発電については、設備容量にバイオマス比率を乗じて累積導入量を算出 
※２ 四捨五入の関係で合計と内訳が一致しない。 
 

・ 二酸化炭素を排出する化石燃料という天然資源の消費の抑制は「天然資源

の消費の抑制を図り、もって、環境負荷の低減を図る」循環型社会の推進に

もつながります。 

 

◆施策の方向  

【温室効果ガスの排出削減に関する対策（緩和策）】 

〇家庭における取組み 

家庭において電気・ガス・水道の使用量削減などに取り組む「エコファミ

リー」を募集し、その活動を支援する「エコファミリー応援事業」などを推

進し、省エネルギー型ライフスタイルへの転換を進めます。また、LED 照

明、家庭用燃料電池などの省エネルギー機器やエネルギーを効率的に利用す

る住宅の普及などを促進する施策にも取り組みます。 

〇事業所における取組み 

省エネルギー設備やコジェネレーションシステムの情報提供、中小企業

における導入等を支援する低利融資を行い、省エネルギー型ビジネススタイ

ルへの転換を図ります。 

〇農林水産業における取組み 

木質バイオマスボイラーなど再生可能エネルギーの活用や、省エネ型の

設備の導入、輸送にかかるエネルギーの削減など環境負荷低減に寄与する県

産農林水産物の地産地消などの取組みを進めます。 

〇運輸における取組み 

・ エコドライブの普及啓発や FCV（燃料電池自動車）、EV（電気自動車）、

PHV（プラグ・イン・ハイブリッド車）などの普及促進、公共交通の利用

促進、自転車利用環境の整備、道路の改良や交差点の立体化・踏切の改良

などによる交通渋滞の解消・緩和の促進、物流の効率化のための港湾整備

による自動車から船舶への貨物輸送の転換の促進などの取組みを進めま

す。 

・ 平成 29（2017）年 5 月に施行された自転車活用推進法に基づき、身近

な交通手段である自転車の活用に努め、環境への負荷の低減はもとより、

福岡県内の再生可能エネルギー導入状況 
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県民の健康増進にもつなげてまいります。 

〇公共施設における取組み 

県有施設をはじめ公共施設における再生可能エネルギーやコジェネレー

ションシステムの率先導入、省エネ診断の積極的な活用、ESCO 事業の普及

を促進します。 

〇低炭素型の都市・地域づくりの推進 

多様な都市機能（居住、商業、業務、文化、福祉、行政等）が集積し、多

くの人が公共交通等により到達可能な拠点と公共交通軸による持続可能な

都市づくりを通じて、都市が環境に与える負荷の低減を図ります。 

〇CO２以外の温室効果ガス排出削減の推進 

住民・事業者によるごみの分別を徹底し、メタン、一酸化二窒素の排出抑

制、フロン類の管理の適正化やノンフロン製品の普及啓発によるフロン類の

排出抑制、さらに、下水道施設から発生するメタンの有効利用を推進します。 

〇再生可能エネルギー等の導入促進  

・ 県内の再生可能エネルギー適地情報を検索できるシステムの提供や再

生可能エネルギー導入等を検討している企業等への専門家派遣など、再生

可能エネルギー導入のための環境整備を行います。 

・ 市町村等が行う地域資源を活用した再生可能エネルギー導入に対する

支援を行い、地域の特色を活かしたエネルギー地産地消モデルの構築を進

めます。 

・ 洋上風力発電など新たな再生可能エネルギー利用技術の開発・普及を支

援します。 

・ 再生可能エネルギーやコジェネレーションなど、災害に強い自立・分散

型エネルギーシステムの普及促進を図ります。 

〇水素エネルギー利活用の推進 

・ オールジャパンの産学官が一体となった「福岡水素エネルギー戦略会 

議」を中核として、水素製造、輸送・貯蔵から利用まで一貫した研究開発、

水素に関する幅広い知識と技術を有する人材の育成、水素・燃料電池の普

及拡大、再生可能エネルギー由来水素の利活用など、水素エネルギー社会

実現のための取組みを推進します。 

・ 産学官一体となって設立した「ふくおか FCV クラブ」を核に、FCV の

普及と水素ステーションの整備を一体的に推進します。 

〇温暖化対策に資する取組みの促進 

・ レジ袋削減等に取り組むマイバッグキャンペーンの推進や食品ロス削

減への取組みを推進し、ごみの減量化を図ることにより、焼却に要する化

石燃料の使用を減らし、温室効果ガス排出量を削減します。 
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・ アジア諸地域において、メタン発生の抑制効果がある福岡方式廃棄物処

分場の普及拡大への支援を行います。 

【温室効果ガスの吸収源に関する対策（緩和策）】 

〇森林の適正管理 

森林の持つ公益的機能の持続的発揮を図るため、間伐などの森林整備を

推進するとともに、県民参加による森林づくり活動への支援や林業の担い手

の育成を図ります。 

〇まちの緑の創造 

県有施設における緑化や、都市公園の整備において、緑地の適切な保全及

び緑地空間の創出を行うなど、地域緑化を推進します。 

〇二酸化炭素固定化のための県産材の長期的利用 

公共建築物等の木造・木質化や住宅・店舗等の民間施設における木材利用

を促進するとともに、広く県民に木材の良さや木材を利用する意義の普及啓

発に努めます。    

〇農地土壌炭素吸収源対策 

たい肥等の有機物を投入した土づくりを推進することにより、農地土壌

による炭素貯留を促進し、二酸化炭素の排出抑制に寄与します。 

 

【気候変動の影響への適応（適応策）】 

〇 関係行政機関との情報交換・連携の強化 

九州・沖縄地域適応コンソーシアムを通じて、関係自治体や国等との連携

を強化し、適応策に取り組みます。 

〇農林水産業に関する対策 

・ 気候に左右されにくい耐候性ハウスによる施設栽培の導入、温暖化に対

応した品種の開発や栽培技術等の情報提供を行います。 

・ シカ防護柵等の整備による鳥獣害防止や、松くい虫などの森林病害虫の

防除により、健全な森林の造成・保全を図るとともに、針広混交林化など

により多様な森林づくりを推進します。 

・ 海域の環境の変化について情報収集・解析を行い、漁業被害の防止と軽

減を行うとともに、海水温や赤潮情報等の定期モニタリング結果を県 HP

で公表し、漁業者へ注意を促します。 

〇水資源に関する対策 

水の貴重さや水資源開発の重要性への理解、節水への意識を高めるための

普及啓発、水洗トイレや散水などへの雨水の利用の普及啓発を行います。 

〇自然生態系に関する対策 

・ 生物多様性の現状や変化の状況を把握するためのモニタリング地点を
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選定するとともに、調査体制の整備や情報の共有化等に努めます。 

〇自然災害に関する対策 

 ・ 土砂災害の防止・軽減のための砂防施設等の整備や、市町村が行う土  

砂災害ハザードマップの作成支援、森林の山地防災力の向上を図るため、

保安林及び治山施設の整備を推進します。 

・ 大雨による洪水や高潮の被害防止・軽減のため、河道や堤防等を整備す

るとともに、市町村が行う洪水ハザードマップ・高潮ハザードマップ等の

作成を支援します。 

・ 住民一人ひとりが防災知識の習得や非常用品等の準備、点検などの手段

を自ら講じるとともに地域の防災活動に参加するなどの住民の防災意識

の向上に、県及び市町村が連携して取り組みます。 

〇健康に関する対策 

熱中症予防の普及啓発、デング熱等蚊媒介感染症の予防とまん延防止、ま

た、光化学オキシダント等の濃度上昇時においては、基準に応じて注意報等

を発令し、速やかに県民へ注意喚起を行うなど、地球温暖化との関連性が指

摘されている健康対策に取り組みます。 
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◆重点的に推進するプロジェクト 

未来の地球を守るバイ！  

福岡県内の二酸化炭素排出量は、生活に関連の深い家庭や事業所等の民生部門、自動車等

の運輸部門からの排出が 4 割強となっています。 

このことから、福岡県では、家庭や事業所における二酸化炭素排出量を削減するため、さ

まざまな施策を展開しています。 

その一つに、電気やガス、水道、ガソリン使用量などの削減に取り組む世帯をエコファミ

リーとして募集し、登録した世帯にさまざまな特典を用意して県民の取組みを応援する「エ

コファミリー応援事業」を平成 18（2006）年度から実施しており、平成 28（2016）年度ま

でに約 22,000 世帯が参加しています。 

平成 29（2017）年度からは、LED 照明の購入や省エネ家電への買換えなど、CO2 削減に

つながる取組みを報告した世帯に最大 6,000 円分のエコチケットを抽選で進呈するととも

に、チケットの利用が可能な店舗をコンビニ等に拡大するなど、大幅に特典を拡げ、事業を

拡大しました。 

 この事業により、県民の地球温暖化防止に向けた意識の醸成と行動の促進を図っていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《福岡県からのメッセージ》 

 地球温暖化問題に対応していくためには、一人ひとりが少しでも環境に配慮した生活を

心がけていくことが重要です。 

みんなでエコファミリーになって、未来の地球を守りましょう！ 

 

 

 

 

エコファミリー募集チラシ（表面） エコファミリー募集チラシ（裏面） 
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※SDGs ターゲット関連図の見方 

各重点プロジェクトには「SDGs ターゲットとの関連図」を掲載しています。 

この関連図は「平成 29 年版 環境・循環型社会・生物多様性白書（環境省）」に掲載さ

れている図を基に福岡県で作成したものです。 

中心に当該重点プロジェクトが直接的に目指すゴール（ターゲット）を記載。そのゴ

ールの周りに関連が深いゴール（ターゲット）を配置し、矢印もしくは両矢印により、

中心的なゴールとの関連を表現しています。SDGs のゴール（ターゲット）は統合され

不可分なものであるという考え方に基づき、一つの SDGs ゴール・ターゲットを目指す

ことにより、様々な課題の同時解決につながっている様子を表現しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDGsターゲット関連図

4.7

知識及び技能
の習得

7.3 エネルギー効

率の改善

17.14 政策の一

貫性を強化
17.17  パート

ナーシップを奨
励・推進

12.2  天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用
12.8 自然と調和したライフスタイルに関する情報と知
識の取得

効果

同
時
達
成

効果

11.6 大気の質及び廃棄物の管理

効果効果
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エネルギーの地産地消を目指して 

エネルギー利用モデル構築促進事業（福岡県） 

環境に優しく安価で安定的なエネルギー需給構造の実現を目指しています。その方策の一つ

として、地域の特性に応じたエネルギーの地産地消モデルを構築するため、市町村又は市町村

と民間事業者との協働による再生可能エネルギーの利活用等の取組みを支援しています。 

 平成 24（2012）年度から平成 28（2016）年度までの５年間で、38 件の可能性調査事業と、

13 件の設備導入事業に対して補助を行いました。 

 この結果、県営ダムの放流水を活用した小水力発電の導入、水素ステーションへの太陽光・

風力発電設備の導入、観光施設への太陽光発電設備と電気自動車充電スタンドの導入、終末処

理場における消化ガス発電設備の導入、家庭や事業所からの廃棄物を使用するバイオマス発電

設備の導入等が事業化に至っています。 

 また、こうしたモデル事例の成果や課題等について広く情報共有し、各地でのエネルギーの

地産地消の機運を醸成するため、モデル事業に取り組んだ市町村等による報告会を平成 25

（2013）年度から実施しています。 

 今後も、エネルギーの多様化・分散化やエネルギーの効率的利用の促進により最適なエネル

ギー需給構造の実現を図るとともに、エネルギー関連産業の育成・集積による地域振興と雇用

創出に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

小水力発電の導入（藤波ダム：うきは市） 太陽光・風力発電設備の導入（スマート 

水素ステーション（SHS）：北九州市） 

地域エネルギー拠点化の推進（北九州市） 

 北九州市では、洋上風力発電や太陽光発電、廃棄物発電や熱利用などの導入促進を進め、地

域エネルギー拠点化の推進を実施しています。また、平成 27（2015）年 12 月に新電力会社を

設立し、ごみ焼却工場で発生した CO2 排出係数の低い低炭素な電力を地域に供給するなど、

エネルギーの地産地消に取り組んでいます。 

みやまスマートエネルギー（みやま市） 

みやま市では、平成 27（2015）年 3 月に地域で発電される再生可能エネルギーと市民サー

ビスをセットで提供することを主目的とした新電力会社を設立しました。これまで大手電力会

社を利用することで市外に流出していた財が市内に還流する仕組みを生み出し、地域経済の浮

揚と雇用の創出を図っています。 
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《福岡県からのメッセージ》 

 エネルギーは、人間のあらゆる活動を支える基盤です。エネルギーの地産地消は、安価かつ

安定的で環境に配慮したエネルギー需給構造の構築に有効です。地域には、太陽、風、河川、

森林、廃棄物等の多様なエネルギー源が豊富に存在しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SDGsターゲット関連図

4.7 知識及び技能の習得

9 .4 インフラ改良や産業改善により、持続
可能性を向上

13.2 気候変動対策

17.14 政策の一貫

性を強化
17.17 パートナー

シップを奨励・推進

12.2  天然資源の持続可能な管
理及び効率的な利用

効果

効果

効果

同時達成

効果

11.3 持続可能な都市化の

促進
11.6 大気の質及び廃棄物

の管理

効果

15.1 生態

系サービ
スの回復と
持続可能
な利用の
確保

効果
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もっと使おう！福岡の木 

福岡県では、利用期を迎えたスギ・ヒノキ林が７割に達しているなかで、持続可能な林業経

営の確立を図るため、｢植える｣、｢育てる｣、｢使う｣といった森林の世代サイクルの回復や木材

の需要拡大に向けた総合的な対策に取り組んでいます。 

 森林整備においては、主伐の推進に加えて、主伐跡地の植栽への助成を強化することで、伐

採後の森林が放置されることなく次の世代サイクルへとつながるように取り組んでいます。 

 また、木材の利用については、公共建築物等の木造・木質化や家具等の木製品の導入を促進

するとともに、優れた木造建築等を表彰する「福岡県木造・木質化建築賞」の実施や、建築士

等を対象とした木造建築の技術セミナーなどを通じ、県産木材の需要拡大に取り組んでいま

す。 

今後も、継続して、CLT を活用した建築物等の普及を通じた新たな木材需要の創出や、木

質バイオマスのエネルギー利用の促進、木とふれあい親しむ機会を通じた木育の推進など、

様々な角度から県産木材の需要拡大に取り組んでいきます。 

   

健全な森林のサイクル    第３回福岡県木造・木質化建築賞  木とふれあい親しむイベントの様子 

 

《福岡県からのメッセージ》 

 私たちの財産である森林を次の世代に引き継いでいくためには、｢植える｣、｢育てる｣、｢使

う｣といったサイクルが大切です。 

まずは身近な｢使う｣について、見つめ直してみませんか。 
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SDGsターゲット関連図

4.7 知識及び技能の習得

9 .1 持続可能なインフラ開発

17.14 政策の一貫性を強
化
17.17    パートナーシップを
奨励・推進

12.8 自然と調和したライフス

タイルに関する情報と知識の
取得

効果

効果

同時達成

15.1 生態系サービスの回復と

持続可能な利用の確保
15.2   森林減少の阻止と回復

同
時
達
成

効果
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地球温暖化に適応していこう！ 

気候変動の影響による被害を最小化あるいは回避するため、農林水産業や水資源、自然生

態系、自然災害、健康に対する対策に取り組んでいます。また、関係行政機関との情報交換・

連携を強化し、適応策に取り組みます。 

農業における対策 

温暖化による夏季の高温によって、水稲では米粒の中心が白い未熟

な米となったり、ぶどうでは着色が遅れたりする等の品質低下が発生

します。そのため、県では、農林業総合試験場及び水産海洋技術セン

ターにおいて、農林水産分野における温暖化への適応策として、高温

に強い品種や新技術の開発に取り組んでいます。           実りつくし 

 これまでに夏の暑さに強く、食味の良い水稲品種「元気つくし」や

「実りつくし」を開発するとともに、高温条件下でも高品質、安定生

産できる栽培技術や海水温、赤潮等に関する情報提供を行ってきまし

た。 

 今後も引き続き、温暖化に適応した新品種や技術の開発に取り組み

ます。                             高温により中心 

が白くなった米 

健康に関する対策 

 国立環境研究所等によれば、21 世紀の末に、気温が 30 度を超える真夏日が大幅に増加

すると予測され、地球の温暖化により、熱中症のリスクが増大する危険性があります。 

 福岡県では、熱中症予防に関する情報を県 HP、関係機関・市町村を通して広く周知し、

熱中症弱者といわれる高齢者や子どもをはじめとした県民への普及啓発を行います。また、

県内学校の体育・スポーツ活動等における熱中症による事故を防止するため、今後も、継続

して、熱中症予防の普及啓発を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

地域適応コンソーシアム地域事業 

環境省は、気候変動の影響への適応の推進のため、「地域適応コンソーシア

ム事業」を新たに実施します。この事業では、地域における気候変動影響に関

する調査、地域での普及啓発活動、地域協議会の開催・運営を行います。九州・

沖縄地域で実施される地域事業は、「気候変動による有明海・八代海における

漁業及び沿岸生態系への影響調査」、「気候変動による水害リスクの評価」、「熱

中症発生要因の分析と熱中症予防行動の検討」であり、福岡県は、情報の共有

や、調査内容や適応策についての議論・検討に参画し、調査・検討結果を活用

し、適応策に取り組みます。 

 



21 

 

 

《福岡県からのメッセージ》 

 地球温暖化が進むと真夏日・熱帯夜の日が増えたり、集中豪雨が多発したり身近でいろ

いろな問題が起こります。省エネ・節電など温暖化を防ぐことに取り組みながら、すでに

起こりつつある影響や今後起こりうる影響に適応していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

SDGsターゲット関連図

2.3 農業生産性の向上
2.4 持続可能な食糧生産システムの確保

4.7 知識及び技術の習得

17.14 政策の一貫性を強化
17.17 パートナーシップを奨励・推進

効果

効果

効果

効果

11.5  災害被害の大幅削減

効果

※１ 

※２ 
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（２） 循環型社会の推進 

 

◆目指す姿   

○ 県民、事業者等の活動において、製品のライフサイクル全体を通した適正

な管理により、資源の消費が抑制され、資源の性質に応じた循環利用が確保

されている社会。 

〇 環境に負荷をかけず、かつ有用性の高い先進的なリサイクルが行われて 

いる社会。 

〇 バイオマス等の再生可能な資源が活用され、二酸化炭素の排出量が減少 

するとともに、天然資源の消費量が減少している社会。 

〇 技術開発の進展等により、県内の資源循環関連産業が活性化している社会。 

○ 廃棄物の不法投棄がなく、適正に処理され、県民が快適に暮らせる社会。 

  

◆現状・課題 

 

 

 出典：平成 29 年版環境・循環型社会・生物多様性白書（環境省） 

・ 上図は、平成 12(2000)年度と平成 26(2014)年度の国内における物質フロ

ー（ものの出入り）を表しています。 

各年度とも、左側から資源が入ってきて、さまざまに利用・消費され、右

側に出ていきます。また、循環利用されたものは、右側から再度左側へ環状

に戻っています（図の下部）。図の高さが低くなるほど、資源を新たに使用

（投入）した量が少なくなること、つまり資源の消費が抑制されたことを表

国内における物質フロー（資源採取・消費・廃棄等によるものの流れ） 
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します。また、右側から左側へ戻る環状部分の幅が太くなるほど、循環利用

量が増大したことを示します。 

・ 私たちの暮らしや経済が持続的に発展していくためには、資源の消費を抑

制し、地球上の限りある資源を持続的に利用していくことが必要であり、廃

棄物をできるだけ発生させない（Reduce:リデュース）、使えるものは繰り返

し使う（Reuse:リユース）、再び資源として利用する（Recycle:リサイクル）

の順番で取り組む、いわゆる「3R」を推進することが重要ですが、なかでも

リデュース及びリユースの「2R」の取組みを強化することが不可欠です。 

・ 3R を推進することは、生態系サービスの持続的利用を実現し、自然共生

社会の推進にも寄与します。 

・ また、天然資源である化石燃料の消費の抑制は、低炭素社会の推進にも 

つながります。 

・ 平成 27（2015）年度の福岡県の一般廃棄物の総排出量（生活系ごみと事

業系ごみの合計）は 1,846 千ｔであり、県民１人１日当たりのごみの排出量

に換算すると 985ｇとなっています。 

  県民１人１日当たりのごみの排出量は、微減となっているものの、依然と

して全国平均を上回っており、更なる減量に取り組む必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 平成 27（2015）年度の福岡県のごみの再生利用状況は、破砕等の中間処

理をされた後の残さの資源化量が 207 千ｔ、町内会や自治会などの地域の

団体等により集団回収された後に資源化された集団回収量が 98 千ｔ、市町

村により回収された後に資源化された直接資源化量が 99 千ｔ、合計 404 千

1,879 

1,848 1,847 1,846 1,853 1,857 1,846 

1,016 

1,001 998 
990 993 994 

985 
994 

976 976 

964 

958 
947 

939 

900

940

980

1,020

1,060

1,100

1,800

1,850

1,900

1,950

2,000

2,050

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

総排出量（本県） １人１日当たり排出量（本県）

１人１日当たり排出量（全国）

人口の推移（千人）
5,066       5,057     5,054         5,109         5,116     5,118 5,119 

（千トン） （ｇ/人日） 

福岡県の一般廃棄物（ごみ）の総排出量、１人１日当たり排出量及び人口の推移 

総
排
出
量 

１
人
１
日
当
た
り
排
出
量 
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ｔが資源化されており、これを総排出量で割った再生利用率は、21.9％とな

っています。 

再生利用率は、全国的にも横ばいで推移しており、総排出量に計上されな

い民間事業者等によるリサイクルの拡大が、再生利用率が伸びない要因とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 平成 27（2015）年度の福岡県の一般廃棄物の資源化量は 404 千ｔ、焼却

等の中間処理による減量化量が 1,322 千ｔ、最終処分量が 188 千ｔとなっ

ています。 

  資源化量及び減量化量は、ほぼ横ばいで推移していますが、最終処分量は 

減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 平成 26（2014）年度の福岡県の産業廃棄物の総排出量は、15,315 千ｔと

なっています（発生量 17,392 千 t から、事業場内で発生し、中間処理され
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再生利用率（本県） 再生利用率（全国）

426 4187 408 407
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4046
440

（千トン） （％） 
福岡県の一般廃棄物（ごみ）の総資源化量及び再生利用率の推移 

福岡県の一般廃棄物（ごみ）の資源化量、減量化量及び最終処分量 
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ることなく他者に有償で売却された有償物量 2,077 千 t を除いた量）。 

   平成 21（2009）年度と比較して、年度毎にばらつきがありますが、総排

出量は 2,788 千 t 、22.2％増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 再生利用率については、実態として、産業廃棄物の種類（特に汚泥と汚泥

以外のもの）によって大きな差があることを踏まえ、本県では、汚泥と汚泥

以外の産業廃棄物の再生利用率をそれぞれ定めています。 

汚泥以外については、多くの品目で再生利用が進んでいますが、さらなる

資源の循環利用の観点から、再生利用の余地がある品目（廃プラスチック類

等）の再生利用を促すことやリサイクル製品認定制度の取組みを進めていま

す。 

 

区   分 平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 26 年実績 

排 出 量 13,045 千ｔ 15,258 千ｔ 15,315 千 t 

再
生
利
用
率 

汚泥以外 89% 89% 90% 

汚  泥 8% 6% 7% 

最終処分量  564 千ｔ  629 千ｔ 584 千 t 

 

・ 産業廃棄物全体の処理状況を見ると、発生量17,392千トンの79％に当た

る13,666千トンについて、排出事業者又は産業廃棄物処理業者による脱

水、焼却等の中間処理が行われ、その結果6,870千トン（40％）が減量化さ

れています。 

福岡県の産業廃棄物の発生量、有償物量及び排出量の推移 
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また、発生量の57％に当たる9,937千トンがセメント原料や建設資材、

堆肥等として資源化されており、減量化量を合わせた資源化・減量化量は

16,807千トン（97％)となっています。残余の発生量の3％に当たる584千

トンについては最終処分されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

・ 一般廃棄物の総排出量については、平成 23（2011）年度以降ほぼ横ばい

状態となっているため、発生抑制・再使用（2R）のさらなる促進が必要です。 

・ 産業廃棄物の不法投棄や排出事業者・処理業者による不適正処理は、大 

規模な事案は減少傾向にあるものの、依然として発生しています。しかし、

過去に不法投棄又は不適正処理された産業廃棄物については、処理業者への

指導や、排出事業者責任の追及等により、着実に撤去されています。県民意

識では、この問題に対する不信感、不安感が根強く残っているため、今後も、
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（千トン）

産業廃棄物不法投棄等不適正処理事例の推移 

福岡県の産業廃棄物の資源化量、減量化量及び最終処分量 

本県における不法投棄等不適正処理の撤去量及び 

全量撤去の件数（１件あたり１０トン以上のもの。 

保健所設置市分は除く） 

本県における不法投棄等不適正処理の状況（１

件あたり１０トン以上のもの。保健所設置市分

は除く） 
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不法投棄の防止をはじめとする産業廃棄物の適正処理に向けた施策を推進

することが必要です。 

・ PCB 廃棄物については、法律に定める期限までに適切に処理されること

が必要です。 

・ 平成 28(2016)年３月に福岡県災害廃棄物処理計画を策定しました。これ

に基づく、災害廃棄物の処理に関する体制整備が必要です。 

・ また、同年 4 月に発生した熊本地震では、被災地の現状やニーズの把握

に時間を要したため、支援のための県域を越えた連携体制の確立が必要です。 

  

◆施策の方向 

【資源の消費抑制、資源循環利用の推進】 

〇持続可能な消費と生産を考えた取組み 

・ 生産活動における省資源化、製品・建造物等の長寿命化等の天然資源の消

費抑制・資源循環を考えたものづくりへの転換を、省資源によるコスト削減

と環境への配慮の両面からの啓発等により推進します。 

・ 生産活動時に発生する副産物の資源利用を進めていきます。 

・ 県民・事業者による「3R」活動の推進、建設資材・生活関連リサイクル

製品の利用促進により、「3R」に配慮したライフスタイルへの転換を図りま

す。取組みに当たっては、リサイクルに先立ち、2R（リデュース、リユース）

を優先的に進めます。 

・ 平成 28（2016）年３月に策定した福岡県廃棄物処理計画に基づき、市町

村が、一般廃棄物の減量等に取り組むことができるよう、市町村の一般廃棄

物の処理状況や先進的な取組み等に関する情報などを収集・提供するととも

に、必要な技術的助言を行います。 

・ 製造・流通・小売・消費の各段階で発生する食品ロス（食べられるのに捨

てられてしまう食品）を削減するため、事業者・県民の意識啓発やフードチ

ェーン全体での食品ロス削減の推進に取り組みます。 

・ 建設資材を対象とした福岡県リサイクル製品認定制度の運用等により、   

公共事業を始めとして広くリサイクル製品の利用促進を図ります。 

・ 県内で製造された生活関連用品を対象とした福岡県県産リサイクル製品

認定制度の運用等により、県での率先利用のほか、市町村、事業者、関係団

体、県民等に対する積極的な広報を行い、利用促進を図ります。 

・ 使用済小型家電や使用済蛍光管からのレアメタルのリサイクルに代表さ

れるように、廃棄物等から、環境に負荷をかけず有用な資源を効率的に回収

する質の高いリサイクルシステムを確立します。 

・ 産業廃棄物の焼却施設又は最終処分場への搬入に対して課税する産業廃



28 

 

棄物税の税収を、産業廃棄物の排出抑制、リサイクルの促進その他適正処理

の推進に関する施策に活用していきます。 

・ 本県と関係団体で構成する福岡県農業用廃プラスチック適正処理推進協

議会は、研修会の開催等を実施し、リサイクルを基本として農業用廃プラス

チックの適正処理を推進します。  

〇各種リサイクル法に基づく取組み 

  容器包装、家電、食品、建設、自動車、小型家電の各種リサイクル法に基

づく取組みの徹底により 3R を推進していきます。 

〇資源循環型まちづくりの推進 

  県内全域で、地域の規模や資源の特性に応じた様々な地域 

循環圏の形成を目指し、地域から発生する未利用資源を地域において資源と

して活用する資源循環型のまちづくりを支援します。 

〇各種バイオマスの利用促進 

・ 木質バイオマスのマテリアル利用やエネルギーとしての活用を推進しま

す。 

・ 流域下水道における下水汚泥について、固形燃料化、緑農地利用及び建設

資材化などバイオマス資源としての特性を生かした有効利用を促進します。 

・ 廃棄物由来のエネルギー・熱回収について、中小企業への低利融資などに

より推進していきます。 

 

【資源循環利用に関する産業の育成】 

・ 工場等事業所から排出される廃棄物等の情報を収集し、さらにその情報

を適切に活用することにより、資源の有効利用につなげていきます。 

・ 福岡県リサイクル総合研究事業化センターにおいて、廃棄物の特性に応

じて、リサイクル技術や分別回収等の社会システムの研究開発を推進しま

す。 

・ 北九州市及び大牟田市のエコタウンにおいて、それぞれの地域の持つポ

テンシャルを生かしながら、また、福岡県リサイクル総合研究事業化セン

ターの研究成果を活用して、環境・リサイクル産業の積極的な集積促進を

図ります。 

 

【廃棄物の適正処理による環境負荷の低減】 

〇一般廃棄物の適正処理の推進  

・ 一般廃棄物の処理施設については、市町村等による維持管理が適正に行

われるよう、立入検査を適宜実施するほか、施設の排ガス、排水の検査等の

定期的な報告を求めるなど、実態把握を行い、必要に応じ改善指導を行いま
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す。 

・ 水銀による環境の汚染防止に関する法律や廃棄物処理法等に基づき、水

銀使用製品が廃棄物となったものについて、市町村が地域の実情に応じた回

収体制を構築し、住民への普及啓発や周知を徹底するに当たり、情報提供な

どの支援を行います。 

〇海岸漂着物対策 

福岡県海岸漂着物対策地域計画に基づき、海岸環境の保全についての普

及啓発や海岸漂着物の回収などに取り組みます。 

〇産業廃棄物の適正処理の確保 

・ 産業廃棄物については、排出抑制及び資源化・減量化を促進するため、排

出事業者及び産業廃棄物処理業者への働きかけを強化します。 

また、水銀廃棄物に係る規制強化等の法令改正についても、周知を図り適

正処理を推進します。 

さらに、産業廃棄物の処理に係る全ての事業者の各段階で適正処理が進

められるよう指導を強化し、不適正処理が疑われる場合には、早い段階での

対応を図ります。 

・ 産業廃棄物の処理施設については、条例に基づき周辺住民との紛争の予

防を図り、また、処理業の許可については、廃棄物処理法に基づき厳正に審

査を行うとともに、指導・監督を徹底していきます。 

・ 産業廃棄物の不適正処理の「早期発見・早期対応」を図るため、県内の安

定型最終処分場に対する定期的な掘削調査を行います。 

・ 産業廃棄物の中間処理施設において、不適正処理が疑われる場合には、排

出事業者、中間処理施設、最終処分場など処理ルート全体を一斉に立入調査

するなど、監視指導を強化します。 

・ PCB 廃棄物・使用製品については、国や関係団体等との緊密な連携によ

り、事業者に対する働きかけを行い、期限内処理の推進を図ります。 

〇廃棄物の不適正処理の防止 

廃棄物の不法投棄等の不適正処理の未然防止及び早期発見・早期対応の

ため、休日・夜間パトロールやヘリコプターを使用した空からのパトロール

を実施するとともに、不法投棄場所を電子地図にマッピングし、不法投棄情

報を蓄積・分析・共有する「福岡県不法投棄マッピングシステム」を活用し、

効果的な監視ルートの設定や未然防止に取り組みます。 

〇災害廃棄物の適正処理 

災害の規模・状況に応じて的確に対応し、災害廃棄物の迅速かつ適切な広

域処理を確保するため、福岡県災害廃棄物処理計画に基づき、関係者間の連

携の強化や人材育成に努めます。  
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◆重点的に推進するプロジェクト 

食品ロスを減らして笑顔を増やそう！ 

我が国では、食品ロス（食べられるのに捨てられる食べ物）が生産・流通・小売・消

費の各段階で発生しており、その量は全国で年間約 621 万トンと推計されています。 

 

北九州市では、市民一人ひとりが外食時や家庭で実践できる食品ロス削減への取組み

内容を「残しま宣言」として掲げ、啓発カードの配布等により周知を図っています。ま

た、小盛りメニューの導入や食べ残しの持ち帰り対応など、市民の食べ切りを促進する

取組みを行っている飲食店等を「残しま宣言応援店」として市に登録し、市ホームペー

ジ等で PR しています。 

 

福岡市では、「もったいない！食べ残しをなくそう福岡エコ運動」を実施しています。

キャンペーンキャラクターである宴会部長「完食一徹」とともに①適量注文、②お開き

前 10 分間の着席完食タイム、③感謝をこめて最後のもう一口の「福岡エコ３項目」を

実践するよう飲食店利用者へ向けた啓発を行っています。また、運動に賛同し「福岡エ

コ運動協力店」に登録いただいた飲食店等において、啓発ポスター掲示や適量メニュー

導入等を実施することにより食品ロス削減に取り組んでいます。 

 

福岡県では、北九州市・福岡市とも連携しながら、食品ロス削減の取組みを実践する

店舗を「食品ロス削減県民運動協力店（愛称：食べもの余らせん隊）」として登録し、環

境にやさしい店舗として県ホームページ等で紹介しています。 

また、規格外品や印字ミスなど食べることには問題がないにもかかわらず通常の販売

が困難になった食品を引き取り、食事に困っている方や福祉施設等に無償で提供するフ

ードバンク活動の普及・促進を図っています。 

 さらに、食品ロス削減に効果が見込まれるクッキングレシピコンテストや研修会、啓

発資材の作成などを行うとともに、このような取組みを県民運動として推進していくた

めに、事業者・関係団体・県民・行政が一体となって設置した「福岡県食品ロス削減推

進協議会」を核に、運動の拡がりと充実を図っています。 

 

以上の活動を通じて食品ロス削減に取り組むことで、循環型社会の構築を推進しま

す。 
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食品ロス削減のステッカー、啓発ポスター 

  

 福岡県          北九州市         福岡市 

《福岡県からのメッセージ》 

 食品ロスの削減に向けて、私たちにできることから始めましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDGsターゲット関連図

13.2 気候変動対策 8.2 高いレベルの経済生産性
8.4 資源効率を漸新的に改善

2.1 飢餓の撲滅
2.2 栄養不良の解消
2.4 持続可能な食糧

生産システムの確
保

4.7 知識及び技術の習得

17.14 政策の一貫性を強化
17.16 グローバル・パートナーシップ
17.17 パートナーシップを奨励・推進

9 .4 インフラ改良や産業改善

により、持続可能性を向上

同時達成

効果

効果

同時達成

効果

効果

12.3 食品ロスの減少
12.2 天然資源の持続可能な管理

と効率的な利用
12.5 廃棄物の発生の大幅削減
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ゴミ
・・

の不法投棄の根絶を目指して 

 福岡県では、平成 28（2016）年度から、カメラの GPS 機能を活用して、県で把握し

た不法投棄場所を不法投棄物の種類や量等の関連情報とともに電子地図上にマッピン

グするシステムを整備・運用しています。 

 このシステムにより、不法投棄情報を各福岡県保健福祉環境事務所や県土整備事務

所、県農林事務所、県内市町村間で共有することが可能となり、従来は特定が困難であ

った山間部等における不法投棄事案も速やかに場所を特定することにより早期対応を

図っています。 

 また、不法投棄情報を蓄積・分析することにより、効果的な監視パトロールルートの

設定や監視カメラの設置場所の選定などに活用し、今後も、引き続き、不法投棄事案の

未然防止を図っていきます。 

 

《福岡県からのメッセージ》 

  福岡のかけがえのない自然をこわす、悪質なゴミ
・・

の不法投棄。 

  もし見つけたら県監視指導課または最寄の福岡県保健福祉環境事務所、市役所、

町村役場にすぐに知らせてください。不法投棄撲滅にご協力を！   
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SDGsターゲット関連図

17.14 政策の一貫性を強化
17.16 グローバル・パートナーシップ
17.17 パートナーシップを奨励・推進

効
果

効
果

11.6 大気の質及び廃棄

物の管理

3.9 有害化学物質、大気、水質、
及び土壌汚染対策
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（３） 自然共生社会の推進 

 

◆目指す姿 

○ 県民一人ひとりが生物多様性の重要性を認識し、日常生活や事業活動に

おいて生物多様性に配慮した行動をとることにより、生物多様性の保全が常

に意識された社会。  

○ 自然とのバランスを考慮した社会経済活動が行われ、また、里地里山や里

海などの人と自然が調和・共存してきた地域が保全されるなど、生物多様性

の恵みが持続的に利用できる豊かな自然と文化が守り伝えられた社会。  

○ 地域の自然や生きものに関心を持つ人々が増え、また自然資本から得ら

れる生物多様性の恵みが重要な地域資源として見直され、人々の郷土愛を育

んでいる社会。  

 

◆現状・課題  

・ 生物多様性は、私たちの暮らしに不可欠な水や食料をはじめ、心の潤い 

や精神的な充足、多様な文化など、様々な恵みをもたらすものであるととも

に、生態系を活用した防災・減災の機能や森林の CO2 吸収源としての機能

等も有しています。自然環境や生物多様性を保全することは、人間と自然の

共生を確保されるとともに、地球温暖化による気候変動の影響への適応にも

つながり、持続可能な社会を実現する上で極めて重要です。 

・ 国においては、生物多様性国家戦略 2012－2020 を策定（平成 24（2012）

年 9 月）しており、本県においても、生物多様性の保全と持続可能な利用に

関する施策を体系的かつ計画的に推進するため、福岡県生物多様性戦略を策

定（平成 25(2013)年 3 月）し、地域が自立的に生物多様性の保全に取り組

むことができる環境整備を実施してきました。また、平成 30(2018)年 3 月

には同戦略第 2 期行動計画を策定し、様々な主体による取組みが県内各地で

生まれるよう施策を推進しています。 

・ 「生物多様性」という言葉についての認知度は 38.1％（平成 29 年度）で

あり、依然低い状態となっています。 

・ 「福岡県レッドデータブック 2011・2014」において絶滅危惧種等として

記載されている種の数は 1,611 種に上ります。 

  また、「福岡県レッドデータブック」では、各絶滅危惧種の危機要因も記

載しており、これまでに増加したリスクとして、維管束植物ではシカによる

食害、鳥類では気候変動や鳥類観察者の増加、爬虫類、両生類では水辺環境

の変化等を挙げています。 
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・ 野生鳥獣は、生物多様性を維持していく中で重要な役割を果たしている

一方で、農林水産物や生態系へ深刻な被害を及ぼしており、総合的な鳥獣の

保護及び管理を図る必要があります。 

・ 外来生物法により政令で指定されている特定外来生物は、132種類（2科、

15 属、108 種、7 交雑種 平成 28（2016）年 10 月 1 日現在）ですが、そ

のうち県内でこれまでに生息が確認されたことがあるものは 20 種類（21 種）

（平成 29 年 10 月時点）となっており、外来種による被害は生物多様性に

対してだけでなく、人の生命・身体や農林水産業に係る被害も懸念されてい

ます。  

・ 地球温暖化等の地球環境の変化は、島嶼、沿岸、亜高山・高山地帯など環

境の変化に対して弱い地域を中心に、生物多様性に深刻な影響を与える可能

性があるとされています。地球温暖化の進行により、暖地性の生物の分布域

が北上しているほか、高標高地に生息・生育する生物の分布域の縮小や絶滅

が懸念されています。 

・ 道路や河川、海岸施設等の社会資本の整備にあたっては、社会面・経済面

のみならず環境面も考慮した質の高い公共工事が求められており、生物多様

性の保全等への配慮の視点が必要となっています。 

・ 平成 28（2016）年度の減農薬・減化学肥料栽培面積は 4,701ha で、前年

度から 100ha 増加しました。これは、ふくおかエコ農産物認証制度の取組

み推進や環境保全型農業直接支払交付金の活用を一体的に推進したことに

カテゴリー Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 計    

植物群落 13 28 32 16 89    

         

カテゴリー 絶滅 絶滅危惧 
ⅠＡ類 

絶滅危惧 
ⅠＢ類 

絶滅危惧 
Ⅱ類 

準絶滅 
危惧 情報不足 その他の 

カテゴリー 計 

植  物 
(維管束) 37 278 131 98 39 21 野生絶滅 

2 606 

植 物 
(その他) 1 絶滅危惧Ⅰ類 

8 8 12 10 - 39 

哺乳類 4 1 1 6 10 2 - 24 

鳥 類 2 12 9 25 38 4 - 90 

爬虫類 - - 1 2 3 1 - 7 

両生類 - 1 1 5 4 - - 11 

魚 類 1 11 12 12 28 17 野生絶滅 
1 82 

昆虫類 6 37 73 119 126 56 - 417 

貝 類 2 23 48 70 90 45 - 278 

甲殻類 
その他 - 5 7 5 18 10 - 45 

クモ形類等 - - - 1 5 6 - 12 

計 53 1,010 373 172 3 1,611 

※ 植物群落、植物（維管束）、植物（その他）、哺乳類及び鳥類については、「福岡県レッドデータブック

2011」の掲載種数であり、その他のカテゴリーについては、「福岡県レッドデータブック 2014」の掲載

種数を掲載 
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より、野菜等での取組面積が増加したためです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 水産資源は、持続的な利用が可能な資源であり、その適切な保存・管理は、

水産物の安定供給の確保と生物多様性保全の観点からも重要です。 

・ 県内各地で NPO 等の団体が生物多様性に関わる活動を行っていますが、

活動資金の不足、人材不足、取組みの継続性などの課題を抱える団体も少な

くありません。 

 

◆施策の方向 

【生物多様性の保全と自然再生の推進】 

〇重要地域の保全 

・ 国定公園である英彦山及び犬ヶ岳地区に生育している多くの絶滅危惧植

物をシカの食害を防止するため、シカ防護柵の設置、シカの捕獲等を実施し

ています。さらに、絶滅危惧植物の保護のため、種子を採取・冷凍保存する

とともに、採取した種を栽培し、苗の植え戻し等を行うことにより、生育地

の再生を図ります。 

・ 世界遺産「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」や県内各地の文化財

を保全していく上でも生物多様性の保全は重要であることから、自然環境及

び生物多様性の保全に関する取組みを推進します。 

・豊かな有明海を復活、再生することを目的に、「有明海の再生に関する福岡

県計画」を策定し（H15（2003）年 3 月策定、H29（2017）年 3 月改訂）、

有明海の海域の特性に応じた環境の保全及び改善並びに水産資源の回復等

による漁業の振興を推進します。 

〇野生生物の適切な保護と管理 

・ 希少な野生生物を保護するための条例の制定やレッドデータブック（レッ

ドリスト）の定期的な見直しを進めていくことで、希少野生生物の保護を推
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進します。また、福岡県の希少野生生物ホームページの更新やレッドデータ

ブック概要版の発刊により、県民や事業者に対し、希少野生生物の保護の重

要性を発信していきます。 

・ 全国で唯一朝倉市黄金川に自生するスイゼンジノリは、古くから郷土の味

として親しまれていましたが、近年、生育環境の悪化により絶滅が危惧され

たため、朝倉市、地元保全団体、県による「黄金川スイゼンジノリ保全協議

会」を設置し、保護の取組みを実施しています。スイゼンジノリや筑後川の

エツなど県の特色ある郷土料理を守ることは、文化の伝承や生物多様性の保

全と持続的な利用につながります。 

・ 野生鳥獣の保護及び管理を図るため、鳥獣を保護するための鳥獣保護区を

指定するとともに、野生鳥獣による被害対策として、捕獲や防護柵の設置等

の被害防止策を総合的に実施しており、捕獲個体について、食肉（ジビエ）

等への利活用の推進を図ります。また、鳥獣の保護についての普及啓発のた

め、野生鳥獣保護モデル校の指定や、愛鳥週間における探鳥会の開催などを

実施します。 

・ 本県における外来種の実態を示した福岡県侵略的外来種リストの周知や

リーフレットの作成等により外来種への関心と防除意識の喚起を図ります。

また、外来種の防除マニュアルを作成することで、多様な主体による防除を

推進します。 

○地球温暖化対策との連携 

  生物多様性の保全は地球温暖化と密接に関わりがあり、ともに省資源や

省エネルギー型の社会への転換が必要となっています。総合的な地球温暖化

対策と相互に関連し合いながら、生物多様性の保全を進めていきます。 

〇生物多様性に配慮した公共工事の推進 

 公共工事の実施に当たっては、「福岡県公共工事生物多様性配慮指針」に

基づき、計画地周辺の動植物の把握や希少種などの生息・生育環境への影響

の回避・低減などの生物多様性への配慮を推進し、必要に応じて適切な保全

措置を講じるよう努めます。 

  

【生物多様性の持続可能な利用】 

〇生物多様性に配慮した農林水産業の推進 

・ 水源の涵養、地球温暖化の防止、生物多様性の保全など森林の有する多

面的機能に対して、県民の期待や要望が高まっており、適切な森林整備に

より、健全な森林づくりを進めていくとともに、公共建築物等における県

産木材の積極的利用を推進していきます。 

・ 農林業における農薬や肥料の適切な使用やバイオマスの活用等は、生物
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多様性保全への効果も期待されており、今後もこれらの技術の開発・普及

に努めます。 

・ 水産物の安定供給の確保と生物多様性保全の観点から、魚礁の設置や藻

場の再生、底質環境の改善等により、海や河川の特性に応じた漁場づくり

を推進します。また、適切な資源管理と種苗放流による、水産資源の維持・

増大や漁場環境に応じた養殖管理の徹底を図っていきます。 

 〇里地里山里海の適切な利用と管理 

・ 農山漁村地域は、日々の食料が生産される場であるだけなく、美しい景観

や豊かな生態系の保全、郷土料理に代表される文化の伝承など様々な役割を

果たしています。自然との触れ合いの場の提供、地域の活性化、地産地消の

推進、農林水産業の持つ多面的機能に対する県民の理解の向上のため、農林

漁業体験、まち（都市部）とむら（農山漁村）の交流を促進します。 

・ 森里川海の恵みを将来にわたって享受し、安全で豊かな地域づくりを行

うため、環境省は「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクトを立ち上

げました。県内でも、「宗像国際環境会議実行委員会」が森里川海の適正な

管理と活用を通じた地域循環共生圏の構築に取り組むなど、民間主体の取組

みが生まれ始めています。このような取組みを県民に周知し、私たちの暮ら

しを支える森里川海のつながりの重要性の普及に努めるとともに、多様な主

体による保全活動の推進に取り組んでいきます。 

・ 独特の自然景観や文化・伝統、多様な生きものが生息・生育する場、人々

に潤いや安らぎを与えてくれる場としての重要性が再認識されている里地

里山里海について、将来にわたりその自然資本から得られる生態系サービス

を享受するため、適切な利用及び管理を進めていきます。 
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◆重点的に推進するプロジェクト 

英彦山及び犬ヶ岳における生態系の回復と絶滅危惧植物の保護 

 福岡県と大分県の県境に位置する耶馬日田英彦山国定公園の英彦山・犬ヶ岳地区は、多

くの絶滅危惧植物が生育している生物多様性豊かな地域です。 

 一方で、英彦山・犬ヶ岳地区は、その急峻な地形や古くから霊山として信仰の対象とさ

れてきたことからシカの捕獲は進んでおらず、シカの生息数が増加しております。増加し

たシカの食害により、多くの絶滅危惧植物が数を減らし、絶滅の危険性が増大しています。 

 本県では、絶滅危惧植物の保護のため、絶滅危惧植物の生育状況調査を行い、種子の採

取、冷凍保存を行っています。また、採取した種子の一部は、県の保健環境研究所で栽培

し、苗を自生地に植え戻すことにより、生育地の再生も図っています。このほか、自生す

る絶滅危惧植物や植え戻した苗の保護のため、シカ防護柵を設置しています。 

 さらに、増えすぎたシカを減らすため、環境省の指定管理鳥獣捕獲等事業交付金を活用

したシカの捕獲事業を平成 28 年度から開始しました。 

 今後も、このような取組みを継続し、英彦山、犬ヶ岳の生態系の保護に努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

オオヤマレンゲ         林床の植物を採食するシカ 

（福岡県レッドデータブック 

2011 絶滅危惧 1A 類） 

 

《福岡県からのメッセージ》 

 県内には、英彦山・犬ヶ岳以外にも、豊かな自然が広がっています。皆さんも身近な自然

にふれあい、自然の豊かさを感じてみませんか。 
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野生鳥獣の保護と管理の推進 

県内に生息する多様な野生鳥獣は、生物の多様性を維持していく上で欠くことができ

ない役割を果たしている一方で、シカやイノシシなどの野生鳥獣は農林産物や生態系へ

深刻な被害を及ぼしています。このため、福岡県では、鳥獣保護管理事業計画を策定し、

総合的に鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施しています。 

鳥獣の保護を図るため必要な区域については、鳥獣保護区（県内 44 か所）に指定し、

狩猟を禁止しています。このうち、特に重要な地域については、特別保護地区（５か所）

に指定し、木竹の伐採や工作物の新築等といった開発行為についても規制を行っていま

す。 

また、鳥獣の保護についての普及啓発のため、野生鳥獣保護モデル校の指定や、愛鳥

週間における探鳥会などに取り組み、自然保護及び鳥獣保護への関心を高めています。 

一方、野生鳥獣による被害に対しては、捕獲の推進や防護柵の設置などの総合的な被

害防止対策を実施しています。特に、シカの捕獲による森林被害の低減については、地

球温暖化の緩和策にも繋がります。さらに、捕獲したシカやイノシシについては、食肉

としての利活用を図ることを推進しています。 

 

 

 

 

 

 

食肉加工されたシカ・イノシシ肉  野生鳥獣保護モデル校での野鳥観察の様子 

 

《福岡県からのメッセージ》 

 総合的な鳥獣の保護及び管理を図るためには、地域の理解と協力が不可欠です。探鳥会

や自然環境学習などに参加することで、鳥獣の保護及び管理の必要性について理解を深

めていきましょう。 
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2.3 農業生産性の

向上
2.4 持続可能な食糧

生産システムの確
保
2.5 種子、動物等

の遺伝的多様性を
維持

4.7 知識及び技術

の習得

12.8 自然と調和したライフス

タイルに関する普及啓発

17.14 政策の一
貫性を強化
17.17    パートナー

シップを奨励・推
進

SDGsターゲット関連図

効果

効果

効果

同時達成

効
果

13.2 気候変動対策
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森林の有する公益的機能の持続的な発揮を目指して 

 森林は、水源かん養や、土砂災害の防止など、県民に多くの恵みを与えてくれる「県民共

有の財産」です。 

 福岡県では、森林を健全な状態で次世代に引き継ぐため、平成 20 年４月に森林環境税を

導入し、荒廃した森林の再生や県民参加の森林づくりに取り組んできました。 

これまでに整備された森林では、水源かん養など森林の有する公益的機能が回復しつつ

ある一方で、森林・林業を取り巻く情勢は厳しさを増しており、森林を森林所有者の林業活

動だけでは支えられない状態が続いていることから、今後新たに森林の荒廃が進むことが

懸念されています。 

このため、平成 30 年度以降も「福岡県森林環境税」を継続し、森林の有する公益的機能

の発揮に向けた施策や、森林を守り育てる気運の向上に向けた施策を実施してまいります。 

県民の皆様のご理解とご協力をお願いします。 

 

＜福岡県森林環境税検討委員会から示された施策＞ 

福 岡 県 森 林 環 境 税 検 討 委 員 会 ： 平 成 30 年 度 以 降 の 森 林 環 境 税 の 在 り 方 を 検 討 す る た め 、                    

平成 28 年 10 月に設置した、外部有識者で構成される第三者機関 

 

 〇森林の有する公益的機能の発揮に向けた施策 

  ・強度間伐等の実施 

  ・間伐を繰り返す体制の構築 

  ・海岸防風林の松食い虫駆除・予防対策 

 

 

 

 〇森林を守り育てる気運の向上に向けた施策 

  ・森林づくり活動の公募 

  ・展示効果の高い森林整備、 

公共施設における木製品の展示 

  ・森林の重要性の情報発信 

 

 

 

 ※県では、森林環境税検討委員会の報告を踏まえつつ、九州北部豪雨災害の要因や防災対策を検証した

上で、具体的な取組みについて検討を進めています。 

 

 

○県民参加の森林
も り

づくり  

○スギ・ヒノキ等の針葉樹と、   

広葉樹が混在する森林  

【公益的機能を長期的に発揮 

する森林の姿（イメージ）】 

【施策のイメージ】 
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※作業中 

 

 

 

9.2 持続可能な産業
化の促進

10.4 政策による平等の拡大

17.14 政策の一
貫性を強化
17.17    パートナー

シップを奨励・推
進

SDGsターゲット関連図

効果

効果

同時達成

効
果

6.6 水に関連す

る生態系の保
護・回復

15.1 陸域生態系の保全、回
復及び持続可能な利用
15.2 森林の減少阻止、回復

及び植林の増加
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（４） 健康で快適に暮らせる生活環境の形成 

 

◆目指す姿  

○ きれいな空気・清らかな水・安全な土壌・静かな居住環境などが守られ  

た、県民が健康で心地よく暮らせる社会。 

〇 個性豊かで、誇りを持って次の世代に継承することができる美しいまち並

みと景観の保全が進んだ社会。 

 

◆現状・課題 

【大気環境の保全】 

 
（達成局数／測定局数、平成 28 年度） 

局区分 項目 北九州市 福岡市 大牟田市 久留米市 その他 全般 達成率 

一般環境 
大気測定局 

二酸化硫黄 14/14 3/3 6/6 2/2 13/13 38/38 100% 

二酸化窒素 14/14 8/8 5/5 2/2 13/13 42/42 100% 

一酸化炭素 1/1 － 1/1 － － 2/2 100% 

浮遊粒子状物質 14/14 8/8 6/6 4/4 13/13 45/45 100% 

光化学オキシダント 0/14 0/8 0/5 0/4 0/13 0/44 0% 

微小粒子状物質 3/10 2/5 0/2 0/3 6/13 11/33 33% 

自動車排出 
ガス測定局 

二酸化硫黄 － 1/1 － － － 1/1 100% 

二酸化窒素 5/5 8/8 1/1 － 1/1 15/15 100% 

一酸化炭素 5/5 1/1 1/1 － 1/1 8/8 100% 

浮遊粒子状物質 5/5 8/8 1/1 － 1/1 15/15 100% 

光化学オキシダント － 0/1 － － － 0/1 0% 

微小粒子状物質 0/1 2/4 － － 1/1 3/6 50% 

 

・ 二酸化硫黄、一酸化炭素は過去 10 年以上、全測定局で環境基準を達成し

ている状況が継続しています。 
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＜環境基準 0.06ppm以下＞

北九州市（14局）

福岡市 （8局）

大牟田市（4局）

久留米市（2局）

一般局全県平均(37局）
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（ppm）
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＜環境基準 0.06ppm以下＞
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大牟田市（1局）

自排局全県平均（15局）

大気汚染常時監視測定局の環境基準達成状況 

二酸化窒素濃度の推移 
（一般測定局） 

二酸化窒素濃度の推移 
（自動車排ガス測定局） 
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・ 二酸化窒素、浮遊粒子状物質に

ついては都市部を中心に一部で環

境基準を達成していない状況にあ

りましたが、平成 26（2014）年度

以降は全測定局で環境基準を達成

しています。なお、過去 10 年間、

継続測定している局の地域別年平

均値は、いずれも緩やかな改善傾

向が見られます。 

・ 光化学オキシダントは全国のほとんどの測定局で環境基準を達成できな

い状況（平成 28（2016）年度は全国で達成率 0%）が続いており、本県にお

いても全測定局で未達成です。また、平成 28（2016）年 5 月 30 日には本県

で 4 年ぶりに注意報を発令しました。 

・ 微小粒子状物質（PM2.5）とは、大気中に浮遊する粒径が 2.5μm 以下の

粒子状物質です。海外からの流入の影響が大きいため、全国的に環境基準の

達成率は低く、本県でも平成 26 年度まで県内 18 市町 39 測定局において環

境基準は達成していませんでしたが、平成 28（2016）年度は県内 9 市町 14

測定局で環境基準を達成しました。 

・ 光化学オキシダントや微小粒子状物質（PM2.5）に代表される汚染物質の

海外からの移流も問題となっており、その対策が喫緊の課題となっています。 

・ 石綿を含む材料が使用された建築物等が順次耐用年数を迎え、それらの

建築物等の解体工事等が今後全国的に増加することが予測されています。 

  

光化学オキシダントの昼間 0.06ppm を 
超えた時間数割合経年変化 

浮遊粒子状物質濃度の推移 
（一般測定局） 

浮遊粒子状物質濃度の推移 
（自動車排ガス測定局） 
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【水環境の保全】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 福岡県内の公共用水域全体でみると、水質は徐々に改善してきているもの

の、一部の水域では環境基準を達成していません。 

・ 福岡県内の一部の海域では、栄養塩の著しい減少や底質の悪化による生

態系への影響が懸念されており、海域の生態系バランスを考慮した豊かな

海域を目指す取組みが求められています。 

・ 森林の荒廃による水源かん養機能の低下が懸念されています。また、都

市化による雨水の地下浸透の阻害等が健全な水循環に影響を与えていま

す。 

・ 汚水処理をみなし浄化槽（単独浄化槽）やくみ取りにより行っている地域

においては、生活排水が公共用水域に流れ込み、水質汚濁の要因の一つとな

っていることから、下水道の整備や合併浄化槽への転換等を促進する必要が

あります。 

 

【土壌環境の保全】 

・ 福岡県内では、平成 28（2016）年度末現在で、土壌汚染対策法に基づ

く要措置区域が 1 件、形質変更時要届出区域が 19 件指定されています。 

・ 土壌は、物質の循環や生態系維持の要として重要な役割を果たしていま

す。その土壌が有害物質により汚染されると、人の健康に影響を及ぼすと

ともに、農作物の生育阻害等により生活環境に影響を及ぼします。 

・ 福岡県は、平成 27（2015）年度末現在で水道未普及人口が約 30 万 7 千

人と全国最多であり、土壌汚染周辺地区での井戸水飲用によるリスクを低

減することが特に重要です。 
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【化学物質等による環境・健康影響対策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 化学物質排出把握管理促進法（PRTR 法）に基づき、化学物質の排出

量、移動量の把握、公表が行われ、これらを通じ事業者による化学物質の

適正管理が促進されています。 

 

【その他の生活環境の保全】 

・ 自動車交通騒音、新幹線鉄道騒音、航空機騒音については、一部で環境

基準を達成していません。 

・ 悪臭については、工場・事業場から発生する悪臭原因物質の濃度を規制

することで対応を行ってきましたが、近年では身近なサービス業から発生

する悪臭に対する苦情が増加傾向にあり、従来の濃度規制による対応が難

しくなってきています。そのため、住民の被害感と合致し、複合臭や未規

制物質に対応できる臭気指数規制への移行を進めています。 

 

◆施策の方向  

【統合的な対策】 

○公害対策について 

・ 公害防止計画の策定、環境保全協定の締結等により、統合的な環境保

全・公害防止対策を講じるとともに、公害に係る紛争については、福岡県

公害審査会を活用し、紛争の解決を図っていきます。 

・ 低利の融資制度等の財政上の支援制度により県内事業者の環境保全施

設・設備の導入を促進します。 

〇都市計画について 

・ 都市内の限られた土地資源を有効に配分し、環境と調和しながら、活力

のある社会経済活動の場として機能し、県民が快適で幸せを感じながら、

安心して暮らしていくことができる都市計画を進めます。 

福岡県の PRTR 届出排出量、移動量及び事業所数の推移 

6,091

（3.5%）
5,943

（3.6%）

6,093

（3.8%）

6,060

（3.8%）

6,349

（4.1%）

14,847

（6.6%）
14,520

（6.5%）

15,886
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（7.6%）

17,140
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・ 道路・河川などの社会資本の整備に合わせて、美しい景観の保全・形成

を推進します。 

 

【大気環境の保全】 

〇大気環境の常時監視体制の整備 

県内に常時監視測定局を整備して大気汚染物質の測定を行います。 

○大気汚染防止対策 

・ 光化学オキシダント及び PM2.5 については、高濃度時に注意報等を発令

し、県民に注意を呼びかけるとともに、国と連携して発生メカニズムの解

明等に取り組み、最新の知見に基づく正確な情報の普及を推進します。 

・ 大気汚染については、工場・事業場等の監視指導を徹底するとともに、

交通の円滑化、公共交通・自転車の利用促進等の自動車排ガス対策を推進

します。 

・ 大気汚染物質の移流のような国境を越える環境問題の解決のため、国際

環境協力を推進し、アジア地域の環境改善に取り組みます。 

・ 大気汚染防止法に基づく解体現場への立入検査等により、石綿の飛散防

止に取り組みます。 

・ 県の保健環境研究所において、定期的なモニタリング（環境測定）を行

うとともに、大気汚染防止対策に関する課題の解決に向けた研究を推進し

ます。 

 

【水環境の保全】 

〇水環境の監視体制の整備 

水質測定計画に基づき、公共用水域や地下水の常時監視を行います。 

○水質保全対策 

・ 水質汚濁については、工場・事業場の立入検査等により排水水質及び地

下水汚染防止に係る施設構造等についての指導を行います。 

・ 計画的かつ効率的に汚水処理施設を整備するため、福岡県汚水処理構想

（平成 29（2017）年 3 月策定）に基づき、福岡県と市町村が連携して、地

域の特性に応じた下水道や浄化槽など汚水処理施設の整備を促進します。 

・ 下水道が未整備又は整備が困難な地域における生活排水対策のため、県

費補助制度により市町村が実施する計画的かつ効率的な浄化槽整備事業を

支援します。 

・ 多自然工法の採用や透水性舗装の採用、森林整備等により自然が本来持

つ浄化作用や水循環機能の回復を図ります。 

・ 県の保健環境研究所においては、定期的なモニタリング（環境測定）を
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行うとともに、水環境の保全に関する研究を推進します。 

 

【土壌環境の保全】 

○土壌環境の保全 

・ 土壌汚染対策法などの制度に基づき、土壌汚染の状況を的確に把握する

とともに、人の健康被害の防止を目指し、土壌汚染による環境リスクを適

切に管理します。 

・ 鉱業活動（亜鉛製錬）に由来する農用地のカドミウム汚染については、

客土等の汚染対策を継続実施するとともに、カドミウム汚染米の発生抑制

のための湛水管理栽培を指導します。 

 

【化学物質等による環境・健康影響対策】 

・ PRTR 法を適切に運用し、化学物質に関する情報の提供、排出量等の把

握、公表を行います。 

・ ダイオキシン類など有害性が明らかな化学物質等の環境・健康リスクを

適切に管理するため、排出抑制や適正管理・処理を徹底します。 

・ 効率的に農薬を使用し、農作物の病害虫の発生状況を的確に把握し、防

除適期などの情報を関係機関等に提供します。 

 

【その他の生活環境の保全】 

○騒音・振動・悪臭対策 

・ 自動車交通騒音・振動、新幹線鉄道騒音・振動、航空機騒音について

は、管理者等への対策強化の要請等を行っていきます。 

・ 騒音・振動や悪臭については、対策の主体となる市町村の施策に資する

よう、道路騒音などの広域的な対策に取り組みます。 

○ 放射線については、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の規定により、

国によるモニタリングが実施されています。また、県では、原子力規制委

員会原子力規制庁の委託事業や交付金事業により県内９か所に固定型の放

射線測定器（モニタリングポスト）を設置し、常時測定結果に基づき県民

に対する的確な情報の提供に努めます。 

○ 「筑後・佐賀平野地盤沈下防止等対策要綱」対象地域において、地盤変

動の状況を把握し、地盤沈下防止と地下水の保全に努めます。 
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◆重点的に推進するプロジェクト 

安全で快適な生活環境をめざして 

 大気汚染や水質汚濁などの環境の状況を継続的に監視（モニタリング）することは、地域

における環境保全に関する施策や緊急時の措置を適正に実施する上で非常に重要です。 

 福岡県では、現在、大気環境については 60 地点で、水環境については 180 地点で常時監

視（モニタリング）を実施しています。 

 これらの測定結果は、環境基準の適否の判断や光化学オキシダント等の緊急時対策、基本

計画等の施策のための基礎資料としても活用されています。 

さらに、環境放射線については、モニタリング体制の強化を図るとともに、迅速にわかり

やすく情報を提供していきます。 

 県の保健環境研究所では、発生源毎の PM2.5 濃度への寄与割合を評価し、効率的な PM2.5

削減対策を実施できるようにするため、大気シミュレーションモデルの導入を進めていま

す。 

また、水環境については、水生生物の保全を目的とした環境基準も設定されており、生態

系にも配慮した豊かな水環境を目指します。 

県の保健環境研究所では、水環境保全の観点から、ノリ養殖の生産性向上等を目的に、下

水処理場から供給されている窒素やリン等の栄養塩の動きについて調査・研究を行っていま

す。 

        水質調査          下水処理場放流水のサンプリング 

《福岡県からのメッセージ》 

 福岡県では、県民の皆さんが安全で安心して暮らせるよう大気や水の状況等をモニタリ

ングしています。快適な生活環境を保っていくためには、皆さんに環境の状況について関

心をもっていただき、行動していただくことが重要です。 

 いっしょに福岡県の豊かな環境を守り、創造していきましょう！ 

 

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuoka-taiki-env.html 

ふくおかの大気環境サイト 

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuoka-mizu-top-env-2.html 

                    ふくおかの水環境サイト 

http://houshasen.pref.fukuoka.lg.jp/   ふくおか放射線・放射能情報サイト 
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快適な生活環境の実現！きれいな水環境の保全！ 

福岡県汚水処理構想とは、汚水処理施設を効率的で適正に整備するために、各地域に最適

な整備手法と整備区域を定めたものです。各市町村は、地域の特性や住民の意向、人口減少

等の社会情勢の変化を考慮した構想を策定し、県は、それを踏まえ県全体の構想としてとり

まとめを行っています。 

今後は、新たに取りまとめた汚水処理構想に基づいた汚水処理施設の整備により、水環境

の保全に努めていきます。 

 

「福岡県汚水処理構想」（平成 29 年 3 月）の概要 

 

快適な生活環境の実現           きれいな水環境の保全 

 

 

 

 

 

 

《福岡県からのメッセージ》 

生活排水をそのまま流すと、川や海が汚れてしまいます。汚した水をきれいにして自然に

返すことは、私達の役目です。 

「福岡県汚水処理構想」に基づき施設整備を行い、水をきれいにします！ 
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及び土壌汚染対策
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（５）国際環境協力の推進 

 

◆目指す姿 

○ アジア諸地域と構築した人的ネットワークや、福岡県内に蓄積された環

境技術・ノウハウ等を活用し、アジアの環境問題の改善、持続可能な社会の

構築を促進する社会。 

○ NPO や事業者等の民間における国際環境協力が活性化している社会。 

 

◆現状・課題 

 

 

 

国名・地域 

招聘人数（人） 

18 年

度 

19 年

度 

20 年

度 

21 年

度 

22 年

度 

23 年

度 

24 年

度 

25 年

度 

26 年

度 

27 年

度 

28 年

度 
計 

中国 

江蘇省 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 43 

山東省 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 21 

遼寧省 1 1 1 1 1 1 1 2 - - - 9 

小計 7 7 7 7 7 8 6 7 6 6 5 73 

タイ 

バンコク都 2 2 2 2 2 2 3 8 6 9 2 40 

中央政府 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 25 

地方政府 - - - - - - - - - - 5 5 

ベトナム ハノイ市 2 - 2 3 2 4 2 2 4 2 2 25 

インド デリー準州 1 - 1 1 - - 1 2 2 1 1 10 

マレーシア 中央政府 1 - - - - - - - - - - 1 

小計 8 4 7 8 6 8 8 14 14 14 15 106 

総計 15 11 14 15 13 16 14 21 20 20 20 179 

 

・ アジア諸地域では、近年の著しい経済発展と都市化に伴う大気汚染や

廃棄物などによる環境問題が一層深刻化しています。本県は、ベトナ

国際環境協力事業の相手先とその状況 

国際環境人材育成事業への参加者数 
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ム・ハノイ市、中国・江蘇省、タイ・バンコク都及びタイ・中央政府と

環境協力協定を締結し、福岡方式による最終処分場の整備や環境人材育

成研修を実施しています。これらアジアの諸地域からは、これまでの本

県の環境協力の実績を評価した上で、新たな課題を解決するためのより

高度な環境改善技術、地域住民の意識啓発に関する支援が求められてい

ます。 

・ 平成 5（1993）年度から九州北部３県（福岡県、佐賀県、長崎県）及

び山口県の日本側４県と韓国南岸１市３道（釜山広域市、全羅南道、慶

尚南道、済州特別自治道）で日韓海峡沿岸環境技術交流事業を実施して

います。 

 

◆施策の方向 

【環境技術・ノウハウを活用した国際協力の推進】 

〇アジア諸地域との環境協力の推進 

・ 本県と環境協力協定を締結した地域などの中核行政官を対象に、大気 

汚染、廃棄物処理などニーズに応じた研修を本県で実施することによ

り、人的ネットワークを充実強化します。また環境協力事業を通じて蓄

積した知見を活用し、人材育成、環境技術の交流、環境教育の普及支援

を行い、これらの地域の環境改善に貢献します。 

・ 一部機能が北九州市に移転した国の環境調査研修所を活用し、今後、  

本県や北九州市の特色を活かした国際環境研修等を国や関係機関と連携

して実施するなど、アジアの環境人材育成に努めてまいります。 

【民間国際環境協力の促進】 

〇県内環境関連企業の海外展開に対する支援 

・ 本県の先進的な環境技術を活かして、環境を軸とした産業の国際競争 

力を強化するため、グリーンイノベーションの新たな創造をさらに推し

進め、アジアの活力を取り込み、アジアから世界に向けて展開する「グ

リーンアジア国際戦略総合特区」を推進します。 

・ 福岡アジアビジネスセンターによるセミナーの開催や個別コンサルテ 

ィング、福岡県海外事務所との連携による現地情報の提供や現地の商慣

習等のアドバイスを通じて、環境関連企業を含む県内中小企業の海外展

開を支援します。 

○国連ハビタット福岡本部との連携 

本県が、福岡市や地元経済界とともに支援している国連ハビタット福

岡本部は、アジア太平洋地域で居住環境等の改善事業を行い、国際環境

協力を推進します。  
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◆重点的に推進するプロジェクト 

アジア諸地域との国際環境協力 

アジア自治体間環境協力推進事業（福岡県） 

福岡県では、アジア諸地域の環境問題の解決に貢献するため、過去の公害を克服する

過程で蓄積してきた環境技術やノウハウを活用して、アジア諸地域への環境協力を推進

しています。本県は、環境分野における人材育成、技術交流、産業交流などを骨子とす

る環境協力協定を、ベトナム・ハノイ市、中国・江蘇省、タイ・バンコク都、タイ・中

央政府と締結しています。 

○国際環境人材育成事業 

平成 18（2006）年度から、協定締結地域を中心にアジア諸地域の環境施策に携わる

中核行政官を招き、研修を行っています。平成 28（2016）年度までに 179 人の研修員

が参加しており、今後も人材の育成とネットワークの構築に取り組みます。 

○国際環境協力事業 

研修などを通して構築したネットワークを活用し、大気環境改善や福岡方式廃棄物処

分場の整備など、これまでに引き続き、様々な環境協力事業を進めていきます。 

 

  

大気環境改善のための技術協力 

（江蘇省） 

 

福岡方式廃棄物処分場の整備支援 

（（ハノイ市、タイ・シーキウ市） 

 

小学校での環境教育普及支援 

（バンコク都） 

北九州市の国際環境協力事業 

産業公害を克服する過程で培われた環境保全技術等を、同様の問題に苦しんでいる

開発途上国に役立ててもらおうと、昭和 50 年代中頃から他の自治体に先駆けて、環

境国際協力を推進しています。 

大連市環境モデル地区整備計画事業（中国・大連市）において環境行政、環境モニ

タリング、下水処理、工場のクリーナープロダクションの分野で協力を行いました。

その他にも環境教育事業（フィリピン・セブ市）や生ごみ堆肥化事業（タイ・バンコ

ク都、インドネシア・スラバヤ市）、循環型社会形成分野（中国・天津、蘇州、青島）、

上下水道処理技術分野（ベトナム・ハイフォン市、カンボジア・プノンペン都）等で

協力を実施してきました。 
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福岡市の国際環境協力事業 

福岡大学と共同でアジア太平洋地域を中心に、平成 10（2008）年から研修生の受

け入れや海外へ技術者を派遣し、埋立場の改善など国際環境技術協力を行っていま

す。 

築上町の国際環境協力事業 

JICA 九州の協力のもとベトナムのダナン市においてし尿の液肥化及び利用システ

ムの技術移転、作物の液肥栽培の指導に取り組んでいます。 

 

民間団体の国際環境協力事業 

○公益財団法人 北九州国際技術協力協会（KITA)  

    持続的な発展のため、産業発展と環境保全の調和をめざした国際技術協力を、  

北九州地域の 300 以上の産・官・学諸機関の支援のもと、広く国内外の関係各所機関

と効果的な連携を図りながら推進しています。具体的には、国際研修、専門家派遣、

コンサルティング、調査研究、国際親善交流など、多彩な活動を実施しています。 

○特定非営利活動法人 田主丸町緑の応援団 

   田主丸町で盛んな植木生産の技術を砂漠緑化に役立てるため、中国内モンゴル自治

区クブチ砂漠においてポプラの植樹活動を行っています。平成 8（1996）年から派遣

している植樹ボランティアの延べ参加者数は 372 名、植林本数は 16,676 本に達して

います。 

○公益財団法人 オイスカ （西日本研修センター） 

世界の 36 の国と地域に組織を持ち、国連経済社会理事会諮問資格（ジェネラル）

の資格を有し、日本に本部を置く国際NGOとして活動中のオイスカは昭和36（1961）

年に創立されました。福岡では昭和 43（1968）年より西日本研修センター（福岡市

早良区）を設立し、環境保全型の持続可能な農業研修を中心に、開発途上地域（25 ヶ

国）より 1400 名以上の人材を受け入れリーダー育成の研修を行っています。日本で

の研修を受けた OB 達が率先して、36 ヶ国、約 5000 校の学校で「子どもの森計画」

（各国の学校単位で近隣の緑化活動）を実施。壊れゆく地球環境の保全活動を展開し

ています。西日本研修センターでは、本来の研修事業のほか、小学校高学年～高校生

までが参加する海外研修生との国際交流を始め、農業や環境教育などの自然を活かし

た独自の体験学習を行う「地球体験村」事業や、国連が制定した「グリーンウエーブ

事業」にも参加し地域の環境保全活動も実施しています。 

〇ペシャワール会 

アフガニスタン東部において医療、灌漑用水路建設、農業事業を実施するＰＭＳ

(Peace medical Service Japan 平和医療団・日本)を支援しています。 

ペシャワール会は昭和 58（1983）年、福岡出身の中村哲医師のパキスタンのペシ

ャワールでの医療活動を支援する目的で結成され、平成 3（1991）年にはアフガニス
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タン東部山岳地区のダラエヌールに診療所を開設、平成 10（1998）年にはペシャワ

ールに両国での医療の拠点となる PMS 基地病院を建設しました。 

平成 12（2000）年からはアフガニスタンを襲った干ばつ対策として水源確保事業

(飲料用井戸掘削、カレーズの復旧。作業地 1600 カ所以上)を開始しました。平成 14

（2002）年にアフガニスタンの復興のための緑の大地計画をたて、平成 15（2003）

年 3 月クナール河水系を利用した農業灌漑用水路建設に着手しました。この用水路は

日本の伝統工法である蛇籠工、柳枝工が採用され、取水口は朝倉市の山田堰を参考に

作られました。平成 22（2010）年 3 月には全長 25 キロの用水路が最終地点ガンベリ

沙漠に到達しました。ガンベリ沙漠には現在試験農場が開かれ、乾燥に強い農作物の

研究をはじめ、果樹栽培、畜産の復興等が進められています。PMS のプロジェクトに

よって、これまで 16,000ｈａの沙漠化した土地が灌漑されて農耕が可能になり、約 65

万人が生活できるようになりました。 

現在は新規用水路建設と並行して既存の用水路の復旧維持管理、また排水路整備に

も取り組んでいます。 

医療事業では、平成 21（2009）年に治安悪化に伴い PMS 基地病院は現地に委譲さ

れましたが、アフガニスタン東部のダラエヌール診療所は継続しており、総診療数は

年間約 43,000 人（平成 28（2016）年度）に達し、地域住民の信頼を得ています。 

《福岡県からのメッセージ》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡県は、アジアの環境改善に貢献します！ 
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13.2 気候変動対策

17.7 開発途上国への技

術の移転
17.16 開発途上国へのお

持続可能な開発目標達成
支援
17.17 パートナーシップ

を奨励・推進

12.a 持続可能な消費・生産形態に関する国際協力

効果

効果

11.6 大気の質及び廃棄物の管

理

SDGsターゲット関連図

効果

効果
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（６） 経済・社会のグリーン化とグリーンイノベーションの推進 

 

◆目指す姿  

〇 事業者が環境配慮型商品・サービスの開発・普及に努め、県民一人ひと

りが、環境に配慮した商品を日常的に使用している経済・社会のグリーン

化が進んだ社会。 

〇 環境負荷の低減に寄与する産業が発展し、新たな価値の創出や社会シス

テムの変革などグリーンイノベーションが進んだ社会。 

〇 環境負荷低減努力が利益に結び付き、環境関連産業が基幹産業の一つと

なっている社会。 

    

◆現状・課題 

・ マイバッグキャンペーン参加店舗数は伸び悩んでおり、その理由として

は、参加実績のある同じ業態の店舗への参加呼びかけとなっていたことが挙

げられます。今後は、参加実績のない店舗、業態からの参加店舗数の増加に

向けた取組みが必要です。  

 

  H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 Ｈ28 

参加店舗数 2,142 2,075 2,061 2,103 2,170 2,196 2,494 2,637 2,576 

削減枚数（万枚） 1,969 2,450 1,985 2,099 1,887 2,224 2,816 3,036 2,679 
 

・ 持続可能な社会を構築するため、製品やサービスを購入する際に、環境

への負荷ができるだけ少ない製品やサービスを選ぶ「グリーン購入」の促進

が重要となっています。 

県では、企業、消費者団体、行政等で構成される「九州グリーン購入ネ

ットワーク」に参画し、グリーン購入の取組み拡大を目的としたセミナーの

開催、地域のエコ商品の紹介、環境学習への支援や教材開発などの普及啓発

活動を行っています。 

また、県自ら「福岡県環境物品等調達方針」を作成し、全機関を挙げて

環境に配慮した物品の購入に取り組んでいます。調達率 100％を目標に掲げ

る 16 分類 193 品目については、平成 27（2015）年度調達率 99.9%を達成

しており、今後も目標達成に向けて取り組んでいきます。 

 ・ 国内の環境産業の市場規模は、金融危機の影響により、平成 21（2009）

年に一時的に落ち込みましたが、長期的には拡大傾向にあります。分野別で

は「地球温暖化対策分野」が規模の増加に寄与しています。雇用規模も、拡

大傾向にあります。分野別では「廃棄物処理・資源有効利用分野」が最も大

マイバッグキャンペーン参加店舗数の推移 
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きく、市場規模全体と同様に「地球温暖化対策分野」の伸びが大きくなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 本県には、低燃費車をはじめ生産プロセスを効率化する産業用ロボット、

家電や鉄道など様々な機器の電力消費を抑えるパワー半導体等省エネルギ

ー・省資源型の製品を生産する産業が集積しています。 

・ さらに、北九州市と大牟田市がエコタウン事業の承認を受けており、 

環境関連産業の集積基盤が整備されています。 

北九州エコタウンには、家電や自動車、蛍光管のリサイクルなど様々なリ

サイクル企業が立地するとともに、アジアをはじめとする国際的な環境技

術・ビジネス拠点としての取組みが進められています。（平成 29（2017）年

３月時点で 27 企業が立地） 

大牟田エコタウンでは、大牟田リサイクル発電所がサーマルリサイク 
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ルを行っているほか、紙おむつやレアメタルなどのリサイクル関連産業が立

地しています。（平成 29（2017）年３月時点で 15 企業が立地） 

 
 

 

・ 福岡県リサイクル総

合研究事業化センタ

ーでは、産学官民によ

るリサイクル技術や社

会システムの事業化を

支援しており、図に示

すように実用化事業に

よる廃棄物の削減や経

済効果が生み出されて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

◆施策の方向 

【経済・社会のグリーン化の推進】 

〇環境配慮型ビジネススタイルの普及～事業所における取組み～ 

・ 調達、製造、運搬、販売、廃棄物処理など事業活動の各段階において、

地球環境、物質循環、生物多様性などの視点から環境負荷の低減に取り組

  北九州市 大牟田市 
 

承認年月 平成９（1997）年７月 平成 10（1998）年７月 
 

場 所 北九州市全域 健老町・新開町地区 
 

特 色 

 西日本有数の港湾機能や鉄道・道

路網が整備されていること、企業等に

環境関連技術が蓄積されていることな

どから、アジアを視野に入れた広域・

国際的な環境産業拠点となることを目

指している。 

 有明海沿岸道路や三池港の活用、

環有明海地域との連携により、農業、

水産業地域と石炭化学技術の融合を

図ることで、主として生活密着型のリサ

イクル産業を推進している。 

 

立地企業数 

(H29.3時点) 
27 15 

 

エコタウン事業の概要 
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む企業を支援します。 

・ 電気やガス、自動車燃料使用量の削減などに取り組む事業所を「エコ事

業所」として登録し、その活動を支援します。 

・ 製品やサービスを購入する際に、環境への負荷ができるだけ少ないもの

を選んで購入するグリーン購入に関する普及啓発を進め、環境負荷低減に

資する製品・サービスの調達を促進します。 

・ 再生資源を原材料とし、一定の基準を満たす製品に対し、県が認定を行

う建設資材対象の「福岡県リサイクル製品認定制度」及び生活関連用品対

象の「福岡県県産リサイクル製品認定制度」について、その利用を促進し

ていきます。 

・ 「福岡県公共工事生物多様性配慮指針」を策定し、生物多様性を保全す

るための配慮すべき視点などを明確に示し、県が実施する公共工事が、よ

り生物多様性に配慮したものとなるよう、取組みを進めていきます。 

〇環境配慮型ライフスタイルの普及～家庭における取組み～ 

・ 電気やガス、水道、ガソリン使用量などの削減に取り組む世帯を応援す

るエコファミリー応援事業やエコクッキング等を体験する３Ｒ探検隊、

こどもエコクラブなど、県民参加型の事業を進めることにより、環境配

慮型のライフスタイルの普及啓発を進めます。 

・ マイバッグキャンペーンについては、今まで本キャンペーンに参加いた

だいている店舗への引き続き参加を呼びかけることはもとより、今まで

参加実績のない店舗、業態に対する参加呼びかけ、県民に対する本キャ

ンペーンの広報活動を強化することにより、更なる参加店舗数の増加及

び県民の意識醸成を図ります。  

〇環境負荷低減に寄与する産業の育成と環境関連産業の集積 

・ 北九州市及び大牟田市のエコタウンにおける、それぞれの地域の持つ 

ポテンシャルを活かした、環境・リサイクル産業の集積を支援します。 

・ 本県の先進的な環境技術を活かして、環境を軸とした産業の国際競争 

力を強化するため、グリーンイノベーションの新たな創造をさらに推し進

め、アジアの活力を取り込み、アジアから世界に向けて展開する「グリー

ンアジア国際戦略総合特区」を推進します。（再掲） 

・ エネルギー効率が高く、消費電力を抑えることができる有機 EL の普及

のため、九州大学で開発され世界から注目を集める新たな有機 EL 材料の

実用化支援、県内企業の参入促進に取り組みます。 

・ 低利の融資制度等の財政上の支援策により県内事業者の環境保全施設 

設備の導入を促進します。 

・ 再生可能エネルギーの導入促進等に役立つ情報の提供や、再生可能エ 
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ネルギーに関する製品や技術等を紹介する技術展の開催等を通じてビジ

ネスチャンスを拡大することにより、再生可能エネルギー関連産業を育

成・支援します。 

・ 水素エネルギー分野については、燃料電池自動車や家庭用燃料電池の 

普及を促進するとともに、新たな水素・燃料電池の用途拡大を図ることで

関連産業の市場を形成し、県内企業の当分野への参入を進めます。また、

再生可能エネルギー由来の水素が利活用される社会の早期実現に向けた

取組みを推進します。 

〇環境に配慮した農林水産業の振興 

・ 農業分野においては、農薬の適正使用、減農薬・減化学肥料栽培、バイ

オマスの活用など環境に配慮した農業を推進するとともに、省エネルギー

化や再生可能エネルギーの導入により、農業生産現場におけるエネルギー

自給率の向上を図ります。 

・ 漁業分野においては、省エネルギー型の漁業を普及拡大することにより、

経営の低コスト化・環境負荷低減を図るとともに、資源管理型漁業等によ

り、生態系に配慮した持続可能な漁業を推進します。 

・ 林業分野においては、森林の持つ多面的機能の持続的な発揮に向けて、

健全な森林づくりを推進します。 

・ 農山漁村の豊富な資源をバイオマス発電や小水力発電等の再生可能エネ

ルギーとして活用し、農林漁業経営の改善や地域への利益還元を進め、農

山漁村の活性化を図ります。 

〇 税制のグリーン化  

・ 環境関連税制度を設け、企業や消費者が、より環境負荷の少ない技術  

や商品を選択するような各種取組みを推進します。 

・ 森林を健全な状態で次世代へ引き継ぐため、森林環境税を活用し、森  

林の再生や県民参加による森林づくり活動などを推進します。 

・ 産業廃棄物の焼却施設又は最終処分場への搬入に対して課税する産業 

廃棄物税を活用し、循環型社会の構築に向けた各種取組みを推進します。 

・ 不動産取得税を免除することにより、グリーンアジア国際戦略総合特区

において事業を行う企業を支援します。 

・ 自動車環境対策として、環境負荷の大きな自動車の税率を重くし、一方

で環境負荷の小さな自動車の税率を軽くする、自動車税のグリーン化の

取組みを推進します。 

 

【グリーンイノベーションの推進】 

○ 保健環境研究所、工業技術センター、農林業総合試験場及び水産海洋技
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術センター等の県の試験研究機関と事業者等との連携体制を強化し、環境

関連技術の実用化を促進し、更なる環境負荷の低減を図ります。 

○事業者における技術開発の支援 

・ 福岡県リサイクル総合研究事業化センターにおいて、廃棄物の特性に応 

じて、リサイクル技術や分別回収等の社会システムの研究開発を推進する

とともに、北九州、大牟田のエコタウンと連携して、研究開発支援や研究

成果を活用した企業進出を進めます。 

・ 地域産業・経済の活性化に貢献する、新規性・創造性に富んだ水素エネ

ルギー関連製品の開発支援を進めます。 
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◆重点的に推進するプロジェクト 

環境配慮型製品の開発・生産拠点の構築を目指して 

平成 23（2011）年 12 月、本県は北九州市、福岡市とともに、「グリーンアジア国際戦

略総合特区」の指定を受けました。 

本県は、我が国においてアジアに最も近い大都市圏であり、古くからの交流の歴史と

緊密なネットワークを有しています。また、高度成長期の公害問題を克服した技術やノ

ウハウがあり、環境に優しい低燃費車や生産プロセスの効率化を図る産業用ロボット、

家電製品等の電力消費を抑えるパワー半導体など、環境に関わる先端技術や産業の集積

があります。 

本特区は、これらの強みを活かして、環境を軸とした産業の国際競争力を強化し、ア

ジアから世界に展開する産業拠点の構築を図り、アジアの資源問題や環境問題の解決に

も貢献し、アジアとともに発展することを目指しています。 

国による税制・金融面の支援に加え、県による企業立地促進交付金の上乗せや不動産

取得税の課税免除、両政令市による固定資産税の課税免除など様々な施策を講じて、企

業の設備投資を支援してきました。 

これらの取組みにより、平成 28（2016）年度までに多くの企業が特区制度を活用し、

1,700 億円を超える設備投資が行われています。 

引き続き、環境を軸とした産業拠点の形成に向けた取組みを進めていきます。 

 

 

 

低燃費車    産業用ロボット     パワー半導体     次世代有機 EL 

 

《福岡県からのメッセージ》  

本県の産業の活性化を図る上で、経済発展の著しいアジアは大きなマーケットである

と同時に、持続可能な発展のためには、環境負荷の低減は欠かせないものです。 

 経済成長と環境の調和を目指した新しいビジネスモデルを構築していきます。 

 

 

 

 

 

【環境性能に優れた製品を開発・生産し、アジアから世界に展開】 
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水素エネルギー社会の実現に向けた福岡県の取組み 

 福岡県では、オールジャパンの産学官が一体となった「福岡水素エネルギー戦略会議」を中核と

して、水素製造、輸送・貯蔵から利用まで一貫した研究開発、水素に関する幅広い知識と技術を有

する人材の育成、水素・燃料電池の普及拡大など、環境にやさしい水素エネルギー社会の実現に向

けた総合的な取組みを推進しています。 

 

 燃料電池自動車（FCV）の普及 

産学官一体となって設立した「ふくおか FCV クラブ」を核に、FCV の普及と水素ステーショ

ンの整備を一体的に推進しています。 

 水素エネルギーの実用化･産業化に向けた支援 

県内に整備した世界最先端の試験設備を備えた「九州大学水素材料先端科学研究センター

（HYDROGENIUS）」や、世界最高性能の試験設備を備えた国内唯一の水素関連製品試験施

設「水素エネルギー製品研究試験センター（HyTReC）」などを活用して、水素エネルギー製

品の安全かつ低コストな開発を支援しています。 

 新たな利用用途の拡大 

フォークリフト、スクーター、業務･産業用燃料電池など、燃料電池の新たな利用用途の拡大

を推進しています。 

 

今後も継続して、水素エネルギー社会の実現に向け、取り組んでいきます。 

 
福岡県庁水素ステーション               HYDROGENIUS                       HyTReC 

 

《福岡県からのメッセージ》 

 省エネルギー、環境負荷低減、エネルギーセキュリティの向上に繋がる、水素エネルギーの普及

拡大を図っていきます。 
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リサイクルシステムの普及を目指して 

 循環型社会の構築のためには、リサイクル技術開発と併せて、資源回収体制やリサイ

クル製品販路開拓に係る課題を解決し、新たなリサイクルシステムを社会に定着させる

ことが必要です。 

 福岡県リサイクル総合研究事業化センターでは、産学官民からなる共同プロジェクト

での研究開発により、これまでに 29 件のリサイクル技術・システムを実用化しました。

以下に実用化したテーマのうち、２例を示します。 

○ 消火器用消火薬剤からの液体肥料開発 

 使用期限を過ぎて回収された ABC 消火器の中の消火薬剤は、全国で毎年数百トン以上

が廃棄物として処理されています。本研究では、消火薬剤の主成分（リン化合物、ほと

んどを輸入に頼っている）が肥料成分と同一であることに着目し、消火薬剤を化学的に

処理することで、液体肥料を低コストで大量生産する技術の開発に成功しました。この

液体肥料を販売したところ、使用農家から好評を得ました。 

○ 醤油粕を原料とした天然ヒト型セラミドの生産技術の確立 

 福岡県は全国有数の醤油生産地であり、醤油製造時に排出される醤油粕は、家畜用飼

料としての活用が主でした。本研究では、醤油粕から保湿機能を持つ化粧品素材として

付加価値の高い天然ヒト型セラミドを抽出する技術を確立し、さらにアルコールを含ん

だ抽出後の醤油粕も従来同様に飼料として利用できることが確認できました。この天然

ヒト型セラミドを使用した化粧品は既に商品化・販売されています。 

  

廃棄される消火器        抽出したセラミドを用いた商品 

 

福岡県リサイクル総合研究事業化センターでは、今後も引き続き、産学官民の連携によ

り課題解決に取り組んでいきます。 

 

《福岡県からのメッセージ》 

福岡県リサイクル総合研究事業化センターでは、安全性・有用性・事業採算性などを

考慮したリサイクルを支援しています。 

一緒に新たなリサイクルシステムの構築を目指しましょう！ 
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（７）持続可能な社会を実現するための地域づくり・人づくり 

 

◆目指す姿  

〇 県民誰もが環境負荷の少ない行動を心がけ実践している、持続可能な暮ら

しやすい地域。  

〇 個々に行われていた環境教育・環境学習等が有機的につながり、地域に根

差した環境保全の取組みのネットワークが成熟した社会。 

〇 ニーズに応じた環境関連情報が行き渡り、各主体が積極的に地域課題解決

に向け連携している社会。 

〇 経済・社会活動が「環境」をキーワードにして動き、豊かな環境を持続的

に利用できている県民幸福度日本一の福岡県。 

 

◆現状・課題 

・ 地域づくり・人づくりは、低炭素社会の推進、循環型社会の推進、自然共

生社会の推進等環境に関する様々な課題を解決し、持続可能な社会を実現し

ていくための分野横断的な施策です。 

・ 持続可能な社会を実現するためには、環境教育を通じて、地域の課題につ

いて考え、解決に向けて行動する力を育むような人づくりとそれらの行動を

地域に根差したものにしていく地域づくりが必要です。 

・ 環境問題は社会や経済と密接なつながりを持っており、環境教育や環境保

全活動に、社会や経済との関わりを盛り込むことが必要です。 

・ 教育基本法では、教育の目標の一つとして、「生命を尊び、自然を大切に

し、環境の保全に寄与する態度を養うこと」を規定しており、環境教育の推

進は非常に重要です。 

・  「持続可能な開発のための教育」（ESD（Education for Sustainable 

Development:持続可能な開発のための教育））は、平成 27（2015）年に国

連サミットにおいて採択された SDGs（持続可能な開発目標）の中でも、「持

続可能な開発のための教育を通して、全ての学習者が持続可能な開発を促進

するために必要な知識及び技術を習得できるようにする」というターゲット

の一つとして、設定されています。 

・平成 24(2012)年に施行された「消費者教育の推進に関する法律」に、環境

教育に関する施策との有機的な連携を図る配慮が求められています。 

・ 「環境の日」（6 月 5 日）がある６月を「環境月間」としています。環境

月間に合わせて啓発活動を実施し、環境保全の意識啓発を図っています. 

・ 効果的な地域づくり・人づくりを進めるためには、県民、NPO、事業者、
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行政等がそれぞれの情報や

ネットワークを持ち寄り、

連携をより一層強化し、社

会全体として推進していく

ことが望まれます。 

・ 本県では、事業者、県民、

NPO 等が主体的に地域の

課題解決に参加する機運を

高めていくため、NPO 等の活動基盤強化、NPO 等と事業者・行政との協働

の推進に取り組んでいます。 

・ 県民、事業者及び行政が一体となって福岡県の望ましい環境を創出し、 

地域における環境の取組みを通じて地球環境の保全に貢献するため、福岡県

環境県民会議を設置しています。 

・ 平成 25（2013）年度から、各福岡県保健福祉環境事務所が、管内の市町

村や地域の地球温暖化防止活動推進員、NPO 等と連携して地域環境協議会

を設置し、英彦山シカ防護ネットの補修作業など地域の特性に合わせた環境

保全事業を行っています。 

・ 平成 28（2016）年度は、

県内で 86 クラブ、2,682 名の

子どもたちが、こどもエコク

ラブに登録し、自主的な環境

保全活動を行っています。登

録者数は近年増加傾向にあ

ります。  

・ 本県における NPO 法人数は、平成 29（2017）年３月末現在で、1,804 法

人です。特定非営利活動促進法の施行(平成 10（2008）年 12 月)以来、認証

団体数は着実に増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 環境保全以外の活動を行う法人を含む 
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◆施策の方向 

【地域資源を活かした魅力ある地域づくりの推進】 

○県民、NPO、事業者等の各主体が行う自主的な取組みへの支援  

・ 県及び市町村は、地域における取組みが継続したものとなるよう、様々

な地域団体との連携に努め、新たな担い手の育成、地域の魅力向上等に向

けた地域の活力を強化します。 

・ 農山村民泊や農業を体験する「朝倉型グリーンツーリズム」、筑後地域

の豊かな自然、文化、歴史などを学ぶ「ちくご子どもキャンパス」などに

取り組み、地域住民、NPO や地域づくり団体、大学、事業者などが連携

した魅力ある地域づくり・人づくりを推進します。 

○各主体の情報提供、連携等のネットワーク構築 

・  持続可能な、暮らしやすい地域の形成のため、家庭・学校・地域・職

場等あらゆる場所で、あらゆる主体がいつでも環境教育・環境学習、環境

保全活動に取り組めるよう、情報・ツール・人材・機会等の提供に努めま

す。 

・ NPO、事業者や行政等様々な立場の主体が情報交換を行い、相互の理

解を深めるとともに、マッチングの場を設けることで、協働を促進しま

す。 

○環境に関する観光ブランドの推進 

・ 豊かな自然に恵まれ、環境問題に長年の経験と技術を持つ、北九州市や

大牟田市と連携して、環境に焦点を当てた観光ブランドの推進に取り組み

ます。 

 

【環境を考えて行動する人づくりの推進】 

〇「持続可能な開発のための教育（ESD）」の推進 

・ 環境教育・環境学習の内容に社会や経済との関わりを盛り込み、持続可

能な社会に向けた取組みを促進します。 

・ 環境に配慮した生活・事業活動を浸透させるため、学校、地域、職場

等における環境教育・環境学習を推進し、ライフスタイル・事業活動の転

換を促進します。 

・ 幼稚園、小・中学校及び高校等の学校現場や社会教育現場において、

自主的に学習が可能なワークシートや環境教育副読本を活用するなど、

身近な環境とのかかわりや、環境に関する現代社会の諸課題について学

習する機会を充実します。 

・ 県内の社会教育施設において、関係団体と連携し、環境保全や環境再

生、環境ボランティア養成など様々な研修の機会を提供することによ
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り、社会教育の場における環境教育の充実に努めます。 

○人づくりを支える拠点・場の整備 

・ 福岡県環境県民会議の活用等により、県民、事業者及び行政が一体とな

って地域における環境の取組みを広げ、豊かな環境の保全・創出に貢献し

ていきます。 

・ こどもエコクラブ事業や青少年アンビシャス運動を通じて、子どもたち

が地域の中で自主的に取り組む環境学習・保全活動や自然体験活動を広げ

ていきます。 

・ 自然体験活動を通じた環境に関する理解を促進するため、自然とのふれ

あいや自然学習が可能な施設の整備運営と活用に努めます。 

○人づくりを支える人材・機会等の提供 

・ ふくおか環境マイスターや「3R の達人」の派遣など、環境教育に係る

人材を派遣する制度を活用し、地域や学校における環境教育の推進を図

ります。 

・ 省エネルギー型のライフスタイルやビジネススタイルへの転換を促すた

め省エネに取り組む家庭を支援する「エコファミリー応援事業」や省エネ

に取り組む事業所を支援する「エコ事業所応援事業」などの施策に取り組

みます。 

・ 懇談会や懇親会時の食べ残しを減らす「食べ残しを無くそう 30・10 運

動」やマイバッグキャンペーンなど、ごみの減量化に向けた普及啓発活動

を進めていきます。 

・ 生活排水や水生生物に係る啓発資材の作成・配布や児童生徒への環境

教育など、水辺環境保全への意識を高めるための取組みを推進します。 
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◆重点的に推進するプロジェクト 

農村民泊で“ほどよい田舎”体験 

福岡県では、15 の広域地域振興圏域ごとに県と市町村による推進体制を整備し、市

町村域を超えた広域的な観点から、観光、文化、教育など地域の特性を踏まえた「広域

連携プロジェクト」を展開しています。 

その取組みの一つとして、県内有数の農業地帯である朝倉圏域（朝倉市、筑前町、

東峰村）では、農村民泊等の“ほどよい田舎”体験による都市と農村の交流を推進し

ています。   

平成 23 年度に事業を開始し、これまで県内外の小中学校の教育旅行や海外からの

ホームステイ等 1,600 名を超える方を受入れ、「里山の魅力」を体感していただいてい

ます。 

今後も、自然や歴史をはじめとした地域の特性を活かし、都市部からの交流人口の

拡大を図るなど、広域的な観点からの地域振興を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《福岡県からのメッセージ》 

「自然の恵み」「生活の知恵」など里山の魅力は、次世代につなげていく財産です。

プロジェクトを通じ、都市部と農村部との交流を進めていくことで、里山の魅力に共

鳴する地域内外の人々を増加させ、ひいては定住人口の増加につなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

野菜収穫体験の様子 

教育旅行誘致用ガイドブック 
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4.7

知識及び技能の習得

8.9 持続可能な観

光業の促進

12.8 ライフスタイルに関する啓発

効果

効果

効果

15.1 生態系サービスの回復
と持続可能な利用の確保
15.4  山地生態系の保全

5.5 平等なリーダーシップの

機会の確保

SDGsターゲット関連図

効果

効果
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子どものころから体験活動を！ 

 地球温暖化や外来種問題など複雑、多様化する環境問題を解決するためには、子ど

ものうちから、環境問題に関心を持ち環境問題に対する正しい理解と認識のもと、環

境保全活動に積極的に参加することが重要です。 

福岡県の取組み 

 福岡県では、自然体験活動などを通じ、子どもたちに環境問題について考える機会

を提供する取組みを行っています。 

 「こどもエコクラブ」では活動を支援するため、県内のこどもエコクラブを対象に、

環境学習会や環境関連施設の見学会を実施しています。 

また、平成 25（2017）年度より、県内 6 カ所にある福岡県保健福祉環境事務所に、

「地域環境協議会」を設置し、NPO 等や地球温暖化防止活動推進員と連携して、各地

域の特性に合わせた環境保全プロジェクトを実施しています。 

 例えば、京築地域では地域の高校生や中学生と一緒に広谷湿原の希少野生生物の観

察会や湿原再生のためのかきおこし作業を、南筑後地域では地域の高校と協働した絶

滅危惧種アサザの保全活動を行っています。 

その他にも、社会教育施設において、自然体験やごみ拾い、災害で電気や水道が使

えない状況を体験して環境の大切さを学ぶなどのプログラムを実施しています。 

 例えば、県立少年自然の家「玄海の家」では、海をフィールドとした砂浜ハンティ

ングや海浜クリーン作戦など様々な体験活動を通して、環境に対する関心とボランテ

ィアマインドを育てています。 

 

 

 

 

 
 

自然工作体験       生きもの探検隊      海浜クリーン作戦 

   （こどもエコクラブ）              （地域環境協議会）      （県立少年自然の家「玄海の家」） 

 

保育園における取組み 

幼児期における環境教育の取組みは、その後の人間形成に大きく左右されるため、

注目されているところです。青葉保育園や青葉桐の花保育園、大和保育所、青葉はる

まち保育園では、日々の保育の中で自然に触れて感性を育てる環境教育の一環として、

ふくおか環境マイスターなど様々な専門分野の方からの講話や体験学習を実践してい

ます。 
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企業における取組み 

イオンでは、店舗近隣の子どもたちに、地域の日常生活に根ざした環境学習や体験

の場を提供する「イオン チアーズクラブ」活動を実施しています。活動テーマは毎年

変わり、店舗の従業員がサポートしながら、様々な活動を行っています。毎年春に１

年間の学習成果を壁新聞にまとめて発表する地区大会を開催し、上位に入賞したクラ

ブは全国大会に参加し、他の地域から集まったメンバーとの交流や学習成果の共有に

より、多様な価値観への理解が深まり、子どもの成長につながっています。 

 

市町村における取組み 

 上毛町では、閉校後の校舎を地域の活動拠点、または地域と都市とを結ぶ交流拠点

施設として活用しています。施設では、地域の魅力ある資源を活かして、夏休みに子

どもを対象とした里山や川遊びを中心とした体験活動のほか、「田んぼの学校」として、

田植えや稲刈りの体験、ビオトープを活用した生きもの観察など多くの自然体験のメ

ニューを実施しています。また、地元食材や野草を使用した豊かな里山の恵みあふれ

る食事を提供しています。 

このように、学校、家庭、地域が一体となって、環境保全に取り組む地域づくり・

人づくりを進めています。 

 

《福岡県からのメッセージ》 

子どもたちが自然活動を積み重ね、自然の素晴らしさや自然を大切にする心を育むこ

とは大変重要です。 

そのために県では企業、市町村、地域の住民の方々、NPO 等と連携し、子どもたちの

自然体験活動の支援を行いながら、自然体験の指導者の育成に努めていきます。 

 皆さんも福岡県の恵まれた豊かな自然を未来に残していくために、今何ができるか

考え、環境にやさしい行動を心掛けていきましょう。 
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4.7 知識及び技能の習得

8.9 持続可能

な観光業の促
進

13.2 気

候変動
対策

12.3 食品ロスの削減
12.6 企業に対する情報の提供
12.8 ライフスタイルに関する啓発

効果

効
果

11.3 持続可能な都市化

の促進

効果
15.9 

生物多様性の価値
の国家及び地方戦
略に掲載

5.5 平等なリーダーシップの機会

の確保

SDGsターゲット関連図

効果

効果
効果

効
果
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第４章 推進体制・進行管理 

 

（ １ ） 推 進 体 制  

・福岡県における総合的な計画推進 
PDCAサイクルによる継続的な改善を図るため、庁内協議機関である福岡県環

境対策協議会（会長：副知事、委員：各部長及び教育長）を活用し、全庁的な
進捗状況・問題点等の共有を行い計画の推進を図るとともに、必要に応じて施
策の見直し・強化等を検討します。 

 
・県民、事業者、行政など各主体との連携による計画推進 

県民団体、事業者団体、行政が参加する福岡県環境県民会議を活用し、各主
体の活動テーマに反映させ、県民・事業者・行政が一体となって計画の推進を
図ります。 

 
・地域連携による計画推進 

各福岡県保健福祉環境事務所に設置されている地域環境協議会を活用し、地
域が一体となって計画の推進を図ります。 

市町村等と連携した取組み、本環境総合ビジョンや環境に関する情報発信、
コミュニケーションを積極的に実施し、地域における計画の推進を図ります。 

 
・広域連携による計画推進 

大気汚染物質の移流や海岸漂着物対策など、県域や国境を越えた環境問題に
対処するため、必要に応じ、関係自治体や他国自治体との連携、国への働きか
け等を行い計画の推進を図ります。 

 

 

（２）進 行 管 理  

・進捗状況の点検及び公表 
指標の動向やその要因、施策の実施状況などについて点検を行い、福岡県環

境対策協議会及び福岡県環境審議会に報告するとともに、計画の進捗状況につ
いてとりまとめを行い、環境白書により公表します。 

 
・環境の状況変化に応じた計画の見直し等 

環境の状況変化、国内外の環境政策の動向及び次期福岡県総合計画策定の議
論などを踏まえ、必要に応じて計画期間中であっても見直しを行います。 
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環境総合ビジョン指標一覧 

 

柱 指標項目 
目標 

（平成 34 年度） 
現状 備考 

低 炭 素 社 会

の 推 進 

家庭（世帯当たり）にお

けるエネルギー消費量 

27GJ／世帯 

（34 年度） 

29GJ／世帯 

（26 年度） 

現状値の 7%減を目指

す。 

事業所（床面積当たり）

におけるエネルギー消

費量 

0.83GJ／m2 

（34 年度） 

0.88GJ／m2 

（26 年度） 
現状値の 6%減を目指

す。 

再生可能エネルギー導

入容量 

230 万 kW 

（33 年度）※ 

192 万 kW 

（28 年度） 

27 年度（173 万 kW）の

30％増を目指す。 

公共建築物等における

木材利用量 

10,000m3 

（33 年度）※ 

7,603m3 

（28 年度） 

27 年度（8,737 m3）の

約 15%増を目指す。 

循 環 型 社 会

の 推 進 

リサイクル技術の実用

化件数 

累計 41 件 

（34 年度） 

累計 29 件 

（28 年度） 
年間 2 件増を目指す。 

一般廃棄物最終処分量  191 千トン以下 

（32 年度）※ 

188 千トン 

（27 年度） 

26 年度（196 千トン）

の 2%減を目指す。 

産業廃棄物最終処分量  648 千トン以下 

（32 年度）※ 

584 千トン 

（26 年度） 

25 年度（629 千トン）

+3%以内への抑制を目

指す。 

自 然 共 生 社

会 の 推 進 

生物多様性地域戦略策

定市町村数 

6 市町村 

（34 年度） 

4 市町村 

（28 年度） 

5 年間で 2 市町村の増加

を目指す。 

希少野生生物ホームペ

ージへのアクセス件数 

132,000 件 

（34 年度） 

120,020 件 

（28 年度） 
10％増を目指す。 

農地等の保全に取り組

む面積 

40,000ha 

（33 年度）※ 

39,056ha 

（27 年度） 

国の「新たな土地改良長

期計画」における目標

（32 年度：5 割）に基づ

き、55%を目指す。 

健 康 で 快 適

に 暮 ら せ る

生 活 環 境 の

形 成 

景観計画による規制・誘

導が行われている市町

村数 

30 市町村 

（34 年度） 

23 市町村 

（28 年度） 

国が策定した「明日の日

本を支える観光ﾋﾞｼﾞｮﾝ」

における目標(H32 年度

に全国の半数の市町村

で策定)に基づき、県内

市町村の半数の策定を

目指す。 

環境基準の達成率〔大

気、水、ダイオキシン

（DXN）類、騒音〕 

環境基準の達成率向

上・維持を図る 

（34 年度） 

大気(SPM,NO2：

100％) 

水質(BOD、COD：

85.6％) 

DXN 類（大気、公共

用水域水質、公共用

水域底質、地下水、

環境基準の達成率の向

上・維持を図る。 
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土壌：100％） 

 

騒音（航空機 80.0%、

新幹線 68.9%、自動

車 96.6%） 

（28 年度） 

国 際 環 境 協

力 の 推 進 

国際環境協力の案件数  累計 19 件 

（34 年度） 

累計 7 件 

（28 年度） 

年平均 2 件の増加を目

指す。 

国際環境協力に係る研

修参加者数  

累計 263 人 

（34 年度） 

累計 179 人 

（28 年度） 

年 14 人の増加を目指

す。 

経 済 社 会 の

グ リ ー ン 化

と グ リ ー ン

イ ノ ベ ー シ

ョ ン の 推 進 

特区制度を活用して設

備投資を行った企業数 

累計 200 社 

（33 年度） 

累計 105 社 

（28 年度） 

27 年度実績（累計 77 社）

から年間 20 社増を目指

す。 

エコタウン（北九州市及

び大牟田市）事業に関わ

る事業数 

42 事業 

（34 年度） 

42 事業 

（28 年度） 維持を図る。 

福岡県の試験研究機関

における環境関連技術

の開発件数 

累計 97 件 

（34 年度） 

累計 54 件 

（28 年度） 年間 7 件増を目指す。  

持 続 可 能 な 

社 会 を 実 現 

す る た め の 

地 域 づ く

り・人づくり 

福岡県環境ウェブサイ

トアクセス数 

900,000 件 

（34 年度） 

816,093 件 

（28 年度） 
約 10%の増加を目指す。 

こどもエコクラブ市町

村事務局登録数 

30 市町村 

（34 年度） 

13 市 

（28 年度） 

市町村数の 50%の登録

を目指す。 

環境講座・環境イベント

等の開催数 

2,013 件以上 

（34 年度） 

2,013 件 

（28 年度） 
増加を目指す。 

※ 当該年度までに目標を見直す。 

 

上記の客観的指標に加え、環境に関する満足度等に関するアンケート調査を実施する。 
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参考資料 

１ 福岡県環境総合ビジョンと福岡県総合計画、SDGs との関連 

 

 別紙 

 

 

あらゆる場所で、

あらゆる形態の貧

困に終止符を打つ 

 

飢餓に終止符を打

ち、食料の安定確

保と栄養状態の改

善を達成するとと

もに、持続可能な

農業を推進する 

 

あらゆる年齢のす

べての人々の健康

的な生活を確保

し、福祉を推進す

る 

 

すべての人々に包

摂的かつ公平で質

の高い教育を提供

し、 生涯学習の

機会を促進する 

 

ジェンダーの平等

を達成し、すべて

の女性と女児のエ

ンパワーメントを

図る 

 

すべての人々に水

と衛生へのアクセ

スと持続可能な管

理を確保する 

 

すべての人々に手

ごろで信頼でき、

持続可能かつ近代

的なエネルギーへ

のアクセスを確保

する 

 

すべての人々のた

めの持続的、包摂

的かつ持続可能な

経済成長、生産的

な完全雇用および

ディーセント・ワ

ークを推進する 



86 

 

 

レジリエントなイ

ンフラを整備し、

包摂的で持続可能

な産業化を推進す

るとともに、イノ

ベーションの拡大

を図る 

 

国内および国家間

の不平等を是正す

る 

 

都市と人間の居住

地を包摂的、安

全、レジリエント

かつ持続可能にす

る 

 

持続可能な消費と

生産のパターンを

確保する 

 

気候変動とその影

響に立ち向かうた

め、緊急対策を取

る 

 

海洋と海洋資源を

持続可能な開発に

向けて保全し、持

続可能な形で利用

する 

 

陸上生態系の保

護、回復および持

続可能な利用の推

進、森林の持続可

能な管理、砂漠化

への対処、土地劣

化の阻止および逆

転、ならびに生物

多様性損失の阻止

を図る 

 

持続可能な開発に

向けて平和で包摂

的な社会を推進

し、すべての人々

に司法へのアクセ

スを提供するとと

もに、あらゆるレ

ベルにおいて効果

的で責任ある包摂

的な制度を構築す

る 

持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・

パートナーシップを活性化する 
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２ 計画の策定経過 

平成 28 年 12 月～29 年 5

月 

各種アンケート調査 

平成 29 年 1 月 20 日 福岡県環境審議会 諮問 

     4 月 環境総合ビジョン専門委員会設置 

     4 月 25 日 福岡県環境審議会環境総合ビジョン専門委員会 

     5 月 30 日 環境総合ビジョンワーキング会議 

     7 月 25 日 福岡県環境審議会環境総合ビジョン専門委員会 

     9 月 4 日 福岡県環境審議会環境総合ビジョン専門委員会 

     10 月 24 日 福岡県環境審議会 

 答申案報告 

 福岡県環境対策協議会 

 答申案に対する市町村意見照会 

 答申案に対する意見公募 

 福岡県環境審議会環境総合ビジョン専門委員会 

 福岡県環境審議会 

 答申案審議 

 福岡県環境審議会答申 
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３ 福岡県環境審議会委員等名簿 

１．福岡県環境審議会委員名簿  

（平成 29 年 9 月 1 日現在：50 音順・敬称略） 

氏名 職名 

浅野 直人 ※会長 福岡大学名誉教授 

新井 憲一 九州経済産業局資源エネルギー環境部長 

池山 喜美子 （公社）全国消費生活相談員協会九州支部副支部長 

糸井 龍一 九州大学名誉教授 

伊藤 洋 北九州市立大学国際環境工学部教授 

井上 眞理 九州大学名誉教授 

井上 善博 原鶴温泉旅館協同組合組合長 

岩熊 志保 まほろば自然学校代表 

尾本 章 九州大学大学院芸術工学研究院教授 

門上 希和夫 北九州市立大学環境技術研究所特命教授 

河邊 政恵 福岡経済同友会会員 

木下 幸子 福岡県地域婦人会連絡協議会会長 

小平 卓 九州地方整備局企画部長 

阪口 由美 西日本新聞社編集局社会部デスク 

佐々木 重行 (一社)福岡県猟友会事務局長 

佐藤 しのぶ 九州工業大学大学院工学研究院准教授 

下條 龍二 九州農政局生産部長 

髙橋 雅成 福岡県議会議員 

岳 康宏 福岡県議会議員 

田中 昭代 九州大学大学院医学研究院講師 

田中 久也 福岡県議会議員 

筒井 直樹 第七管区海上保安本部警備救難部長 

堤 かなめ 福岡県議会議員 

永松 愛子 日本野鳥の会福岡支部副支部長 

野田 稔子 福岡県議会議員 

野原 隆士 福岡県議会議員 

馬場 稔 北九州市立自然史・歴史博物館学芸員 

久留 百合子 (株)ビスネット代表取締役 

藤田 直子 九州大学大学院芸術工学研究院准教授 

藤野 善久 産業医科大学医学部准教授 

安田 美佐子 ＪＡ福岡県女性協議会副会長 
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柳瀬 龍二 福岡大学環境保全センター教授兼センター長 

山﨑 惟義 福岡大学名誉教授 

吉野 隆二郎 弁護士 

渡邊 公一郎 九州大学大学院工学研究院教授 

 

 

２．福岡県環境審議会環境総合ビジョン専門委員会委員名簿  

 （平成 29 年 4 月 1 日現在：50 音順・敬称略） 

氏名 職名 

◎浅野 直人 ※委員

長 

福岡大学名誉教授 

伊藤 洋 北九州市立大学国際環境工学部教授 

井上 眞理 九州大学名誉教授 

岩熊 志保 まほろば自然学校代表 

佐藤 しのぶ 九州工業大学大学院工学研究院准教授 

馬奈木 俊介 九州大学大学院工学研究院教授 

 

 

３．福岡県環境総合ビジョンワーキング会議 

職名 

福岡県環境部環境政策課長  ※議長 

福岡県企画・地域振興部総合政策課 企画監 

福岡県農林水産部農林水産政策課 企画広報監 

福岡県県土整備部企画交通課 企画広報監 

福岡県建築都市部建築都市総務課 企画広報監 

福岡県筑紫保健福祉環境事務所 環境長 

福岡県保健環境研究所 環境科学部長 

北九州市環境局環境政策部 総務課長 

福岡市環境局環境政策部 環境政策課長 

久留米市環境部 環境政策推進課長 

飯塚市市民環境部 環境整備課長 
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４．福岡県環境対策協議会委員名簿 

職名 

副知事  ※会長 

総務部長 

企画・地域振興部長 

県民生活・人づくり部長 

保健医療介護部長 

福祉労働部長 

環境部長 

商工部長 

農林水産部長 

県土整備部長 

建築都市部長 

教育長 
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４ 福岡県環境総合基本計画（第三次）の総括 

 

 第三次福岡県環境総合基本計画（H25（2013）～H29（2017））における施

策の進捗状況 

柱１ 低炭素社会の構築 

■ 指標の進捗状況 

指標項目 計画策定時 最終年度目標値 現状値 

温室効果ガス 

排出量 

5,965 万トン 

（平成 22 年度） 

新たな「福岡県

地球温暖化対策

実行計画」（平成

29 年 3 月策定）

において、平成

42 年度の温室効

果ガス排出量を

平成 25 年度比

26%削減する目標

を設定。 

6,251 万トン 

(平成 26 年度) 

 

※平成 26 年度排

出量は、平成 25

年度比 2.2%減 

 

再生可能エネル

ギー発電設備の 

導入容量 

350,055Kw 

（平成 23 年度） 

647,000kW 

（平成 29 年度） 

1,919,646kW 

（平成 28 年度） 

荒廃森林の 

再生面積 

9,895ha 

（平成 23 年度） 

29,000ha 

（平成 29 年度） 

23,794ha 

（平成 28 年度） 

 

■ 主な成果 

・  平成 26（2014）年度の温室効果ガス排出量は 6,251 万トンであり、京都

議定書の基準年である平成 2（1990）年度比では 2.1％増加しています。前

年度比では 2.2％の減少となっています。 

・ 近年の温室効果ガス排出量の傾向を見ると、東日本大震災後の電力の排出

係数の悪化（原子力発電所停止による火力発電所の稼働増によって発電時に

発生する二酸化炭素が増加）などの影響で増加傾向でしたが、平成

25(2013)年度以降は、電力消費量の減少や排出係数の改善などにより減少傾

向となっています。 

・ 一方、電力の排出係数の影響を受けないエネルギー消費量は、省エネ技術

の進歩や東日本大震災以降の省エネ意識の高まりにより減少傾向にあり、平

成 26(2014)年度の家庭（世帯当たり）、業務（床面積当たり）のエネルギー
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消費量は、平成 2（1990）年度比でそれぞれ 15.0％減、25.9％減となってお

り、着実に減少しています。 

  平成 29（2017）年 3 月に、パリ協定（平成 27（2015）年 12 月採択）や

国の地球温暖化対策計画（平成 28（2016）年 5 月策定）を踏まえ、福岡県

地球温暖化対策実行計画を策定しています。同計画においては、「平成 42

（2030）年度における福岡県の温室効果ガス排出量を平成 25（2013）年度

比 26％削減する」ことを目標としており、家庭や事業所における省エネ対

策などを推進するとともに、気候変動による被害を最小化あるいは回避する

ための適応策に取り組むこととしています。 

・  再生可能エネルギー発電設備の導入容量が増加するなど、多様な低炭素            

型エネルギーの活用が進んでいます。 

・ 県下約１万基の信号機のうち、約９割が LED 信号機となるなど、省エネ

ルギーの街づくりに向けて取組みが進んでいます。 

 

■ 県政モニターアンケート結果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「再生可能エネルギーを活用していること」は、満足度が比較的高くなっており、

取組みの成果を一定程度評価されているものの、省エネルギーの取組みの満足

度は 25 年度より低下しています。ただし、エネルギー消費量は減少傾向にある

にも関わらす、満足度が低下しており、正確な情報の普及を推進する必要があり

※ 県政モニターアンケート調査は、18 歳以上の県政モニター300 名を対象に毎年実施。 

 17～18 の環境に係る各分野の選択肢より、満足している項目及び満足していない項目

を複数選択。  
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ます。 省エネルギーに関する取組みについては、「第 3 章 施策の展開方向（１）

低炭素社会の推進」（○～○頁）に掲載しています。 
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柱２ 循環型社会の構築 

■ 指標の進捗状況 

指標項目 計画策定時 最終年度目標値 現状値 

一 般 廃 棄 物 の 総

排出量、再生利用

率 

1,848 千トン 

24％ 

（平成 22 年度） 

1,734 千トン 

25％ 

（平成 27 年度） 

1,846 千トン 

22% 

(平成 27 年度) 

 

産 業 廃 棄 物 の 総

排出量、再生利用

率 

10,689 千トン 

54％ 

（平成 22 年度） 

14,454 千トン 

61％ 

（平成 27 年度） 

15,315 千トン 

51％ 

（平成 26 年度） 

リサイクル技術 

の実用化件数 

（累積件数） 

20 件 

（平成 23 年度） 

29 件以上 

（平成 29 年度） 

29 件 

(平成 28 年度) 

 

■ 主な成果 

 一般廃棄物の総排出量は微減にとどまっています。これは、人口増加や GDP

の増加等によるものですが、一人一日当たりの排出量については約７％減少

しています。 

 一般廃棄物の再生利用率は微減となっています。これは、民間事業者におけ

るリサイクルが拡大したことによるものです。 

 平成 28 年３月に福岡県廃棄物処理計画を改定し、同計画においては一般廃

棄物最終処分量の減少を目標としています。 

 一般廃棄物最終処分量は、減少傾向にあり、平成 22 年度では 204 千トンで

したが、平成 27 年度時点で 188 千トンまで減少しています。 

 産業廃棄物の総排出量は増加していますが、これは平成 25 年度から汚泥の

重量を脱水前に統一したことにより、総排出量が増加したためです。 

 産業廃棄物の再生利用率は微減となっております。これは、資源化率の低い

汚泥の構成比が増加したことによるものです。汚泥を除いた再生利用率は

90％となっています。 

 平成 28 年３月に福岡県廃棄物処理計画を改定し、同計画においては産業廃

棄物最終処分量の抑制を目標としています。 

 産業廃棄物最終処分量は、減少傾向にあり、平成 22 年度では 804 千トンで

したが、平成 26 年度時点で 584 千トンまで減少しています。 

・ 平成 28(2016)年の熊本地震の際には、熊本県からの支援要請に応じて、災

害廃棄物処理の支援を行いました。 
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・ 「福岡県リサイクル総合研究事業化センター」において、産学官民の連携の

もと、廃棄物の特性に応じたリサイクル技術の開発・実用化を促進し、平成

28(2016)年度末までに 29 件の実用化を達成しました。 

・ 平成 29（2017）年７月の九州北部豪雨の際には、可燃ごみや家財等の災害

廃棄物について、県内自治体及び廃棄物関係事業者団体の協力によって広域

処理を行いました。大量に生じた流木についても、国及び関係自治体と連携し

処理を進めています。 

・ 建設資材を対象とした「福岡県リサイクル製品認定制度」において、これま

で 426 製品を認定し、県が発注する公共工事において優先利用しています。

また、平成 27（2015）年に、生活関連用品を対象とした「福岡県県産リサイ

クル製品認定制度」を創設し、17 製品認定しています。 

 

■ 県政モニターアンケート結果より 

 

 

 

   

 
「リサイクルが行われていること」は満足度が比較的高くなっており、取組みの

成果を一定程度評価されているものの、「資源が無駄遣いされていること」に対

する不満足度は高くなっています。 

 資源の有効利用に関する取組みについては、「第 3 章 施策の展開方向（2）循

環型社会の推進」（○～○頁）に掲載しています。 

  

※ 県政モニターアンケート調査は、18 歳以上の県政モニター300 名を対象に毎年実施。 

 17～18 の環境に係る各分野の選択肢より、満足している項目及び満足していない項目

を複数選択。  
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柱３ 自然共生社会の構築  

■ 指標の進捗状況 

指標項目 計画策定時 最終年度目標値 現状値 

福 岡 県 の 希 少 野

生 生 物 ウ ェ ブ サ

イトアクセス数 

 

78,727 回 

（平成 23 年度） 

 

86,600 回 

（平成 29 年度） 

 

120,020 回 

（平成 28 年度） 

多 自 然 川 づ く り

の整備状況 

29 か所、9 河川 

（平成 23 年度） 

継続して推進す

る 

（平成 29 年度） 

31 か所、9 河川 

（平成 28 年度） 

荒廃森林の 

再生面積（再掲） 

9,895ha 

(平成 23 年度) 

29,000ha 

（平成 29 年度） 

23,794ha 

（平成 28 年度） 

 

 

■ 主な成果 

 平成 25（2013）年 3 月に「福岡県生物多様性戦略」を策定し、生物多様

性の保全と持続可能な利用に関する施策を全庁横断的に進めています。 

 福岡県希少野生生物ウェブサイトアクセス数は、目標を上回り、自然共生

社会の構築に向け、啓発効果を上げています。 

 英彦山及び犬ヶ岳では、増加したシカの食害や生育環境の変化により多く

の絶滅危惧植物が個体数を減らしており、絶滅を回避するため、30 種類の

種子の保存を行いました。また、防護柵を設置するとともに、シカの捕獲

を開始し、シカによる食害防止を図っています。 

 森林環境税を活用し、荒廃した森林の再生に取組み、平成 28（2016）年

度末で 23,794ha の荒廃森林について、間伐等の森林整備を行いました。

また、松くい虫被害対策に取組み、民有林の被害量は、近年ピークとなっ

た平成 24（2012）年度に比べ、平成 28（2016）年度は約２割まで減少し

ました。 
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■ 県政モニターアンケート結果より 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「身近な自然と触れ合える」の項目は、満足度が比較的高くなっており、本県の

豊かな自然への評価が高いことがうかがえます。一方、豊かな自然を将来に引き

継いでいくために必要な取組みや社会経済活動については、10％台に止まって

おり、今後、豊かな自然の恵みを享受するだけではなく、次世代に受け継いでい

くための取組みが必要です。 

 豊かな自然の恵みを次世代に受け継ぐための取組みについては、「第 3 章 施

策の展開方向（3）自然共生社会の推進」（○～○頁）に掲載しています。 

  

※ 県政モニターアンケート調査は、18 歳以上の県政モニター300 名を対象に毎年実施。 

 17～18 の環境に係る各分野の選択肢より、満足している項目及び満足していない項目

を複数選択。  
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柱４ 健康で快適に暮らせる生活環境の確保 

■ 指標の進捗状況 

指標項目 計画策定時 
最終年度目標

値 
現状値 

環 境 基 準 の

達 成 率 （ 大

気、水、ダイ

オキシン類、

騒音） 

大気(SPM,NO2)  48.6% 

水(BOD,COD)   78.3％ 

ダイオキシン類   100％ 

騒音(自動車騒音) 91.1％  

（平成 23 年度） 

 

環境基準の達

成・維持を図

る 

(平成 29 年度) 

大気   100% 

水    85.6% 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 100% 

騒音   94.6% 

(平成 28 年度)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

地 域 固 有 の

自 然 環 境 や

心 地 よ い 環

境 を 楽 し む

こ と が で き

る場所の数 

快適な環境スポット 30

選、棚田百選等 50 か所 

（平成 23 年度） 

増加を目指す

（平成 29 年

度） 

53 か所 

(平成 28 年度) 

 

■ 主な成果 

  平成 27（2015）年 2 月に、県域に設置している既存の大気常時監視測定

局の空白地域に測定局を 4 局増設し、大気状況の監視を強化しました。 

  平成 29（2017）年 3 月に「福岡県汚水処理構想」を策定し、下水道、集

落排水、浄化槽等の整備を進めています。 

  監視指導体制の強化として、問題が長期化している事案の解決のため平成

25（2013）年に監視指導課内に廃棄物適正処理推進室を設置したことに加

え、平成 27(2015)年 4 月には廃棄物対策専門監の職を設置しました。さら

に、安定型最終処分場に対する定期的な掘削調査を平成 25（2013）年度か

ら開始し、平成 28（2016）年度からは、不法投棄場所と関連情報を市町村

等と共有する「不法投棄マッピングシステム」や、事業者への指導履歴や許

可情報、県外から搬入される廃棄物の情報等を一元化した「福岡県産業廃棄

物情報管理・監視指導システム」の運用を開始しました。 

  平成 27（2015）年 10 月に改定した「福岡県都市計画基本方針」に基づ

き、持続可能な都市づくりを進めています。 
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■ 県政モニターアンケート結果より 

 

 

 

 

 

 「ごみが正しく管理・処理されている安全・安心な状況」の項目は、満足度が

比較的高くなっています。一方、空気や空の状況については、満足度が低くなっ

ています。大気の指標の進捗状況については、計画期間当初値より、かなり改善

しているにも関わらす、県民の満足度が低いため、今後はより正確な情報提供を

行っていく必要があります。 

 この大気環境保全に関する取組みについては、「第 3 章 施策の展開方向（4）

健康で快適に暮らせる生活環境の形成」（○～○頁）に掲載しています。 

  

※ 県政モニターアンケート調査は、18 歳以上の県政モニター300 名を対象に毎年実施。 

 17～18 の環境に係る各分野の選択肢より、満足している項目及び満足していない項目

を複数選択。  
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柱５ 国際環境協力の推進 

■ 指標の進捗状況 

指標項目 計画策定時 
最終年度目標

値 
現状値 

自 治 体 間 の 環 境

協 力 協 定 の 締 結

数 

3 か所 

（平成 23 年度） 

4 か所 

（平成 29 年

度） 

4 か所 

（平成 28 年度） 

国 際 環 境 人 材 育

成事業参加者数 

84 人 

（平成 23 年度） 

164 人以上 

（平成 29 年

度） 

179 人 

(平成 28 年度) 

 

■ 主な成果 

 平成 28（2016）年 8 月、環境分野での協力関係の強化を図るため、タイ中

央政府（天然資源環境省公害対策局）と環境協力協定を締結しました。 

 平成 18（2006）年度から、アジア諸地域から環境政策に携わる職員を招聘

し、本県の環境技術やノウハウを伝える国際環境人材育成事業を実施して

います。平成 28（2016）年度までに 179 人の研修員を受け入れました。 

 研修等で構築したネットワークを活用し、友好提携地域等との間で福岡方

式処分場の整備や環境教育の支援など、様々な環境協力プロジェクトを進

めています。 
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柱６ よりよい環境を実現するための地域づくり・人づく 
   り 
 
■ 指標の進捗状況 

指標項目 計画策定時 
最終年度目標

値 
現状値 

エコトン認知度 10.4％  

（平成 23 年度） 

増加を目指す 

（平成 29 年

度） 

21.5% 

(平成 28 年度) 

 

福 岡 県 環 境 ウ ェ

ブ サ イ ト ア ク セ

ス数 

421,738 回 

（平成 23 年度） 

464,000 回 

（平成 29 年

度） 

546,506 回 

(平成 28 年度) 

 

環境講座・環境イ

ベ ン ト 等 の 開 催

数 

1,805 回 

  （平成 23 年

度） 

1,925 回 

（平成 29 年

度） 

2,817 回 

(平成 28 年度) 

 

各 福 岡 県 保 健 福

祉 環 境 事 務 所 地

域 環 境 協 議 会 に

お け る 事 業 実 施

数（累積実施数） 

‐ 
増加を目指す 

（平成 29 年

度） 

12 回 

(平成 28 年度) 

 

■ 主な成果 

 各福岡県保健福祉環境事務所に設置する地域環境協議会では、下表のよう

な地域の特性に合わせた環境保全プロジェクト等を実施し、よりよい環境

を実現するための地域づくりに貢献しています。 

地域 プロジェクト名 内容 

筑紫 自然体験活動 
環境保全活動を行う団体等と協働し、体験活動を行い、自然環

境保全への関心を高める。 

宗像・

遠賀 

自然とともに生き

ていく人材育成プ

ロジェクト イン 

テビカ 

福津市手光ビオトープにおいて、自然観察会、田植え・稲刈り

体験等を行い、環境活動の担い手を育成する。 

嘉穂・

鞍手 

生きものにぎわい

の森づくり in 英彦

山 

植生調査、シカ防護ネットの補修作業によるレンゲツツジの

保全を通じて、環境教育資源として活用できる場をつくる。 

北筑後 
三沢ビオトーププ

ロジェクト 

里山の多様な生き物を保全するとともに、環境保全活動を実

施し、環境活動の担い手を育成する。 
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南筑後 
八女高校と連携し

たアサザ保全 

八女高校と協働した観察会や系統栽培を通じ、絶滅危惧種ア

サザの保全活動を行う。 

京築 

平尾台広谷湿原観

察会・再生事業・リ

ーダー育成事業 

広谷湿原の希少生物の観察会や湿原再生のためのかき起こし

作業を実施する。 

■ 県政モニターアンケート結果より 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「地域づくり・人づくり」に関するいずれの項目も、満足度及び不満足度は低

い数値で推移しており、他の環境に係る問題に比べ、関心が高くないことがうか

がえます。今後は、身近にできる環境保全の取組みに関する情報など県民が求め

ている環境情報を、さらにわかりやすく発信していくことにより、県民が環境に

対して、関心が持て、行動につなげていけるように、「地域づくり・人づくり」

を進めていきたいと考えています。 

 「地域づくり・人づくり」に関する取組みについては、「第 3 章 施策の展開

方向（7）持続可能な社会を実現するための地域づくり・人づくり」（○～○頁）

に掲載しています。 

   

 

 

  

※ 県政モニターアンケート調査は、18 歳以上の県政モニター300 名を対象に毎年実施。 

 17～18 の環境に係る各分野の選択肢より、満足している項目及び満足していない項目

を複数選択。  
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柱７ 環境負荷を低減する技術・産業の振興 
 
■ 指標の進捗状況 

指標項目 計画策定時 
最終年度目標

値 
現状値 

リサイクル技術

の実用化件数（再

掲） 

20 件  

（平成 23 年度） 

29 件以上 

（平成 29 年

度） 

29 件 

(平成 28 年度) 

福岡県の試験研

究機関における

環境関連技術の

開発件数 

18 件 

（平成 23 年度） 

増加を目指す

（平成 29 年

度） 

54 件 

（平成 28 年度） 

再生可能エネル

ギ－発電設備の

導入容量（再掲） 

350,055kW 

（平成 23 年度） 

647,000kW 

（平成 29 年

度） 

1,919,646kW 

（平成 28 年度） 

減農薬・減化学肥

料栽培面積 
3,544ha 

（平成 23 年度） 

4,500ha 以上 

（平成 29 年

度） 

4,701ha 

(平成 28 年度) 

 

■ 主な成果 

 ・「福岡県リサイクル総合研究事業化センター」において、産学官民の連携の

もと、廃棄物の適正に応じたリサイクル技術の開発・実用化を促進し、平成

28(2016)年度末までに 29 件の実用化を達成しました。 

 グリーンイノベーションの新たな創造を推し進めることにより、アジアとと

もに成長することを目指す、「グリーンアジア国際戦略総合特区」の取組み

が進展し、1,700 億円を超える設備投資が行われました。 

 燃料電池自動車（FCV）の普及と水素ステーションの整備を一体的に推進し

たことにより、県内には、県公用車３台、全国初となるタクシー５台を含め、

80 台を超える FCV が走行し、水素ステーションは、西日本初となる県庁敷

地内を含め 10 か所が開設しています。 

 ふくおかエコ農産物認証制度の取組み推進や環境保全型農業直接支払交付

金の活用を一体的に推進したことにより、野菜等での取組み面積が増加した

ため、減農薬・減化学肥料栽培面積は目標達成しています。 
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■ 県政モニターアンケート結果より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「環境負荷を低減する技術・産業の振興」のいずれの項目も、満足度及び不満

足度は低い数値で推移しており、他の環境に係る問題に比べ、関心が高くないこ

とがうかがえます。 

 技術・産業というと日常生活と関わりが小さくなるように捉えられ、そのため

関心が低くなったと推察できます。第四次計画では、第６の柱は「経済・社会の

グリーン化とグリーンイノベーションの推進」とし、社会全体を環境に配慮した

ものとする経済・社会のグリーン化とグリーンイノベーションを進めるために、

家庭や職場でできる取組みについても施策を進めていきます。 

 これらの取組みについては、「第 3 章 施策の展開方向 （6）経済社会のグリ

ーン化とグリーンイノベーション」（○～○頁）に掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

  

※ 県政モニターアンケート調査は、18 歳以上の県政モニター300 名を対象に毎年実施。 

 17～18 の環境に係る各分野の選択肢より、満足している項目及び満足していない項目

を複数選択。  
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※ 県政モニターアンケートについて 

 

 ・ 県政モニターのグラフは、25年度～28年度の推移を表していますが、

登録していただいているモニターは毎年度変わっています。 

 ・ 三次計画期間において、成果があがっているにも関わらず、アンケート

調査では満足が得られていない項目があります（省エネ、リサイクルや空

気や空の項目）。これらについては、正しい情報が県民に届いていない可

能性がある。また、内閣府や環境省の調査で、全国的にも以前と比べ、環

境に関する関心は低くなっており、今後、県民への情報提供や普及啓発に

取り組んでいく必要があります。 
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県政モニターアンケート 

福岡県の環境について 

 

※ 福岡県環境総合ビジョンとは 

福岡県の環境行政の基本的な方向性を示すとともに、豊かで安全・安心な環境を将来

世代に引き継いでいくため、県民、事業者、行政など、すべての主体が環境に関し考え

行動する際の指針となるものです。 

 詳しくは下記をご覧ください。 

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/env-vision2013.html 

 

問 毎年６月は環境について考える環境月間であり、県でも街頭キャンペーンなど 

を行っていますが、６月が環境月間であることを知っていますか。 

次の中から 1 つだけ選んで、別添の回答票に番号を記入してください。 

 

１ 知っている 

２ 知らない 

 

問 福岡県のマスコットキャラクターのエコトン（※）を知っていますか。 

   次の中から 1 つだけ選んで、別添の回答票に番号を記入してください。 

 

１ 名前等は知らないが、見たことがある 

２ 知っている 

３ 知らない 

 

 

【調査の目的】 

福岡県の環境のマスタープランである「福岡県環境総合ビジョン（第三次福岡県環

境総合基本計画）」（※）では、県民の皆さんと一緒に目指す１０年後の姿を「豊かな

環境が支える県民幸福度日本一の福岡県～環境と調和し成長する社会を未来へ～」と

設定し、進捗管理のために、主要な環境基準の達成率等の１８の数値指標を設定して

います。 

これらの数値指標に加えて、環境に関する実感を把握するため、県政モニターの皆

さんの御意見をお聴きし、今後の施策の参考とさせていただきます。  

（環境部 環境政策課）  
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問  あなたが普段生活している身の回りの環境について、現在、満足しているのは 

    どのようなところですか。 

次の中から該当するものをすべて選んで、別添の回答票に番号を記入してください。 

 

１ 省エネルギーの取組みが行われ、家庭や会社でエネルギーが効率よく使われ 

  ていること 

２ 太陽光や風力などの再生可能エネルギーが活用されていること 

３ モノや資源が大切に使われ、ごみが少なく資源の無駄遣いがないこと 

４ 環境に負荷をかけず、安全・安心な、資源を有効活用するリサイクルが行われてい

ること 

５ 豊かな自然の恵み、生物の多様性を活かす社会経済活動が行われていること 

６ 希少な動植物を守る取組みや里山保全活動などの地域の豊かな自然環境を将 

   来に引き継いでいく取組みが活発に行われていること 

７ 空気や空が汚染されていない安全・安心な状況 

８ 水が汚染されていない安全・安心な状況 

９ ごみが正しく管理・処理されている安全・安心な状況 

10 住まいの周りの静かさや清潔さ 

11 身近な自然(海、山、雑木林、川、野鳥など)とふれあえること 

12 誰もが環境の大切さを意識し、日々の生活や事業活動の中で環境に配慮した 

 行動が実践されていること 

13 地域（自治会やサークルなど）で環境保全・環境教育を通じた地域づくりが 

 行われていること 

14 環境関連の技術や産業（※）が向上・発展していること 

15 環境に配慮した農林水産業が営まれていること 

16 環境について満足しているところはない 

17 その他（具体的に               ） 

※ 環境関連産業とは 

リサイクル関連産業だけではなく、太陽光発電等の自然エネルギー関連産業など

の環境負荷の低減や環境保全につながる様々な産業のこと。 

※ エコトンとは 

平成２１年、全国４３２点の応募の中から、県民の 

皆さんの人気投票により、福岡県地球温暖化対策マス 

コットキャラクターに決定しました。 

平成２５年２月には、福岡県広報部長に任命され、 

県のマスコットキャラクターとなっています。 
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問 あなたが普段生活している身の回りの環境について、この１０年間でよくなっ 

  たと感じるのはどのようなところですか。 

次の中から該当するものをすべて選んで、別添の回答票に番号を記入してくだ 
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問 あなたが普段生活している身の回りの環境について、不安や不満足と感じるの 

はどのようなところですか。 

次の中から該当するものを４つまで選んで、別添の回答票に番号を記入してく 

ださい。 

 

 

  １ 省エネルギーの取組みが行われず、家庭や会社でエネルギーが無駄遣いされてい

ること 

  ２ 太陽光や風力などの再生可能エネルギーが活用されていないこと 

  ３ モノや資源が大切に使われず、ごみが多いことや資源が無駄遣いされている 

こと 

  ４ 環境に負荷をかけず、安全・安心な、資源を有効活用するリサイクルが行われてい

ないこと 

  ５ 豊かな自然の恵み、生物の多様性を損なう社会経済活動が行われていること 

  ６ 希少な動植物を守る取組みや里山保全活動などの地域の豊かな自然環境を将来に引

き継いでいく取組みが活発に行われていないこと 

  ７ 空気や空が汚染されていること 

  ８ 水が汚染されていること 

  ９ ごみが正しく管理・処理されていないこと 

  10 住まいの周りの静かさや清潔さが保たれていないこと 

    11 身近な自然(海、山、雑木林、川、野鳥など)とふれあえないこと 

  12 日々の生活や事業活動の中で環境に配慮した行動が実践されていないこと 

  13 地域（自治会やサークルなど）で環境保全・環境教育を通じた地域づくりが行われ

ていないこと 

  14 環境関連の技術や産業が向上・発展していないこと 

  15 環境に配慮した農林水産業が営まれていないこと 

  16 環境について、不安や不満足と感じるところはない 

  17 その他（具体的に               ） 

 

 

 


